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　他者に気づかれたくない事柄があるとき、やりとり

の中でその事柄を気づかれているかもしれないと感じ

る感覚は、懸念的被透視感とされる。懸念的被透視感

は、相互作用する相手に直接伝えていない自己の内面

を気づかれているかもしれないと感じる感覚である、

被透視感（太幡, 2006a）の一種である。そして、自己

と他者が相互作用している状況で日常的に生じると位

置づけられる（太幡, 2010a）。

　懸念的被透視感に関するこれまでの研究では、懸

念的被透視感による反応（太幡, 2006b, 2008, 2009, 

2010b）や、その反応が与える印象（太幡, 2008, 2011）

が主に検討されている。そして、懸念的被透視感が生

じている対人コミュニケーションの特徴が明らかに

されてきている。例えば、気づかれたくない事柄を懸

念的被透視感による自らの反応によって気づかれてし

まうという、自己成就予言（self-fulfi lling prophecy; 

Jones, 1977; Merton, 1948）現象が生じる可能性が示

されている。太幡（2008）では、自己呈示の意図的

統制による認知的負荷（Baumeister, Hutton, & Tice, 

1989）の観点から、気づかれたくないことを無理に隠

そうとすると負荷になるため、懸念的被透視感によっ

て焦りを反映する反応を抑制できずに多く表出してし

まうという予測の下、実験が行われた。アルバイトの

面接に参加する実験参加者は、面接の前に、面接とは

論　　文

懸念的被透視感を感じた事柄と伝えていなかった理由の関係 １,２

太幡　直也
Naoya TABATA

Relationship between the issue that raises a sense of unwanted 
transparency and the reason for concealment

 

　The feeling that another person has noticed something about you that you preferred to keep concealed, 
experienced during a social interaction is known as the “sense of unwanted transparency.”  The purpose of 
this investigation was to explore the relationship between an issue that gives rise to the sense of unwanted 
transparency and reasons for concealing one’s inner self. In Study 1, I utilized the transcriptions used for 
semi-structured interviews on the sense of unwanted transparency in a former study, and in Study 2, I used 
a questionnaire on the experience of the sense of unwanted transparency. The results indicated that reasons 
for concealing one’s inner self varied according to the substance of the sense of unwanted transparency: 

“Feelings and emotions toward the partner” was related to “consideration of human relationships,” whereas, 
“characteristics of self ” and “having lied” were related to “avoiding decreasing self-evaluation.”



－ 2－

懸念的被透視感を感じた事柄と伝えていなかった理由の関係

無関係の実験協力者から、“柔軟的思考力”（架空の能

力）が低いという情報が与えられた。直後の面接で、

面接者から“柔軟的思考力”と類似する能力（独創

性）が採用条件であると伝えられた。また、半分の実

験参加者には、自分の振る舞いに特に注意するように

伝えられ、認知的負荷が操作された。そして、面接者

から面接の途中で独創性を発揮するよう求められ、“柔

軟的思考力”が低いことへの懸念的被透視感が喚起さ

れた。その後の実験参加者の反応を調べた結果、振る

舞いに特に注意するように伝えられていた実験参加者

は、沈黙、言い直し、しかめた表情など、焦りを反映

する反応を多く表出したことが示された。さらに、こ

れらの反応を多くすると、面接を録画した映像を見た

人に、落ち着きがなく、能力が低いという印象を与え

てしまうことも明らかにされた。太幡（2008）の結果

から、気づかれたくない事柄を無理に隠そうとすると

負荷となり、懸念的被透視感が生じた際に焦りを反映

する反応が生じやすくなるため、かえって相手に不自

然な印象を与えてしまうことにつながるという、自己

成就予言現象が生じるプロセスが示唆される。

　また、懸念的被透視感の感じやすさや強さを規定

する要因も検討されている。これまでの研究では、懸

念的被透視感の感じやすさを規定する要因について

は、私的自己意識、シャイネス、隠し事傾向が強い者

や、自己の非言語的反応の統制感が弱い者は、懸念的

被透視感を感じやすいことが報告されている（Tabata, 

2009）。また、懸念的被透視感の強さを規定する要因

については、相手を自己の内面に気づく能力が高い人

物であると認知すると懸念的被透視感が強まることが

明らかにされている（Tabata, 2007）。加えて、懸念

的被透視感の上位概念である被透視感に関する研究で

は、公的自己意識、私的自己意識への注意が、被透視

感を強めることが示唆されている（太幡, 2006a）。さ

らに、シャイネスの強い者は自己をネガティブに認識

する傾向があるため（e.g., Jones & Briggs, 1984; 栗林・

相川, 1995）、シャイネスの弱い者に比べ、自己のネガ

ティブな側面に被透視感を強く感じることも示されて

いる（太幡・押見, 2004）。

　このように、懸念的被透視感による反応やその反応

が与える印象や、懸念的被透視感の感じやすさ、強さ

を規定する要因に関しては、これまでに多くの知見が

蓄積されている。一方、懸念的被透視感が生じる前提

はある事柄を他者に気づかれたくないと意識すること

であることを勘案すると、懸念的被透視感を感じた事

柄や、伝えていなかった理由といった内容的特徴を検

討し、懸念的被透視感が生じる背景についても明らか

にする必要があると考えられる。

　太幡・吉田（2008）は、懸念的被透視感が生じる状

況の特徴について検討するために、大学生20名に半構

造化面接を実施し、懸念的被透視感を感じた経験に想

起を求めた。そして、当該状況での懸念的被透視感を

感じた事柄、伝えていなかった理由などに回答を求め、

それらの具体的内容を抽出した。その結果、懸念的被

透視感を感じた事柄は６カテゴリーに分類された。そ

して、“伝えていない事実”といった自己のみに関わ

る事柄だけでなく、“相手に向けた気持ちや感情”と

いった相手に向けた事柄があることが示された。また、

伝えていなかった理由は７カテゴリーに分類された。

そして、“自己評価低減の回避”といった自己利益的

な理由と、“二人の関係への配慮”といった他者配慮

的な理由があることが示された。

　しかし、太幡・吉田（2008）の未検討点として、懸

念的被透視感を感じた事柄と伝えていなかった理由と

の関係が検討されていない点が挙げられる。太幡・吉

田（2008）では、懸念的被透視感を感じた事柄や、伝

えていなかった理由を具体的に抽出することに焦点が

当てられており、両者の関係は着目されていなかった。

懸念的被透視感を感じた事柄によって、その事柄を伝

えていない理由が異なる可能性も考えられる。例えば、

懸念的被透視感を感じた事柄のうち、“相手に向けた

気持ちや感情”のような相手に直接的に関わる事柄は、

他の事柄に比べ、その事柄を相手が知ったことで相手

に与える影響が意識されやすいと想定される。したが

って、伝えていなかった理由として、他者配慮的な理

由がより多く挙げられると予測される。このように、

懸念的被透視感を感じた事柄と伝えていなかった理由

の関係を検討し、両者の具体的な対応関係を示すこと

で、懸念的被透視感が生じる背景をより明らかにでき

ると考えられる。

 　また、相手に直接伝えていない、気づかれたくな
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い事柄に懸念的被透視感が生じることから、懸念的被

透視感を感じた事柄と伝えていなかった理由との関係

を検討することで、秘密にされる事柄とその事柄を隠

す理由の関係についての示唆を得ることができると考

えられる。秘密に関するこれまでの研究では、秘密に

される事柄（e.g., Kelly, Klusas, Van Weiss, & Kenny, 

2001; Norton, Feldman, & Tafoya, 1974）、秘密を明

らかにしない理由（Kelly, 1999, 2002; Vrij, Paterson, 

Nunkoosing, Soukara, & Oosterwegel, 2003）が検討

されている。しかし、これまでの研究では、両者の関

係を扱った研究はほとんど見られない。したがって、

懸念的被透視感を感じた事柄と伝えていなかった理由

との関係を検討することで、秘密に関する研究への知

見の還元も期待できると考えられる。

　以上のことから、本論文では、懸念的被透視感を感

じた事柄と伝えていなかった理由の関係を検討するこ

とを目的とする。

　本論文は二つの研究によって構成される。研究１で

は、太幡・吉田（2008）の半構造化面接で得られたデ

ータを用い、懸念的被透視感を感じた事柄と伝えてい

なかった理由の関係を検討する。研究２では、より多

くの者を対象とした質問紙調査を実施する。すなわち、

懸念的被透視感を感じた経験について想起するように

教示し、その経験における、懸念的被透視感を感じた

事柄、伝えていなかった理由に回答を求め、両者の関

係を検討する。

研究１

　研究１では、太幡・吉田（2008）の半構造化面接で

得られたデータを用い、懸念的被透視感を感じた事柄

と伝えていなかった理由の関係を検討する。

方法

　分析対象　太幡・吉田（2008）の調査対象者となっ

た大学生20名（男性10名、女性10名）から得られた、

懸念的被透視感を感じた経験62場面を分析対象とし

た。全員から、懸念的被透視感に関する経験が抽出さ

れた（最少１、最大８; M=3.10, SD=1.62）。

　太幡・吉田（2008）の手続きの概略　懸念的被透視

感の定義を平易に説明し、最近、日常生活の中で懸念

的被透視感を感じた経験を想起するように求めた。そ

して、当該状況での懸念的被透視感を感じた事柄、伝

えていなかった理由について回答を求めた３。経験が

複数ある場合には、それぞれの経験について、懸念的

被透視感を感じた事柄、伝えていなかった理由に回答

を求めた。回答内容は、調査者によって記録された。

　データの分類　それぞれの場面における懸念的被透

視感を感じた事柄、伝えていなかった理由について、

得られた回答内容を基に、社会心理学を専門とする大

学院生２名が分類カテゴリーを作成した。その結果、

懸念的被透視感を感じた事柄は６カテゴリー、伝えて

いなかった理由は７カテゴリーに分類された。作成さ

れた分類カテゴリーとその例を、表１、表２に示す。

なお、伝えていなかった理由は、“二人の関係への配

慮”、“相手への配慮”、“二人の関係上”が他者配慮

表１．懸念的被透視感を感じた事柄（%）

カテゴリー 例
割合

研究１ 研究２
相手に向けた気持ちや感情 相手を嫌いだと思っていること 32.3 23.5
伝えていない事実 自分とある友人との間に起こった出来事 30.6 39.6
ウソをついたこと 聞かれた質問にウソをついていること 14.5 5.4
現在抱いている気持ちや考え サークルに参加したくない気持ち 11.3 16.0
性格や特徴 社交的ではない性格 8.1 9.1
第三者に関する気持ちや感情 自分がある人に好意を抱いていること 3.2 3.7
その他 ― 0.0 2.7
注） 研究１の割合は、それぞれのカテゴリーに分類された発言の割合を示す。研究２の割合は、

それぞれのカテゴリーを言及した者の割合を示す。
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的な理由、その他の理由は自己利益的な理由に大別さ

れる。次に、分類カテゴリーを作成した２名とは別の

２名の評定者（大学院生）が、それぞれの項目ごとに

各回答を分類評定した。一致率は、懸念的被透視感を

感じた事柄が91.9%、伝えていなかった理由が85.5%で

あった。分類されたカテゴリーが不一致だった場合に

は、両者の協議により再分類するように求めた。

結果

　懸念的被透視感を感じた事柄　懸念的被透視感を感

じた事柄のそれぞれのカテゴリーに分類された発言の

割合を表１に示す。“相手に向けた気持ちや感情”、“伝

えていない事実”、“ウソをついたこと”の順に多く

言及されていた。

　伝えていなかった理由　伝えていなかった理由のそ

れぞれのカテゴリーに分類された発言の割合を表２に

示す。“二人の関係への配慮”、“自己評価低減の回避”、

“相手への配慮”の順に多く言及されていた。

　懸念的被透視感を感じた事柄と伝えていなかった

理由の関係　懸念的被透視感を感じた事柄と伝えてい

なかった理由の関係を検討するにあたり、懸念的被透

視感を感じた事柄として“第三者に関する気持ちや感

情”、“その他”に分類された発言、伝えていなかっ

た理由として“二人の関係上”、“その他”に分類さ

れた発言は少なかったため、除外した４。したがって、

以降の分析では、58場面のデータが分析対象となった。

　懸念的被透視感を感じた事柄ごとの伝えていなかっ

た理由を表３に示す。それぞれの事柄で多く挙げられ

た理由は以下の三点に整理される。（ａ）“相手に向け

た気持ちや感情”は、“二人の関係への配慮”が多く

挙げられていた。（ｂ）“ウソをついたこと”は、“相

表２．伝えていなかった理由（%）

カテゴリー 例
割合

研究１ 研究２
二人の関係への配慮 よい関係を壊したくなかった 32.3 17.1
自己評価低減の回避 相手から否定的に見られたくなかった 24.2 21.4
相手への配慮 相手に対して申し訳なかった 21.0 21.9
恥ずかしさ 知られると恥ずかしかった 9.7 11.2
状況からの回避 休みたかった 6.5 5.4
相手との関わりの回避 相手を避けたかった 3.2 13.4
二人の関係上 立場上言い出せなかった 1.6 2.1
その他 ― 1.6 7.5
注） 研究１の割合は、それぞれのカテゴリーに分類された発言の割合を示す。 研究２の割合は、

それぞれのカテゴリーを言及した者の割合を示す。

表３．懸念的被透視感を感じた事柄ごとの伝えていなかった理由（％）（研究１）
二人の
関係への
配慮

自己評価
低減の
回避

相手への
配慮

恥ず
かしさ

状況
からの
回避

相手との
関わりの
回避

相手に向けた
　 気持ちや感情 60.0 10.0 10.0 15.0 5.0 0.0

伝えていない事実 21.1 26.3 31.6 5.3 10.5 5.3
ウソをついたこと 12.5 25.0 62.5 0.0 0.0 0.0
現在抱いている
　 気持ちや考え 33.3 50.0 0.0 0.0 0.0 16.7

性格や特徴 20.0 40.0 0.0 20.0 20.0 0.0
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手への配慮”が多く挙げられていた。（ｃ）“現在抱い

ている気持ちや考え”、“性格や特徴”は、“自己評価

低減の回避”が多く挙げられていた。

考察

　研究１では、太幡・吉田（2008）の半構造化面接で

得られたデータを用い、懸念的被透視感を感じた事柄

と伝えていなかった理由の関係を検討した。その結果、

懸念的被透視感を感じた事柄によって、その事柄を伝

えていない理由が異なる可能性が示唆された。例えば、

予測通り、“相手に向けた気持ちや感情”は、“二人の

関係への配慮”といった他者配慮的な理由が多く挙げ

られていた。

　研究１において分析対象となった発言は20名から得

られたものであることから、より多くの者を対象にし

た調査の結果と併せて解釈される必要があると考えら

れる。したがって、質問紙調査を用いた研究２と併せ

て、結果を詳細に考察することとする。

研究２

　研究２では、より多くの者を対象とした検討を行う

ために、懸念的被透視感を感じた経験に想起を求める

質問紙調査により、懸念的被透視感を感じた事柄、伝

えていなかった理由に回答を求め、両者の関係を検討

する。

方法

　調査対象者　大学生218名に対し、個別に回答を求

めた。想起できなかった17名、回答に不備のある14名

を除き、187名（男性82名、女性102名、不明３名、平

均年齢19.98±1.23歳）を分析対象とした。

　質問紙の構成  質問紙の冒頭において、“日常生活

の中で、ある相手とやりとりをしているときに、その

人に対して、自分から直接的に伝えていない気づかれ

たくないと思っていることが、‘相手に気づかれてい

るかもしれない’と感じた経験についておたずねしま

す。”と教示し、懸念的被透視感の定義を平易に説明

した。そして、最近、日常生活の中で懸念的被透視感

を感じた経験を一つ想起するように教示し、懸念的被

透視感を感じた事柄、伝えていなかった理由について

自由記述により回答を求めた５。加えて、想起された

経験の特徴を確認するために、その事柄を気づかれ

たくない意識の高さについて、“１．低い”から“５．

高い”の５件法で回答を求めた。また、その状況での

懸念的被透視感の強さについて、“１．弱い”から“５．

強い”の５件法で回答を求めた。

　自由記述の分類　回答されたそれぞれの懸念的被透

視感を感じた事柄、伝えていなかった理由について、

社会心理学を専門とする大学院生２名が、太幡・吉田

（2008）で作成されたカテゴリーに分類した。２名の

分類の一致率は、懸念的被透視感を感じた事柄が95.2

％、理由が92.0％であった。分類したカテゴリーが不

一致だった場合には、両者の協議により再分類するよ

うに求めた。

結果

　想起された経験の特徴　想起された経験について、

気づかれたくない意識はM=3.64（SD=1.09）、懸念的

被透視感はM=3.54（SD=1.07）であった。理論的中

間点（３点）と比較すると、気づかれたくない意識

（ t（186）=8.02, p<.001）、懸念的被透視感（ t（186）

=6.88, p<.001）とも、有意に高かった。したがって、

気づかれたくない意識がある程度高く、懸念的被透視

感をある程度強く感じた経験が想起されていたと考え

られる。なお、両者の得点には有意な相関は見られな

かった（r=.01, ns）。

　懸念的被透視感を感じた事柄　懸念的被透視感を感

じた事柄のそれぞれのカテゴリーを言及した者の割合

を表１に示す。“伝えていない事実”、“相手に向けた

気持ちや感情”、“現在抱いている気持ちや考え”の

順に多く言及されていた。また、それぞれのカテゴリ

ーが言及された割合は、研究１でそれぞれのカテゴリ

ーに分類された発言の割合と類似していた。

　伝えていなかった理由　伝えていなかった理由の

それぞれのカテゴリーを言及した者の割合を表２に示

す。“相手への配慮”、“自己評価低減の回避”、“二

人の関係への配慮”の順に多く言及されていた。また、

それぞれのカテゴリーが言及された割合は、研究１で

それぞれのカテゴリーに分類された発言の割合と類似

していた。

　懸念的被透視感を感じた事柄と伝えていなかった

理由の関係　懸念的被透視感を感じた事柄と伝えてい

なかった理由の関係を検討するにあたり、懸念的被透
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視感を感じた事柄として“第三者に関する気持ちや感

情”、“その他”を言及した者、伝えていなかった理

由として“二人の関係上”、“その他”を言及した者

は少なかったため、除外した。したがって、以降の分

析では、160名のデータが分析対象となった６，７。

　懸念的被透視感を感じた事柄ごとの伝えていなかっ

た理由を表４に示す。懸念的被透視感を感じた事柄に

よる伝えていなかった理由の違いを調べるためにx２検

定を行ったところ、有意であった（x２ （20）=60.94, 
p<.001）。残差分析の結果から、それぞれの事柄で期

待度数よりも有意に多く挙げられていた理由は以下の

三点に整理される。（ａ）“相手に向けた感情”は、“二

人の関係への配慮”が多く挙げられていた。（ｂ）“性

格や特徴”、“ウソをついたこと”は、“自己評価低減

の回避”が多く挙げられていた。加えて、“性格や特徴”

では、“恥ずかしさ” が多く挙げられていた。（ｃ）“伝

えていない事実”は、“状況からの回避”が多く挙げ

られていた。

考察

　研究２では、懸念的被透視感を感じた経験に想起を

求める質問紙調査により、懸念的被透視感を感じた事

柄、伝えていなかった理由に回答を求め、両者の関係

を検討した。その結果、研究１の結果からも示唆され

るように、懸念的被透視感を感じた事柄によって伝え

ていなかった理由が異なることが示された。以下、両

者の具体的な対応関係について、研究１の結果と対応

させ、整理、考察する。

　研究１と類似した結果が得られた点として、以下の

二点が挙げられる。第一に、予測通り、“相手に向け

た気持ちや感情”は、“二人の関係への配慮”といっ

た他者配慮的な理由が多く挙げられていた点である。

この結果は研究１でも得られていることから、“相手

に向けた気持ちや感情”は“二人の関係への配慮”に

よって伝えられていないことが多いと解釈される。一

方、研究１、研究２ともに、他者配慮的な理由のうち、

“相手への配慮”といった理由は、“相手に向けた気

持ちや感情”を伝えていなかった理由として多く挙げ

られているわけではなかった。したがって、“相手に

向けた気持ちや感情”を伝えていない背景には、単純

に相手に気を遣いたいという意識よりも、気を遣うこ

とで相手との現在の関係を維持したいという意識があ

る場合が多いと解釈される。研究２で想起された懸念的

被透視感を感じた経験は、友人や目上の人のような、普

段から関わりのある者とのやりとりを想起した者が多か

った８。また、“相手に向けた気持ちや感情”には相手

への批判、不満、非好意的な感情などのネガティブな

内容が多く含まれていた。したがって、関係性のある

相手に対し、相手に向けたネガティブな気持ちや感情

表４．懸念的被透視感を感じた事柄ごとの伝えていなかった理由（％）（研究２）
二人の

関係への
配慮

自己評価
低減の
回避

相手への
配慮 恥ずかしさ 状況からの

回避
相手との
関わりの

回避
相手に向けた ％ 47.6 9.5 31.0 4.8 0.0 7.1
　気持ちや感情 残差 5.21*** -2.52* 1.28 -1.55 -1.95+ -1.66+

伝えていない事実 ％ 10.6 25.8 21.2 12.1 12.1 18.2
残差 -2.49* 0.50 -0.63 0.29 2.57* 0.94

ウソをついたこと ％ 10.0 50.0 0.0 10.0 20.0 10.0
残差 -0.82 2.01* -1.82+ -0.13 1.86+ -0.46

現在抱いている ％ 14.3 17.9 35.7 10.7 0.0 21.4
　気持ちや考え 残差 -0.83 -0.81 1.68+ -0.10 -1.50 1.05
性格や特徴 ％ 0.0 50.0 7.1 28.6 0.0 14.3

残差 -1.96+ 2.42* -1.53 2.15* -1.01 -0.08
+p<.10，*p<.05，***p<.001



－ 7－

「人間科学」第 28 巻　第２号（2011 年３月）

が知られることで、自分に非好意的印象を抱かせてし

まい、その結果、相手との関係が疎遠になることを避

けようとしたためであると考えられる。関係性のある

相手に非好意的印象を抱くことがその後の関係解消の

原因となることは、友人関係に関する研究において実

証されている（Rose, 1984）。

　第二に、“ウソをついたこと”、“性格や特徴”は、

自己利益的理由である“自己評価低減の回避”が多く

挙げられていた点である。“性格や特徴”は、自己利

益的な理由である“恥ずかしさ”も多く挙げられてい

た。“恥ずかしさ”は、ネガティブな評価による感情

反応であると位置づけられるため、“自己評価低減の

回避”とはネガティブな評価の予期という点で共通し

ていると考えられる。自由記述の内容では、“性格や

特徴”には、一般的にネガティブに捉えられる内容が

多く含まれていた。また、ウソをつくことは、社会的

に望ましくないと考えられている（Vrij, 2008）。した

がって、ウソをついた事実やネガティブな性格が相手

に知られることで、他者からネガティブに評価されて

自己評価の低下につながると捉えられやすかったと推

察される。

　一方、研究１と異なる結果が得られた点として、以

下の二点が挙げられる。第一に、“伝えていない事実”

は、“状況からの回避”が多く挙げられていた点である。

研究１では、両者には強い関連は見られていなかった。

研究２で“状況からの回避”に分類された具体的内容

には、“知られると怒られるから”といった相手から

の叱責を避けたいという内容が多く見られた。したが

って、懸念的被透視感を感じた事柄で“伝えていない

事実”に分類された事柄に、相手からの叱責が予期さ

れる事柄が多く含まれていたことが結果に影響したと

想定される。第二に、“ウソをついたこと”について、

研究１では“相手への配慮”が相対的に多く挙げられ

ていたものの（62.5%）、研究２では言及されていなか

った点である。このように結果が異なった理由として、

研究１の面接対象者の中に、社会的望ましさ（social 

desirability; Crowne & Marlowe, 1964）を考慮して、

“ウソをついたこと”を伝えていなかった理由を説明

する際に、他者配慮的な理由を含めて面接者に説明し

た者がいたことが影響した可能性が考えられる。

　なお、懸念的被透視感を感じた事柄、伝えていなか

った理由について、それぞれのカテゴリーが言及され

た割合は、研究１でそれぞれのカテゴリーに分類され

た発言の割合と類似していた。したがって、研究１の

結果と併せると、“伝えていない事実”、“相手に向け

た気持ちや感情”に懸念的被透視感を感じやすいと考

えられる。また、“相手への配慮”、“自己評価低減の

回避”、“二人の関係への配慮”が、懸念的被透視感

を感じた事柄を伝えていなかった理由になりやすいと

考えられる。

総合考察

　本論文の貢献　本論文の目的は、懸念的被透視感を

感じた事柄と伝えていなかった理由の関係を検討する

ことであった。二つの研究を通して、懸念的被透視感

を感じた事柄によって伝えていなかった理由が異なる

ことが示された。そして、“相手に向けた気持ちや感情”

は“二人の関係への配慮”によって伝えられていない

ことが多いといったように、懸念的被透視感を感じた

事柄と伝えていなかった理由のいくつかの具体的な対

応関係も明らかにされた。したがって、本論文で得ら

れた知見により、懸念的被透視感が生じる背景をより

明らかにできたと考えられる。

　また、本論文で得られた知見は、秘密にされる事柄

とその事柄を隠す理由の関係についての示唆を与える

ものであると考えられる。すなわち、これまで十分に

明らかにされてこなかった、秘密にされる事柄とその

事柄を隠す理由の関係を具体的に示したため、秘密に

関する研究に知見が還元できると考えられる。しかし、

秘密に関する研究に本論文の知見を適用する際の問題

点として、本論文では懸念的被透視感が生じた場合に

限定されている点が指摘できる。秘密にされる事柄と

その事柄を隠す理由の結びつきのうち、懸念的被透視

感が生じにくいものもある可能性も考えられる。した

がって、今後の課題として、本論文の知見を、懸念的

被透視感が生じていない場合における秘密にされる事

柄とその事柄を隠す理由の関係と対比することが挙げ

られる。

　今後の展望　今後の展望として、以下の三点が挙げ

られる。第一に、本論文の知見について、文化的自己
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観（cf. 北山, 1994）の違いを考慮した追試を実施する

点である。欧米で行われた秘密に関する事柄の研究で

は、秘密を明らかにしない理由として、自己利益的な

理由がほとんどを占めている（Kelly, 1999, 2002; Vrij, 

et al., 2003）。この理由について、太幡・吉田（2008）は、

相互独立的自己観を持つ欧米人は個人志向的な理由を

挙げやすく、相互協調的な自己観を持つ日本人は関係

志向的な理由を挙げやすいという、文化的自己観の観

点から考察している。隠している事柄を伝えない理由

が欧米人と日本人で異なるのであれば、懸念的被透視

感を感じた事柄と伝えていなかった理由の関係が異な

る可能性も考えられる。文化的自己観の違いを考慮し

た追試を実施することにより、懸念的被透視感を感じ

た事柄と伝えていなかった理由の関係に、文化などの

社会的要因が影響を及ぼす可能性を検討できると考え

られる。

　第二に、懸念的被透視感と類似する概念との関係を

検討することである。太幡（2010a）は、懸念的被透

視感の上位概念である被透視感と、自己に対する他者

のメタ知覚の推測により生じる点で類似している概念

として、自我漏洩感を挙げている。自我漏洩感とは、

意図していないのに自己の内面が外に漏れてしまうと

いう感覚と定義される（丹野・坂本, 2001）。自我漏

洩感は、他者との相互作用していない状況でも生じう

るという特徴や、相互作用の相手だけでなく周囲の他

者に対しても感じられるという特徴（e.g., 藤縄, 1972; 

萩生田・濱田, 1991）を勘案すると、異常的意識を対

象としていると位置づけられる（太幡, 2010a）。太幡

（2010a）は、被透視感、自我漏洩感として説明される

現象の関係や連続性を明らかにするために、内容的特

徴を対比する研究が必要となると述べている。本論文

は、太幡・吉田（2008）と併せ、懸念的被透視感の内

容的特徴を示した研究であると位置づけられる。した

がって、被透視感、自我漏洩感として説明される現象

の関係や連続性を検討する上での基礎的資料となると

考えられる。

　第三に、懸念的被透視感が生起する際のプロセス

を検討する点である。懸念的被透視感は覚醒水準の

高まりを反映したものであると想定されており、太

幡（2008, 2009）では、懸念的被透視感の強さと当該

状況での焦りに正の相関が見られることが報告されて

いる。しかし、懸念的被透視感が生起に関わる他の感

情の働きについては検討されていない。本論文の一連

の研究や太幡・吉田（2008）で示されたように、伝え

ていなかった理由にはいくつかの種類が見られること

から、伝えていなかった理由によって、恥（shame）

や罪悪感（guilt）といった、他者との関係の中で自己

評価的に生じる自己意識感情（self-conscious emotion; 

Tangney, 1995）も、懸念的被透視感の生起と関連し

ていると想定される。例えば、罪悪感は他者志向的な

特徴がある共感性と関連する（有光, 2006）という知

見から、他者配慮的な理由で伝えていない事柄への懸

念的被透視感の生起に罪悪感が関連すると推察され

る。そして、懸念的被透視感を感じた事柄によって伝

えていなかった理由が異なるという本論文の一連の結

果を勘案すると、懸念的被透視感を感じた事柄によっ

て、懸念的被透視感が生起に関わる感情が異なると想

定される。上記の点を検討すると、懸念的被透視感が

生起するプロセスを示すことにつながるため、懸念的

被透視感が生じる背景をさらに詳しく示すことができ

るようになると期待される。
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注

１． 本論文の研究の一部は、日本社会心理学会第51回

大会（2010）にて発表された。

２． 論文の作成にあたり、筑波大学吉田富二雄教授、

山本眞理子教授にご指導いただきました。記して

感謝いたします。

３． 太幡・吉田（2008）では、懸念的被透視感を感じ

た相手、懸念的被透視感を感じた根拠、懸念的被
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透視感によって生起させた反応などにも回答を求

めていた。また、懸念的被透視感と対比させるた

めに、気づいてほしい事柄についての被透視感を

期待的被透視感と定義し、期待的被透視感を感じ

た状況についても懸念的被透視感を感じた状況と

同様の内容の質問をした。結果の詳細は、太幡・

吉田（2008）を参照のこと。

４． 伝えていなかった理由の“相手とのかかわりの回

避”に分類された発言も少なかったが、研究２に

おいて分析対象としたため、除外しなかった。

５． 併せて、懸念的被透視感を感じた相手、懸念的被

透視感を感じた根拠、懸念的被透視感を感じた

際の反応などにも自由記述により回答を求めてい

た。懸念的被透視感を感じた際の反応に関する結

果は、太幡（2006b）を参照のこと。

６． 懸念的被透視感を感じた事柄の特徴を補足的に確

認するために、気づかれたくない意識、懸念的被

透視感について、分析対象となった５カテゴリー

を水準とする分散分析を行った。その結果、気づ

かれたくない意識には有意差は見られなかった（F

（4, 155）=1.31, ns）。一方、懸念的被透視感には

有意差が見られた（F（4, 155）=3.20, p<.05）。多

重比較（TukeyのHSD法）の結果、“伝えていな

い事実”（M=3.74, SD=1.04, n=66）は“ウソをつ

いたこと”（M=2.80, SD=0.79, n=10）に比べ、懸

念的被透視感が強い傾向が見られた（p<.10）も

のの、どのカテゴリー間にも有意差は見られなか

った。

７． 気づかれたくない理由の特徴を補足的に確認する

ために、気づかれたくない意識、懸念的被透視感

について、分析対象となった６カテゴリーを水準

とする分散分析を行った。その結果、気づかれた

くない意識には有意差は見られなかった（F（5, 

154）=1.03, ns）。一方、懸念的被透視感には有意

差が見られた（F（5, 154）=3.22, p<.01）。多重比

較（TukeyのHSD法）の結果、“相手との関わり

の回避”（M=4.13, SD=0.85, n=24）は“自己評価

低減の回避”（M=3.34, SD=1.21, n=38）や“相手

への配慮”（M=3.26, SD=1.06, n=38）に比べ、懸

念的被透視感が強いことが示された（p<.05）。そ

の他のカテゴリー間に有意差は見られなかった。

８． 187名の回答を太幡・吉田（2008）で作成された

カテゴリーに分類すると、懸念的被透視感を感じ

た相手は、友人（46.5%）、目上の人（例えば、先輩）

（11.8%）、立場が同じ人（例えば、サークルの同期）

（11.8%）、親（8.6%）、恋人（7.0%）、目下の人（5.9%）、

その他（8.6%）に分類された。
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はじめに

　ケータイは多機能化が進み、おサイフケータイ、ゲ

ーム、GPSなど様々なかたちで活用されている（石川，

2009）。本来は通話機器であるが、若者はむしろメー

ルに利用することが多い。それに加えて、近年、世

間の耳目を集めているのが、ケータイ小説、ブログ、

SNS、プロフといったインターネット（本研究では主

にWWWを指す）としての利用である。日本人は、ケ

ータイ・インターネットの利用度が高く、60％以上の

ケータイユーザーが日常的に使っている （萩原,2008）。

他国のデータに目を向けると、全モバイルユーザーの

うち、少なくとも月１回以上ウェブを使った人の比率

は、アメリカで15.6％、以下、イギリス12.9％、イタ

リア11.9％となっている（萩原,2008より重引）。

論　　文

大学生のパソコンとケータイの利用パターンとケータイ利用スキルとの関連性
－ケータイ・デバイドの視点から－

石川　勝博
ISHIKAWA，Masahiro

The relationship between mobile phone and personal computer usage 
patterns and mobile phone usage skills among university students

‒ The digital divide of mobile phones ‒
 

　The purpose of this study is to explore the usage of personal computers and mobile phones among university 
students and investigate how skill factors such as functionality and the variety of Internet usage relate to the 
digital divide between the following two groups of university students: Group 1 （mainly mobile） that mainly 
use mobile phones for Internet access and email and group ２ （mobile and PC） that use personal computers for 
web browsing and mobile phones for email.
　A survey by questionnaire was administered for this study.  In comparison with group ２ （mobile and 
PC）, group 1 （mainly mobile） displayed prominent trends of not only using mobile phone functions such as 
games or as digital music players, but also as barcode scanners and GPS location based services.  The results 
also suggest that subjects in Group 1 （mainly mobile） use various mobile phone based websites to acquire 
exclusive information.  Further research is necessary along with refining the concept of mobile usage skills and 
measurement methods.
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　日本でのケータイ・インターネット利用度が高い理

由として、以下の２点が挙げられる。すなわち、１）

iモードのようにケータイ用のネット利用環境を低価

格で提供したこと、２）「GREE」のようにケータイ

のみに提供されるコンテンツが発達し、また、SNSや

ブログ、Twitterなどパソコンとケータイの両方で利

用できるサイトが増加していることである。

　基本的に親指だけで利用するケータイはパソコンよ

りも操作性に劣るものの、若者は器用に使いこなし、

ケータイ・インターネットから様々な情報を取得し活

用している。そこで、2000年代初頭、ケータイがイン

ターネット利用を促進し、デジタル・デバイドの是正

に寄与することが期待された（電通総研, 2000など）。

その後、携帯端末を用いて、いつでも、どこでも、誰

でも情報がやりとりできるという「ユビキタス社会」

を目指しての、U-Japan政策が推し進められた。その

一方でパソコンとケータイ利用者間でのデジタル・デ

バイド（以下、ケータイ・デバイド）が生じる可能性も

指摘されていた（土橋、2003；小林と池田, 2004；小林

と池田, 2005など）。

　大学生は、情報教育を受けるなど、パソコンとケー

タイの両方を使える環境にありながら、ケータイ利用

が主である者もいる。ケータイでしかメールしない若

者は、パソコン・インターネットをあまり利用しない

というデータもあり（小林, 2007）、先のケータイ・デ

バイドの可能性への指摘を踏まえると、看過できない

問題と思われる。

　こうした点を踏まえて、石川（2008）は、パソコン

とケータイとの併用者とケータイを主に利用する者に

デジタル・デバイドがあるのではないかと考えた。そ

こで、大学生を対象に調査を実施し、彼らの間でデジ

タル・デバイドに関わるメンタルの要因（コンピュー

タ不安）とスキルの要因（ケータイ機能の使いこなし

の自己評価、情報ハンドリング力）を比較した。その

結果、ケータイを主に利用する者は、パソコンとケー

タイを併用する者よりも、コンピュータ不安のうちオ

ペレーション不安とテクノロジー不安が強い傾向が認

められた。この２つの不安が、ケータイ・デバイドに

関わる要因である可能性が示唆された。しかし、スキ

ルの要因には差が認められなかった。この結果につい

ては、測定方法やケータイに限った場合の利用スキル

（ケータイ利用スキル）について検討する必要性ある

と解釈された。

　以上を鑑みて、本研究は、パソコンとケータイを併

用するのか、ケータイに偏るのかといった「利用パタ

ーン」と「ケータイ利用スキル」との関連性を、大学

生を対象とした調査によって明らかにすることを目的

とする。なお、本研究で扱うケータイには、スマート

フォンは含まれない。

１．研究の背景と目的

１．１．パソコンとケータイの利用パターン

　ケータイ・デバイドとは、「パソコン利用者」と「ケ

ータイ利用者」とに生じるデジタル・デバイドのこと

である。実際のメディア利用パターンは、このように

二分されるわけではなく、総務省（2010）によると、

パソコンとケータイのどちらか一方を利用している者

は少数派であり、併用している者が多いことが示され

ている。国内のインターネット利用者のうち、併用者

は6492万人（69.0％）であり、携帯電話・PHS、携帯情

報端末からのみの利用者が885万人（9.4%）、パソコンか

らのみの利用者は1292万人（13.7％）となっている。併

用者は約７割、ケータイのみの利用者は約１割である。

　柴谷（2010）は、パソコン・インターネットとケータイ・

インターネット利用時間の多寡を基準として、インタ

ーネット利用者をグループ分けした結果を示している。

この調査によると、パソコン、ケータイいずれも長い「併

用派」は13.7％であり、年代は低くやや男性が多かった。

パソコン利用時間が長い「パソコン派」は32.9％であり、

彼らは年代がやや高く男性が多い傾向にあった。ケー

タイ利用時間が長い「携帯電話派」は13.5％であり、年

代はやや低く、女性が多い。そして共に短い「低利用層」

は33.1％であり、年代はやや高く女性が多かった。「併

用派（13.7％）」と「携帯電話派（13.5％）」の比率は同

程度であり、本研究が対象とする若い世代に、併用派

とケータイ派が多く見られる点も注目される。

　以上の総務省（2010）や柴谷（2010）の調査結果は

サンプルや分類方法が異なるため単純に比較できな

いがケータイ派が一定数存在することは確かである。

さらに、モバイル・コンテンツ・フォーラム（2008）
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によれば、「パソコンでインターネットはしない」と

いう回答が20.3％あり、特に定額制加入者では、26.0

％がケータイのみでインターネットを利用している

（p.170）。ケータイのみで情報検索する者は14.3％、ブ

ログをする者は28.5％である（p.144）。SNSの利用の

中心がケータイである者は４割近くあり、若者（10代）

に限れば7割がケータイから利用する方が多いと回答

している（p.147）。若者にとってのケータイ・インタ

ーネットの重要性をうかがい知ることができよう。

　ケータイの機能が向上しているとはいえ、パソコン

とケータイのどちらか一方を利用するのは得策ではな

い。辻村（2007）が例示するように、パソコンは動画

情報など情報量の豊富なコンテンツに有効であり、ケ

ータイは携帯性に優れ利用者の位置情報が確認できる

といった利点がある。パソコンとケータイのメディア

特性に優劣がある訳ではない。パソコンとケータイを

併用して様々なかたちで活用すること、それぞれの特

性を活かした「棲み分け（土橋,2003）」が望ましいと

捉えるべきである。

　大学生は、情報教育を受けるなど、パソコンとケー

タイを併用できる状況にある。それにも関わらずケー

タイ利用が中心の者は、どのような理由からそうして

いるのであろうか。こうした背景の１つには、ケータ

イ・インターネットがパソコンと比較して、複雑な設

定や操作が不要で低価格である点（松田, 2002）があ

る。さらに、ケータイの諸機能の進歩という理由も大

きい。石野（2008）が、ケータイを音楽、活字、映像

を気軽に楽しむメディアと表現している通り、従来は

閲覧できなかったサイトが利用できるなど、ケータイ

から得られる情報量も格段に増加している。とするな

らば、併用者はパソコンとケータイの両方から、ケー

タイ中心の利用者は、パソコンをあまり利用せずとも

ケータイから様々な情報を得ている可能性も指摘でき

る。本研究では、こうした点について大学生を対象と

して検討したい。

　

１．２．ケータイ・デバイドの可能性

　ケータイの普及によって、パソコンを使わずとも

様々なかたちで情報が取得できるようになり、パソ

コンを持つ者と持たざる者とのデジタル・デバイドが

是正されるとの考え方がある。この前提にあるのは、

ケータイがパソコンの機能的代替手段（Rosengren

とWindahl, 1972）となることである。しかしながら、

むしろパソコン・インターネット利用者とケータイ・

インターネット利用者の間で、ケータイ・デバイドが

生じるおそれが研究者により指摘されている（木村, 

2001 ; 松田, 2002 ; 小林と池田,2004 ; 池田と小林, 2005

など）。これらは、１）パソコンとケータイから取得

する情報に関わるもの、２）パソコン利用者とケータ

イ利用者の要因に関わるもの、に分けることができる。

１．２．１． 取得する情報に関わるケータイ・デバイド

の可能性

　ここでは、ケータイ・インターネットの「ディスプ

レーの狭さ、データ記憶容量の限界」という問題が挙

げられる（木村, 2001）。海後（2004）も、ケータイ

には「インターフェースとしての制限も多く、インタ

ーネット上に掲載された大多数の情報は、携帯電話の

ブラウザーで閲覧するのに適した様式になっていない

ため、情報・サイトへの接続機会が失われ、インタ

ーネット上の情報への接続が『制限』される（p.54）」

と述べている。

　ケータイ・インターネット利用時間は、パソコン・

インターネットよりも短いというデータもある。小

林（2007）によれば、前者は１日平均15分程度であり、

後者は２時間程度であった。ケータイ・インターネッ

ト利用時間は、１日10分未満が32％という結果もある

（モバイル・コンテンツ・フォーラム、2008, p.170）。

つまり、ケータイからはパソコンほどの情報が得られ

ていない可能性がある。

　その用途からみて、ケータイ・インターネットはパ

ソコン・インターネットほどの活用はされていないと

いう研究結果もある。木村（2001）は、ケータイ・イ

ンターネットの主な用途は,「短い情報伝達、仲間内の

会話、情報提供サービスの受動的消費」にとどまると

する。土橋（2003）の調査では、ケータイ・インター

ネットの利用率が高いのは「着メロダウンロードサイ

ト」の68.5％と「待ち受け画面サイト」の35.2%の２つ

であった。海後（2004）の調査結果でも、ケータイ・

インターネット通信の最も一般的な利用方法は、着信
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音の音楽ダウンロードや液晶画面の壁紙のダウンロー

ドであった。石井・遠藤・小笠原・橋元・北村・金・

三上（2006）も、ケータイ・インターネットによる情

報取得は活発でなく、あったとしても、私生活志向的

情報（天気予報、ショッピング、音楽）であり、ニュ

ースなど公共性のある情報についてはほとんど取得さ

れていないとまとめている。

　総務省（2009）のデータでは、パソコン利用者は多

目的な利用（企業や個人のウェブやブログの閲覧、商

品等の購入・取引、電子メールの送受信、地図情報

の入手など）を行っているのに対し、ケータイ利用者

は利用目的が電子メールに集中する傾向が示されてい

る。その上で、世界最先端のモバイル・インターネッ

ト環境は実現しているものの、それを活かした利用形

態が広がっているとは言えないとしている。

　以上あげた取得する情報に関わるケータイ・デバイ

ドの可能性は、次のようにまとめられる。土橋（2003）

は、「メディアとして等価なものが、単に端末を変え

て用いられるという事態ではありえない（p.9）」と指

摘し、池田と小林（2005）は、「ケータイによるイン

ターネットアクセスは、インターネットの広範な情報

全体へのアクセスにはほど遠いため、（中略）ケータ

イ利用に留まる限り、デバイドの問題は大きな解決に

はならず、パソコン利用との間にもう１つのデバイド

が生み出されかねない（p.42）」のだとする。小林（2007）

は、「ケータイとコンピュータ経由ウェブ利用は、現

在のところ量および質の点で大いに異なっていると言

えよう（p.52）」と述べている。

　その一方、ケータイ機能は長足の進歩を遂げており、

それに伴い利用者は様々な情報が得られるため、ケー

タイ・デバイドが是正されるという見方も可能である。

総務省（2010）の調査では、パソコン・インターネッ

トとケータイ・インターネット共に「デジタルコンテ

ンツ（音楽・音声、映像、ゲームソフト）の入手・聴

取」といった用途の伸びが高いことが示されている。

すなわち、従来の研究（土橋, 2003 ; 石井ら, 2006 ; 海

後2004 ; 木村, 2001）で示された用途よりも、比較的

能動的な利用がなされつつあると解釈できる。

　ただし、他のサイトの利用度に目を向けると、ケー

タイ・インターネットは、パソコン・インターネット

ほど能動的に用いられてはいない。企業・政府等のホ

ームページ（ウェブ）・ブログ（ウェブログ）の閲覧は、

パソコン の55.8%に対して、ケータイは13.8%である。

以下同様に、商品・サービスの購入・取引は46.9％に

対して30.1％、個人のホームページ・ブログの閲覧は

42.5％に対して16.2％となっている。能動的利用つい

ては、サイトへのアクセスの有無ではなく、そこから

取得する情報や活用方法など、より詳細なデータから

判断すべきではある。しかし、少なくとも現時点では、

ケータイ・インターネットとパソコン・インターネッ

トの情報の差の存在は否定できないと考えられる。

１．２．２． 利用者の要因の差に関わるケータイ・デバ

イドの可能性

　デジタル・デバイドに関わる利用者の要因として、

性別、年齢（世代）、年収、学歴、居住地（都市部か

郊外か）等、デモグラフィックなものがある。こうし

た取り上げ方にvan Dijk（2005）は批判的である。そ

れは「不平等の背後に存在する深遠な社会的、文化的、

心理的な原因を明らかにしていない（p.25）」からで

ある。Selwyn（2004）が述べているように「諸個人

の情報通信技術（ICT）との関与は、社会的、心理的、

経済的な理由、そして実用的な理由に基づいており、

それらは複雑に交じり合っている（p.349）」と捉えら

れる。

　ケータイ・デバイドに関わる要因としてデモグラフ

ィック要因以外に、利用者の「能力」がある可能性が

示されている。木村（2001）は、「移動体インターネ

ットのみ」の利用者は、「パソコン・インターネット 

+ 移動体インターネット」、「パソコン・インターネッ

トのみ」の者に比べて、情報化指標（情報ハンドリン

グ能力指数、ネット利用バラエティ度、情報機器利用

度）が、有意に低いと報告している。また、情報リテ

ラシー（電通総研, 2000）、メディア・リテラシー（宮

田, 2001）といった能力も、ケータイ利用者は低いこ

とが示されている。池田と小林（2005）は、パソコン・

インターネットとケータイ・インターネットの利用パ

ターンには、年齢、学歴といったデモグラフィック要

因に加えて「テクノロジー親和性（ファックスやビデ

オなどのテクノロジーの利用能力）」が関連するとし、
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これらの要因によるデジタル・デバイドの可能性を示

唆している。

　さらには、「社会参加の形態」も要因として挙げ

られる（小林と池田, 2004 ; 小林と池田, 2005；宮田, 

2005 ；宮田, 2007）。小林と池田（2004）の研究では、

パソコン・メールはフォーマルな社会参加にポジティ

ブな効果を持つが、ケータイ・メールにはこうした傾

向が見られないこと、ケータイ・メールはインフォー

マルな社会参加に対してポジティブな効果を持つこと

が明らかになった。社会関係資本（Social Capital）の

観点から宮田（2005）は、ケータイは、親しい友人と

の結束型社会関係資本の形成に役立つが、橋渡し型社

会関係資本の形成にはパソコンが有用であることを示

している。つまりは、メディアによって社会参加の形

態が異なる可能性が示唆されている。

　以上のようなケータイ・デバイドは、メディア利用

のパターンとの関連から捉えられる。石川（2008）は、

パソコンとケータイの併用群（インターネット利用は

パソコンが多く、メール利用はケータイが多い者）と

ケータイ主利用群（共にケータイ利用が多い者）との

間で、海後（2004）が指摘するデジタル・デバイドに

関わるメンタルの要因とスキルの要因を比較すること

で、ケータイ・デバイドの問題を検討した。メンタル

の要因とは、平田（1990）によるコンピュータ不安（オ

ペレーション不安、接近願望、テクノロジー不安）で

ある。スキルの要因として、ケータイ機能の使いこな

しの自己評価（富士通総研,2005）、情報ハンドリング

力（木村,2001）を取り上げた。

　分析の結果、ケータイ主利用群は併用群よりも、オ

ペレーション不安（コンピュータの操作への不安）、

テクノロジー不安（コンピュータが社会に与える負の

影響力への不安）が高かった。これらの不安が、パソ

コンとの併用者とケータイ主利用者とを分け、ケータ

イ・デバイドに関わる要因である可能性が示唆された

と解釈している。

　その一方で、スキル面については、両群に差は認め

られなかった。これは、木村（2001）や池田と小林（2005）

の研究結果と異なるものであった。その理由について

は、スキル面の測定方法から解釈された。ケータイ機

能の使いこなしの自己評価とは、ケータイの全機能の

うち、自分が使いこなしていると認識している機能の

割合である。この選択肢は、「ほとんど全ての機能を

つかいこなしている」、「半分以上の機能を使いこなし

ている」、「使っている機能は半分以下である」、「使っ

ている機能はごく一部しかない」であり、曖昧な部分

が大きい。よって、より具体的に実際に利用している

機能を検討する必要があると解釈された。

　「情報ハンドリング力」は、一般的情報活用能力で

ありケータイに限った能力ではなく、パソコンの活用

なども含まれる。そのために、併用群はパソコンとケ

ータイを用いて情報活用していると回答し、ケータイ

主利用群はパソコンを使わずともケータイを使いこな

して情報活用していると回答した可能性があると解釈

された。それが両群に差が認められなかった理由の１

つと考えられる。とするならば、ケータイ主用群は、

併用群以上にケータイを活用して様々な情報を得てい

るという推測も可能であり、ケータイに限った「ケー

タイ利用スキル」を取り上げる意義が指摘できる。

　以上は、データから直接読み取れるものではなく、

あくまで解釈のレベルに留めるものであるため、実

証的な検討を進めていく必要がある。以上を踏まえ

て、本研究のリサーチ・クエスチョン（Research 

Questions）を設定することにしたい。

１．３．研究の目的

　これまで、ケータイとパソコンの利用パターンに

関する調査結果と、ケータイ・デバイドの可能性を指

摘する研究を概観した。後者の研究の多くに共通する

のは、パソコン利用者とケータイ利用者との比較であ

る。しかしながら、１．１．で示した利用パターンから、

どちらか一方に偏る者は少ないこと、また一定数のケ

ータイ派がいることが分かった。本研究のように対象

者を大学生に限った場合には、パソコンだけを利用し

ケータイを利用しない者は少ないだろう。すなわち、

併用者とケータイ主利用者が存在すると予想される。

　ケータイ・デバイドの可能性を指摘する研究が着目

するのは、１）パソコンとケータイから取得する情報

と、２）パソコン利用者とケータイ利用者の要因であ

る。前者は、両メディアから得ている情報の内容や接

触時間が問題とされる。後者は、パソコン利用者とケ
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ータイ利用者とで、能力や社会参加の形態などに差が

あることを示し、ケータイ・デバイドの可能性を論じ

ている。本研究では、２）の視点から検討したい。そ

こには、１．２．２で挙げたように様々な要因が取り上

げられているが、今回は、石川（2008）の研究で課題

として残った「ケータイ利用スキル」を検討する。

　「ケータイ利用スキル」は、「ケータイの利用機能と

利用頻度」と「ケータイ・インターネット利用のバ

ラエティ度」で捉えることとした。後者は、ケータイ

に限ったインターネット利用を測定するために、木村

（2001）によるパソコン・インターネット利用のバラ

エティ度の考え方を援用したものである。石川（2008）

が推測するように、ケータイ主利用群が、パソコンは

使わずともケータイを使いこなし情報を活用している

と認識しているとすれば、彼らのケータイ・インター

ネット利用のバラエティ度は併用群よりも高くなると

予想される。

　以上を鑑み、本研究の目的は、「パソコンとケー

タイの利用パターン（併用群とケータイ主利用群）」

と「ケータイ利用スキル（ケータイの利用機能と利

用頻度、ケータイ・インターネット利用のバラエテ

ィ度）」との関連性を明らかにすることとした。そこ

で、以下の２つのリサーチ・クエスチョン（Research 

Questions）を設定した。

RQ１： インターネットと電子メール利用におけるパ

ソコンとケータイ併用群とケータイ主利用群

の「ケータイの利用機能と利用頻度」の関連

性を明らかにする。

RQ２： インターネットと電子メール利用におけるパ

ソコンとケータイ併用群とケータイ主利用群

の「ケータイ・インターネット利用のバラエ

ティ度」の関連性を明らかにする。

２．調査

２．１．調査の目的と方法

　RQ１とRQ２を検討するために集合法による質問紙

調査を実施した。2007年５月と７月に、筆者の担当科

目の時間等を利用して質問紙を配布し、一斉に回答さ

せた。

２．２．調査対象者

　茨城県内のA大学の学生158名と埼玉県内のB大学の

学生191名、計349名である。なお、今回の調査対象者

は全て文系の学生である。

２．３．調査内容

１）調査対象者の属性（所属学科、性別、学年、年齢）

２） パソコンとケータイの利用頻度（選択肢は、後述

の表２を参照のこと）

　　 調査校いずれも必修科目に情報処理関連科目があ

ったため、１の選択肢は、パソコンの場合は「授

業（含む授業の課題）で使うだけ」、ケータイの

場合は「ほとんど使わない」とした。

３） インターネットと電子メールに用いるメディア（選

択肢は表３を参照のこと）

４） ケータイの利用機能と利用頻度（選択肢は表6を

参照のこと）

　　 それぞれの機能をどのくらい利用しているのかを

尋ねた。項目は、富士通総研（2005）、小檜山（2005）、

総務省（2006）を参考に作成した。

５） ケータイ・インターネットでよく利用するサイト

（選択肢は表７を参照のこと）

　　 表７の選択肢から複数選択させた。該当するサイ

トがない場合には自由記述させた。項目は、富士

通総研（2005）、総務省（2006）、そして鈴木・米

倉・中野・西村 （2007）の研究を参考に作成した。

３．分析

３．１．分析対象者

　調査対象者とした349名のうち、回答に不備のあっ

た19名（A大学11名、Ｂ大学８名）を除く、330名が

分析対象者となった（表１）。その内訳は、A大学が

147名（男50名、女97名）、B大学183名（男86名、女97

名）である。
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表１　分析対象者の内訳

学年
１年生 ２年生 ３年生 ４年生 全体

性
別

男 68 48 ８ 12 136
女 115 56 17 ６ 194
全体 183 104 25 18 330

３．２．パソコンとケータイの利用頻度

　両メディアの利用頻度を表２に示す。比較すると、

各メディアを毎日使うと回答（選択肢５～ 10）した

者は、パソコンが114名（34.55％）に対して、ケータ

イは321名（97.27％）であった。最も度数が高かった

回答は、コンピュータが「週に１、２回」に対し、ケ

ータイは「毎日３時間以上」であった。毎日ケータイ

を３時間以上使っている者が26.97％と４分の１を超え

ており、大学生にとってのケータイの重要性が見て取

れる。ただし、ここで回答させたのはケータイ利用時

間の総計であり、インターネットとメールとに分けて

尋ねていないので、その内容や内訳は明らかではない。

３．３． インターネットと電子メールに用いるメディ

アと利用パターン

　インターネットと電子メールに用いるメディアに関

する回答結果は、表３に示すとおりである。

表２　パソコンとケータイ利用頻度
パソコン ケータイ
度数 % 度数 %

１　 授業（含む課題）
で使うだけ（PC） 49 14.85%

１　 ほとんど使わない
（ケータイ） ４ 1.21%

２　週に１，２回 91 27.58% ２ 0.61%

３　週に３，４回 76 23.03% ３ 0.91%

４　毎日，30分未満 ７ 2.12% 42 12.73%

５　 毎日，30分から
　　１時間未満 31 9.39% 58 17.58%

６　 毎日，１時間から
　　１時間半未満 24 7.27% 46 13.94%

７　 毎日，１時間半から
　　２時間未満 16 4.85% 28 8.48%

８　 毎日，２時間から
　　２時間半未満 14 4.24% 37 11.21%

９　毎日，２時間半から
　　３時間未満 ７ 2.12% 21 6.36%

10　毎日，３時間以上 15 4.55% 89 26.97%

計 330 100.00% 330 100.00%

表３　インターネットと電子メールに用いるメディア
インターネット 電子メール
度数 % 度数 %

１　パソコンのみ 32 9.70% ２ 0.61%

２　 ほとんどが
パソコン 105 31.82% ３ 0.91%

３　 ややパソコ
ンが多い 59 17.88% ２ 0.61%

４　 どちらとも
言えない 48 14.55% ５ 1.52%

５　 ややケータ
イが多い 48 14.55% 14 4.24%

６　 ほとんどが
ケータイ 30 9.09% 139 42.12%

７　ケータイのみ ８ 2.42% 165 50.00%

計 330 100.00% 330 100.00%

　インターネットに用いるメディアについて「パソ

コンが多い（選択肢の１、２、３を選択）」者は196名

（59.39%）であった。それに対して、「ケータイが多い

（同５、６、７を選択）」者は86名（26.06％）であった。

スペックの違いを考えると、うなずける結果である。

その一方、４分の１強がケータイ・インターネット派

であることも見逃せない。ケータイ・インターネット

の普及が、インターネット利用の裾野を広げる役割を

果たしていることを示す結果と解釈できる。

　電子メール利用メディアについては、偏りの見られ

る結果となった。「パソコンが多い」者は7名（2.12%）

に対して、「ケータイが多い」者は318名（96.36％）と

圧倒的である。電子メールについては、いつでもどこ

でもやり取りできるケータイのほうが、パソコンより

も多く利用されるのは納得いくものであるが、その偏

りは著しい。「ケータイのみ」という回答が50％に上る。

　次に、インターネットと電子メールの利用パターン

により分析対象者の群分けした結果を示す（表４）。

　330名のうち、インターネットと電子メール共にパ

ソコンのみを利用する者は２名であり、どちらもケー
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タイのみとする者は８名であった。残りの320名は「広

義の併用者」である。本研究では、全員を併用者と

してひとくくりにするのではなく、それぞれのメディ

アに利用の度合いによって、群分けした。「選択肢１、

２、３の回答」を「パソコンが多い」、「選択肢５、６、

７の回答」を「ケータイが多い」と分類し、その結果

をクロスした（表５）。「選択肢４どちらと言えない」

は分類せずそのまま残した。

　表５にあるとおり、インターネットも電子メールも

パソコンが多いとした者は７名である。インターネッ

トはケータイが多く、電子メールはパソコンが多いと

した者は０名であった。最も多く見られた組み合わせ

が、インターネットはパソコンが多く、電子メールは

ケータイが多いとする者（189名）である。以下、「併

用群」と呼ぶ。次いで多かったのが、インターネット

も電子メールもいずれもケータイが多いとする者で

ある（85名）。これを、「ケータイ主利用群」と呼ぶ。

インターネットについてはどちらともいえないが、電

子メールは主にケータイを利用する者は44名であっ

た。この44名は傾向が明確ではないので分析から除外

することにした。

表４　インターネットと電子メール利用メディアのクロス集計結果
インターネット利用メディア

１． パソコンのみ ２． ほとんどがパソコン
３． ややパソコン
が多い

４． どちらとも言
えない

５． ややケータイ
が多い

６． ほとんどが
ケータイ ７． ケータイのみ 全体

電
子
メ
ー
ル
利
用
メ
デ
ィ
ア

１． パソコンのみ ２
0.61%

０
0.00%

０
0.00%

０
0.00%

０
0.00%

０
0.00%

０
0.00%

２
0.61%

２． ほとんどが
パソコン

０
0.00%

３
0.91%

０
0.00%

０
0.00%

０
0.00%

０
0.00%

０
0.00%

３
0.91%

３． ややパソコン
が多い

１
0.30%

１
0.30%

０
0.00%

０
0.00%

０
0.00%

０
0.00%

０
0.00%

２
0.61%

４． どちらとも言
えない

０
0.00%

０
0.00%

０
0.00%

４
1.21%

１
0.30%

０
0.00%

０
0.00%

５
1.52%

５． ややケータイ
が多い

１
0.30%

８
2.42%

４
1.21%

１
0.30%

０
0.00%

０
0.00%

０
0.00%

14
4.24%

６． ほとんどが
ケータイ

10
3.03%

53
16.06%

26
7.88%

24
7.27%

18
5.45%

８
2.42%

０
0.00%

139
42.12%

７． ケータイのみ 18
5.45%

40
12.12%

29
8.79%

19
5.76%

29
8.79%

22
6.67%

８
2.42%

165
50.00%

全体 32
9.70%

105
31.82%

59
17.88%

48
14.55%

48
14.55%

30
9.09%

８
2.42%

330
100.00%

表５　インターネットと電子メール利用メディアのクロス集計結果（簡略版）
インターネット利用メディア

パソコン
が多い　

どちらとも
言えない　

ケータイ
が多い　 合計

電
子
メ
ー
ル
利
用
メ
デ
ィ
ア

パソコン
が多い　 ７ ０ ０ ７

どちらとも
言えない　 ０ ４ １ ５

ケータイ
が多い　 189 44 85 318

合計 196 48 86 330
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３．４．ケータイの利用機能と利用頻度

　利用しているケータイ機能について回答させた結果

は、表６に示す通りである。参考までに、併用群、ケ

ータイ主利用群、その他の群についてもその数値を示

す。最もよく利用されている機能は赤外線通信であ

り「たまに利用している」と「よく利用している」を

合わせた回答が約８割（79.70％）に上る。同様に以

下、メガピクセルカメラ（61.21％）、音楽プレイヤー

（46.06％）、ゲーム機能（43.64％）、バーコード読み取

り（41.52%）が続いている。その一方、利用が少ない

機能（「たまに利用している」と「よく利用している」

を合わせた回答が５％以下）は、少ない順にFelica（お

サイフケータイ）とBluetooth（共に1.21％）、指紋認

証（1.52％）、録画TV再生機能（3.03％）、TV電話（4.24

％）となった。

表６　ケータイ利用機能と利用頻度
（搭載され
ているか）
分からない

全く利用し
たことがな
い

ほとんど利
用していな
い

あまり利用
していない

たまに利用
している

よく利用し
ている 無回答 合計

メガピクセルカメラ 22
6.67%

19
5.76%

42
12.73%

43
13.03%

141
42.73%

61
18.48%

２
0.61%

330
100.00%

 TVチューナー 84
25.45%

176
53.33%

31
9.39%

14
4.24%

13
3.94%

10
3.03%

２
0.61%

330
100.00%

 外部メモリ 41
12.42%

80
24.24%

50
15.15%

41
12.42%

62
18.79%

54
16.36%

２
0.61%

330
100.00%

 ゲーム機能（アプリ） 11
3.33%

47
14.24%

74
22.42%

54
16.36%

93
28.18%

51
15.45%

０
0.00%

330
100.00%

 音楽プレイヤー 13
3.94%

73
22.12%

52
15.76%

39
11.82%

81
24.55%

71
21.52%

１
0.30%

330
100.00%

 指紋認証 104
31.52%

201
60.91%

14
4.24%

５
1.52%

１
0.30%

４
1.21%

１
0.30%

330
100.00%

 赤外線通信 ７
2.12%

20
6.06%

10
3.03%

28
8.48%

140
42.42%

123
37.27%

２
0.61%

330
100.00%

 FMラジオ 81
24.55%

176
53.33%

29
8.79%

22
6.67%

15
4.55%

５
1.52%

２
0.61%

330
100.00%

 バーコード読み取り
（QRコード）

10
3.03%

52
15.76%

77
23.33%

54
16.36%

111
33.64%

26
7.88%

０
0.00%

330
100.00%

 GPS（位置情報，道案内） 52
15.76%

149
45.15%

58
17.58%

26
7.88%

27
8.18%

16
4.85%

２
0.61%

330
100.00%

 Felica
（おサイフケータイ）

57
17.27%

256
77.58%

７
2.12%

５
1.52%

３
0.91%

１
0.30%

１
0.30%

330
100.00%

 動画撮影機能 8
2.42%

48
14.55%

80
24.24%

86
26.06%

76
23.03%

32
9.70%

０
0.00%

330
100.00%

 TV電話 34
10.30%

198
60.00%

60
18.18%

23
6.97%

13
3.94%

１
0.30%

１
0.30%

330
100.00%

 録画TV再生機能 83
25.15%

207
62.73%

14
4.24%

14
4.24%

３
0.91%

７
2.12%

２
0.61%

330
100.00%

 Bluetooth 146
44.24%

152
46.06%

16
4.85%

12
3.64%

２
0.61%

２
0.61%

０
0.00%

330
100.00%
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３．５． ケータイ・インターネット利用のバラエティ度

　よく利用しているケータイ・インターネットサイト

について、複数回答させた結果が表７である。併用群、

ケータイ主利用群、その他の群についてもその数値を

示す。なお、その他は回答数が１のものである。

　回答が多い順に天気予報（48.48%）、着信音メロデ

ィ等（48.18%）、交通機関経路探索、旅行・地域情報

（37.78%）、音楽（37.78%）となっている。木村（2001）

や海後（2004）の研究などで示されたように、天気予

報や交通機関情報などの調べものや、着信音メロディ

といった利用が多い。自由記述では、SNSやブログと

いう回答が見られた。ケータイでのSNSやブログの利

用は、単なる閲覧であるのか、それとも書き込みなど

の能動的な行動であるのかは、今回の調査項目では明

らかにできなかった。SNSの利用については、調査当

時（2007年７月）と現在とでは大幅に異なることも予

想できる。

３．６．リサーチ・クエスチョン（Research Questions）の検討

３．６．１． RQ１の分析

　RQ１：インターネットと電子メール利用におけるパ

ソコンとケータイ併用者とケータイ主利用群の「ケー

タイの利用機能と利用頻度」の関連性を明らかにする

ために、x２検定を行った。その結果、有意な関連が見

られたのは、ゲーム機能（アプリ）（x２（4）=11.01，

p<.05）、音楽プレイヤー（x２（4）=7.54，p<.05）、バー

コード読み取り（QRコード）（x２（4）=11.79，p<.05）、

GPS（位置情報、道案内）（x２（4）=11.58，p<.05）であ

表７　ケータイ・インターネットでよく利用するサイト（複数回答）

併用群
（189名）

ケータイ
主利用群（85名）

その他の群
（56名）

全体
（330名）

選
択
肢

着信音メロディ等 89 47.09% 44 51.76% 26 46.43% 159 48.18%

液晶画面の壁紙等の静止画 40 21.16% 30 35.29% 11 19.64% 81 24.55%

天気予報 81 42.86% 51 60.00% 28 50.00% 160 48.48%

交通機関経路探索，
旅行・地域情報 66 34.92% 37 43.53% 22 39.29% 125 37.88%

ニュース 58 30.69% 36 42.35% 19 33.93% 113 34.24%

ゲーム 37 19.58% 15 17.65% 10 17.86% 62 18.79%

音楽 53 28.04% 48 56.47% 24 42.86% 125 37.88%

掲示板 45 23.81% 41 48.24% 17 30.36% 103 31.21%

チャット ２ 1.06% ５ 5.88% ３ 5.36% 10 3.03%

料金の確認 53 28.04% 33 38.82% 17 30.36% 103 31.21%

動画 20 10.58% 19 22.35% ７ 12.50% 46 13.94%

自
由
記
述

SNS 11 5.82% ６ 7.06% ３ 5.36% 20 6.06%

ブログ ５ 2.65% ２ 2.35% ６ 10.71% 13 3.94%

個人HP閲覧 ３ 1.59% ２ 2.35% ０ 0.00% ５ 1.52%

小説・漫画 ２ 1.06% ０ 0.00% ０ 0.00% ２ 0.61%

就職サイト １ 0.53% １ 1.18% ０ 0.00% ２ 0.61%

図書情報 ２ 1.06% ０ 0.00% ０ 0.00% ２ 0.61%

映画情報 ０ 0.00% １ 1.18% １ 1.79% ２ 0.61%

ショッピング・オークション １ 0.53% ０ 0.00% １ 1.79% ２ 0.61%

その他 ５ 2.65% ７ 8.24% １ 1.79% 13 3.94%



－ 21 －

「人間科学」第 28 巻　第２号（2011 年３月）

った（表８～表11）。なお、それぞれについて残差分析

を行った結果、いずれもケータイ併用群はケータイ主

利用群よりも利用が多い傾向が見られた。

表８　ゲーム機能（アプリ）に関するx²検定結果

 全く利用した
ことがない

ほとんど利用
していない

あまり利用
していない

たまに利用
している

よく利用
している 合計

併用群 38 44 27 48 27 184

ケータイ
主利用群 ４ 22 16 26 15 83

合計 42 66 43 74 42 267

x²（4）=11.01* *p<.05

表９　音楽プレイヤーに関するx²検定結果

 全く利用した
ことがない

ほとんど利用
していない

あまり利用
していない

たまに利用
している

よく利用
している 合計

併用群 49 32 22 45 30 178

ケータイ
主利用群 17 10 ７ 22 27 83

合計 42 66 43 74 42 261

x²（4）=7.54* *p<.05

表10　バーコード読み取り（QRコード）に関するx²検定結果

 全く利用した
ことがない

ほとんど利用
していない

あまり利用
していない

たまに利用
している

よく利用
している 合計

併用群 37 48 33 53 14 185

ケータイ
主利用群 ６ 21 11 38 5 81

合計 42 66 43 74 42 266

x²（4）=11.79* *p<.05

表11　GPS（位置情報，道案内）に関するx²検定結果

 全く利用した
ことがない

ほとんど利用
していない

あまり利用
していない

たまに利用
している

よく利用
している 合計

併用群 93 37 ７ 12 ８ 157

ケータイ
主利用群 35 13 12 ７ ６ 73

合計 42 66 43 74 42 261

x²（4）=11.58* *p<.05

３．６．２．RQ２の分析

　RQ２：インターネットと電子メール利用における

パソコンとケータイ併用群とケータイ主利用群の「ケ

ータイ・インターネット利用のバラエティ度」の関連

性を分析する。インターネット利用バラエティ度の概

念、並びに得点化の方法は、木村（2001）の研究を参

考にした。彼は、インターネットの利用法を13種類（電

子メール、ホームページ閲覧、チャット、電子掲示板

など）に分けて、複数回答させた。回答数の累計値を

もってバラエティ度を測定している（満点は13点）。

　本研究では、よく利用するケータイ・インターネッ

トのサイト数（表７の選択肢につけた○の数と自由記

述数の累計値）をもってバラエティ度とした。併用群

とケータイ主利用群との間でバラエティ度の得点平均

を比較したところ、ケータイ主利用群の方が、その度

合いが有意に高い傾向が認められた（表12）（t（272）

=5.11、p<.001）。

　さらに、補足的な分析として、併用群とケータイ主

利用群とで、ケータイ・インターネットでよく利用す

るサイト（表７）を比較することにした。その結果、

ケータイ主利用群の方が併用群よりも利用経験があ

るサイトとして、液晶画面の壁紙等の静止画（t（141）

=2.35, p<.05 ; ウェルチ）、天気予報（t（272）=2.65, 
p<.01）、音楽（t（148）=4.50, p<.001 ;ウェルチ）、掲

示板（t（140）=3.89, p<.001 ウェルチ）、動画（t（126）

=2.32, p<.05 ;ウェルチ）があることが明らかになった。

おわりに

　本研究の目的は、ケータイ・デバイドの視点から、

併用群とケータイ主利用群との間で、ケータイ利用ス

キルを比較することであった。その検討のために、大

学生を対象とした質問紙調査を実施した。本研究の調

表12　ケータイ・インターネット利用のバラエティ度に関するｔ検定結果

人数 平均値 標準偏差 自由度 ｔ値

併用群 189 3.04 1.79
272 5.11***

ケータイ
主利用群 85 4.46 2.25

t（272）=5.11*** ***p<.001
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査対象者は、大学の一部の講義受講者に限られる有意

抽出であるため、探索的なものにとどまらざるをえな

いが、今回明らかになった点は、以下のようにまとめ

ることができる。

　RQ１を検討した結果、 併用群とケータイ主利用群

といった利用パターンと、ケータイで利用する機能と

で関連が見られたのは、ゲーム機能（アプリ）、音楽

プレイヤー、バーコード読み取り（QRコード）、GPS

（位置情報、道案内）であった（表８～表11）。残差分

析の結果、いずれにおいても、ケータイ主利用群の方

が、併用群よりも利用度が高い傾向が認められた。

　ゲーム機能と音楽プレイヤーはパソコンにもある

が、ケータイ主利用群は、その携帯性を活かして、ケ

ータイのゲーム機能（アプリ）を用いて遊んだり、音

楽プレイヤー機能を活用し、音楽を聴いたりしている

傾向が強いと解釈できる。ただし、土橋（2003）が指

摘したように、「暇つぶし程度」の役割しか果たして

いないとの結果と一致するものであるのか、それとも

より能動的な利用であるのかは検討の余地がある。あ

くまで推測のレベルに留まるが、併用者がこれらのケ

ータイの機能をあまり利用しないのは、パソコン上の

ゲームで遊び、iPodなどのデジタル音楽プレイヤーを

利用しているためかもしれない。

　その一方、バーコード読み取り（QRコード）や

GPS（位置情報、道案内）は、パソコンと言うよりも

ケータイならではの機能である。すなわち、ケータイ

主利用群は、パソコンの代替となりうるケータイ機能

としてゲームや音楽プレイヤーを、ケータイならでは

の機能としてバーコード読み取りやGPSを利用してい

ると捉えることができよう。

　RQ２を検討した結果、ケータイ主利用群は、併用

群と比較して、ケータイ・インターネットサイト利用

のバラエティ度が高かった（表12）。すなわち、イン

ターネット電子メール共にケータイを主に利用する者

は、併用群と比較して、様々なケータイ・インターネ

ットサイトを利用していると言える。従来の研究では、

ケータイ・インターネットは、着メロや壁紙のダウン

ロードにとどまっていると指摘されているが、ケータ

イ主利用群は、パソコンを使わない代わりに、ケータ

イによって様々な情報を取得し活用している可能性が

示唆された。

　補足的な分析の結果、ケータイ主利用群がよく利用

する傾向が見られたサイトは、液晶画面の壁紙等の静

止画、天気予報、音楽、掲示板、動画であった。彼ら

は、パソコンをあまり利用しない代わりに、液晶画面

の壁紙等の静止画、天気予報といった従来の研究（木

村, 2001;海後, 2004）と同様の利用に加えて、音楽、掲

示板、動画といった比較的能動的な利用をしていると

解釈できる。

　その一方、併用群のケータイ・インターネットのバ

ラエティ度が低い理由は、パソコン・インターネット

があればケータイ・インターネットをそれほど活用す

る必要がないためとも考えられる。この点は、今回の

調査デザインでは明らかではないので、今後の検討課

題としたい。

　以上の点が明らかになったが、本研究には測定上の

問題が残ることも否めない。たとえば、ケータイの各

機能の利用頻度や利用時間は数値を示した訳ではなく

（表６）、また利用の仕方まで踏み込んで尋ねていない。

各機能の利用度が、調査を実施した2007年とは変化し

ている可能性もある。大学生を対象とした結果ではな

いが、柴谷（2008）はケータイ機能の利用度について、

QRコードが67.1％、ワンセグ放送が35.8％、おサイフ

ケータイ18.3％、GPSは22.6％、無料動画は29.6％であ

ると報告している。

　利用サイトについても、自由記述が多く見られたと

いった質問項目の不十分さがある（表８）。ケータイ・

インターネット利用のバラエティ度の測定について

も、累計値で求めるにとどまり、サイトから取得して

いる情報の内容を扱っていない。より詳細な検討が求

められる。

　今後は、これらの問題を踏まえ、ケータイ・デバイ

ドの問題を検討したい。ケータイを主に利用する者達

は、ケータイ・インターネットから十分に情報を取得

活用しており、ケータイ・インターネットはパソコン・

インターネットの機能的代替手段となりうるのか。そ

うではなく差異が存在し、ケータイ・デバイドは存在

しているのであろうか。また本研究では、iPhoneなど

のスマートフォンは分析対象に含めなかったが、現在、

普及が進んでおり、モバイルメディア利用の仕方が変
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化し始めている。こうした点も踏まえて、研究を進め

る必要もあるだろう。
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論　　文

子どもの歌の楽譜に関する一考察　～七つの子～
―幼稚園・小学校における指導上の問題点に関連して―

岡部　玲子
OKABE Reiko

About the score of the song called “nanatsunoko”for children
Lesson problems in the classes in kindergartens and elementary schools

 ～ NANATSUNOKO by Motoori, Nagayo ～
 

　In the case of the songs for children, because of the arrangement and simplification of the accompaniment 
depending on the situation, there are many differences in the scores. The difference may be extended to the 
pitch and rhythm of the melody.
　In this study, it was researched on the basis of 57 kinds of scores of NANATSUNOKO by Nagayo Motoori, 
including the collections of children music and the elementary school textbooks, from the first edition to the 
latest, why in the fifth bar of the scores of NANATSUNOKO, “kawaii” and “ka－wai” both coexist, and how it 
has been sung.
　As a result, the followings were clarified:
１）The first edition, which is considered to be the original in the case of NANATSUNOKO, has “ka－wai”.
２） In “the collection of complete series of world music Vol. 11 Japanese DOYO collections edited by Kosuke 

Komatsu and published by Shunjusha in 1930”, “kawaii” appeared for the first time.
３） The composer might have known “kawaii” in the collection by K. Komatsu, or there is a possibility that he 

himself sent the score to Komatsu.
４）  The complete series of DOYO by Nagayo Motoori edited by Kimiko Motoori & Wakaba Motoori and 

published by Suiseisha in 1967, also has “kawaii”.
５） Kimiko Motoori & Wakaba Motoori, who were singers and daughters of Nagayo Motoori, sang 

NANATSUNOKO by accompaniment of the composer Nagayo Motoori. So, it seems that the composer 
accepted “kawaii”.

６） After 1950, most of the fifth measure of the scores were “kawaii”. But recently a preferentialism movement 
to the original edition rose, and “ka－wai” appeared again.

７） In the elementary school textbooks, the source list was demanded by the Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology. And since 2004 the original “ka－wai” has revived.

　It seems that “kawaii” is included in “the original” score reflecting the intention of the composer. The word 
“ka－wai” is old-fashioned, so it has been changed to “kawaii” for a while.
　It is not important whether the song is sung with “kawaii” or “ka－wai”, but what children can sing happily 
and in a natural way.
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子どもの歌の楽譜に関する一考察　～七つの子～ ―幼稚園・小学校における指導上の問題点に関連して―

１． はじめに

　本稿は、2009年度課題研究（個人）における「編曲

や簡略化が日常的に行われる子どもの歌について、そ

の原典を探る資料研究」から、本居長世作曲の「七つ

の子」の楽譜について、指導上の問題点を考察するも

のである。一般の曲集、保育士・幼稚園教諭養成のた

めの教本、および、小学校音楽科の教科書、教材等を

対象とする。

　子どもの歌は、演奏される現場の状況により、編曲

や簡略化が日常的におこなわれている。楽譜も数多く

の曲集が出版されており、同じ曲でもそれぞれに相違

が見られる場合が多い。編曲という明記が無く、そし

て、伴奏の簡略化に関わらないと思われる箇所、すな

わち、メロディーの音の高さやリズムにまで、相違が

現れることがある。このような状況においては、本学

の授業で扱う際に、教師によって見解が異なる等の問

題が生じてくる可能性も考えられる。日頃から原典を

知る必要性を感じていた所以である。

　2009年度課題研究では、原典を探る資料調査の手始

めとして、本居長世（1885-1945）、中山晋平（1887-1952）、

井上武士（1894-1974）、中田喜直（1923-2000）の作品

について調査をした。これら四人を選んだ理由は、以

下の４点である。

（1） 広く親しまれ、教材として扱われている曲の作曲

家であること。本居長世は、｢七つの子｣、「赤い靴」

など、中山晋平は、｢シャボン玉｣、「背くらべ」、

「あめふり」など、井上武士は、｢チューリップ｣、

｢うみ｣など、中田喜直は、｢めだかの学校｣、「お

かあさん」などを作曲した人物である。いずれの

曲も、2007年に、文化庁と日本ＰＴＡ全国協議会

が行ったアンケートに基づいて文化庁が選定した

『親子で歌いつごう 日本の歌百選』に選ばれてい

る。このことからも、これらの曲が日本で広く親

しまれていることが伺える。

（2） 本居長世、中山晋平に関しては、既に著作権保護

期間が過ぎているため、扱う際に著作権の問題が

生じないであろうこと。

（3） 井上武士に関しては、著作権保護期間中であるが、

ご親族の方と懇意にしていただいているため、資

料調査が可能であると考えられること。

（4） 中田喜直に関しては、やはり著作権保護期間中であ

るが、先行研究として研究が進められていること。

　井上武士の作品目録は、塚本1994で整理されている

が、それは必ずしも完備したものではない。例えば、

論者が一連の資料をつぶさにたどってみると、井上武

士の作品では、作曲年代が不明だった作品の作曲年月

日が判明したり、既に発表されている塚本説による作

曲年代の間違いを発見したりするに至った。以下に示

す17曲の作曲年月日は、塚本1994を訂正・補足するも

のである。ここでは、曲名の前の番号は、塚本の分類

に従った整理番号を使用する。

井上武士作曲作品業績目録　塚本1994発表年代の訂正

と補足

１．　童謡・唱歌（アイウエオ順）

番号 曲　名 訂正後の作曲年月日

６ 朝の窓 昭22.3.13

13 あんぱんポンポン 昭34.11.12

35 遠足 昭22.3.14

43 お日さま （19）63.9.22

88 こま 昭41.7.16

94 さんりんしゃ 昭41.7.16

123 誰かさんのあたまに 昭35.2.27

130 つばめ 昭27.5.30

140* なかよしこよし 昭33.2.13

160* 春があるから 昭46.3.22

166* はちぶんぶん 昭31.6.24

178 風鈴 （19）64.10.29

215 ゆきだるま 昭35.3.24

（* 印は、塚本において「作曲年代不詳」となっていたもの）

２．　歌曲

番号 曲　名 訂正後の作曲年月

９ 地引網 前後関係より昭22.1.と推定
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３．　合唱曲

番号 曲　名 訂正後の作曲年月日

２ 母さんを待つうた 昭41.7.31

３ ガリバー物語 昭26.11.23

８ 胸をはって歌いましょう 1961.4.15

　本稿においても、このような作曲年月日に関しては、

厳密にとらえることが、何よりも大切な研究の前提で

ある。以下では、この点についても留意しながら、本

居長世が作曲した「七つの子」に関して論を進めてい

きたい。

２．研究方法

　まず「七つの子」の成り立ちについて確認した後に、

現在使用されている多種の譜面に関して、指導上、問

題となる箇所を抽出する。これらの問題点について、

先行研究を考察し検討する。

　次に、自筆楽譜、初版、そして現在に至るまで、可

能な限り多くの資料・譜面を探し出して考察し、問題

となる箇所が発生した原因を究明する。さらに、現状

に至る状況を考察する。

　以上の結果を踏まえて、では実際にどのように指導

するのがよいかについて、まとめてみる。

３．「七つの子」について

３．１　「七つの子」の成り立ち

　「七つの子」は、野口雨情の詞に本居長世が作曲し

たもので、1921年（大正10）７月号の『金の船』*１に、

詞と曲が同時に発表された。すなわち、すでに公表さ

れていた雨情の詞に本居長世が曲を付けたのではな

く、詞もこの時に初めて公表されたのである。詞は、

この十数年前にパンフレット形式の民謡集『朝花夜花』

（研青会）第一集 1907年（明治10）に書かれた短詩「山

がらす」が、「七つの子」の第一連となっている。こ

れに更に第二・三連を付加して童謡としたものが「七

つの子」であると言われている。

３．２　「七つの子」の譜面に関する指導上の問題点

　「七つの子」において、楽譜による違いで指導上問

題となる箇所は、次の２点である（歌詞は［表１］を

参照）。

問題点１

　「烏　なぜ鳴くの　烏は山に」の次の歌詞に対する

音符付けに関して、「かわいい」と「かーわい」とい

う２種類の歌い方が生じていること。

問題点２

　第三連冒頭部分の音符に付けられた歌詞に関して、

「山の古巣へ」と「山の古巣に」という２種類の歌い

方が生じていること。

　楽譜によっては、音符の下に記入されている歌詞と、

別に添えられている縦書きの歌詞との間に、齟齬が生

じている場合もある。

［表１］「七つの子」歌詞
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（『金の船』大正10年７月号より）

３．３　先行研究

　先行研究として、以下の４点が挙げられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
*１　『金の船』は1919年（大正8）11月に斎藤佐治郎により創刊された児童文学雑誌。キンノツノ社発行。1922年（大
正11）6月号から誌名が「金の星」、発行所が金の船社へと変更され、さらに翌年の新年号から発行所が金の星社
となる等の変遷を経て、1929年（昭和4年）6月号で終刊となった。『金の船』の1年前に発行された『赤い鳥』とと
もに、大正期児童文学の興隆に寄与した。両雑誌とも復刻版で全巻を見ることができる。
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① 　 若井勲夫「童謡・わらべ歌新釈（上）」（2008、京

都産業大学論集人文科学系列第38号pp.172-147）

　若井は、国文学だけでなく、国語学の研究に基づい

て、歌詞の言葉や表現を詳しく分析し、従来の定説と

考証し、言語の意義や表現意識の本質を考究した。そ

して、作品全体の構想や主題を明らかにして、その歌

の意味づけを確定しようとしたのである。

② 　 滝沢典子・上笙一郎「七つの子」 上笙一郎編『日

本童謡事典』（2005、東京堂出版）

　『日本童謡事典』は、本邦初の「日本の子どもの歌」

の大事典である。歌詞のすべてが収載され、また、作

品の成立事情から歌曲的価値や歴史的意味に至るまで

解説が施されている。

③　 海沼実「七つの子」（2004.4.11、毎日小学生新聞）

　毎週日曜日に『毎日小学生新聞』に連載されていた

童謡コラム「うたの心 耳をすませば」の記事である。

当の筆者は「三代目海沼実」であり、祖父海沼實が創

設した日本を代表する児童合唱団、音羽ゆりかご会を

引き継いでいる。

④ 　 池田小百合『童謡と唱歌　歌唱の歴史２　秋冬の

歌』（2002、夢工房）

　各曲に詳細な解説が付いた楽譜集である。歌い方の

歴史や時代背景、作詞・作曲者の思いや歩みを調査・

研究し、できる限り原典の楽譜にあたり、童謡や唱歌

の歌唱を歴史的に考察している。

　以下、「３．２」の項で示した二つの問題点について、

先行研究①～④における見解を、問題点１と問題点２

に分けて示す。

３・３・１　問題点１（「かわいい」と「かーわい」）

について先行研究における見解

①　若井2008 

　　 『作曲の場合であるが、第一連の「可愛」は「か

わいい」と音符を付け、第四連［ママ］の「丸い」が

「まーるい」と歌うことにより、「かわいい」も

「かーわい」と対応させて歌われることがよくあ

る。自然に対句意識がはたらいて、「七つの子」

の印象を深めて想像しようとするのであろう。』

（p.156）

　若井は、音符付けは「かわいい」だが、第四連（実

際には第三連）の「まーるい」との対句意識で「かー

わい」と歌われることがよくあるという。すなわち、

2通りの歌い方が現れる原因は、自然発生的な演奏の

習慣によるというのが若井の見解であるようだ。しか

し、歌う前の段階で、楽譜自体に「かーわい」と「か

わいい」の２種類があることには触れていない。「七

つの子」はＡＢＡの三部形式であり、現在では、第二

連の後にD.C.（ダ･カーポ）が示され、第一連の歌詞

の下に第三連の歌詞が記入されている。その結果、第

一連の「かわいい」あるいは「かーわい」と第三連の「ま

ーるい」が同じ小節の上下に並ぶこととなった。対句

意識という観点からみれば、見た目に対句意識が働き

やすくなっていると考えられる。

②　滝沢・上2005 

　　 『「可
か わ い

愛」は、雨情の詩では〈かわい〉と振り仮名

されているが、長世の曲譜では〈かわいい〉と音

符付けされている。親愛表現語としての〈可愛〉

は、古くは正確に〈かあい〉と読まれ発音されて

いたが、次第に母音の重ならない〈かわい〉に変

わり、さらに発音しやすい〈かわいい〉に移った。

古風な雨情は〈かわい〉の読みを取ったが、東京

育ちの長世は当時の子どもに合わせて〈かわいい〉

と読んで音符付けをしたのである。戦後、教科書

『新しい音楽３』（一九八九年版・東京書籍）に採

用されたが、〈かわいい〉の表現で載っている。』

（p.293）

　滝沢・上は、野口雨情の詩では「かわい」となって

いたものを、本居長世が作曲した時に、当時の子ども

に合わせて「かわいい」と音符付けをしたとする。楽

譜上においても、あるいはまた歌う時にも、作曲され

た時点から「かわいい」であったという見解である。

③　海沼2004 

　　 『「かわいい七つの子があるからよ」と唄った皆さ

んは、残念ながら間違いで、正しくは「かーわい

七つの子があるからよ」と音を延ばして唄わなく

てはいけません。［中略］　「七つの子」の場合は、
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楽譜に添えられる縦書きの歌詞を「可愛（かあい）」

とすべきところで、「可愛い（かあいい）」として

しまったことから、そもそもの間違いが起きてし

まったようです』

　海沼は、「かわいい」は間違いで、「かーわい」と歌

うべきであること、そして、楽譜に添えられた縦書き

の歌詞を「可愛い（かわいい）」としてしまったこと

が間違いの原因であろうと述べている。それらの根拠

等は示されていない。

④　池田2002（３項目に分けて述べている）

　　 『（１）野口雨情は発表した時、漢字で「可愛七つ

の子」と書きました。

　　 雨情の母校精華小学校の碑表は、小学生に読みや

すいように、ひらがなと簡単な漢字で「かわい七

つの子」と記されています。

　　 日本コロムビア制作の安田祥子の歌を聞いてみる

と、「かーわい」と歌っています。これはＣＤ『甦

る童謡歌手大全集』や『懐かしの童謡歌手たち』

で聞くことができます。「かーわい」の楽譜、歌

い方が正しい事は、あきらかです。』（p.113）

　池田は、野口雨情が発表時に「可愛」と書いたこと、

精華小の碑表が「かわい」であること、安田祥子が「か

ーわい」と歌っていること、これらの事実を根拠にし

て、「かーわい」の楽譜、歌い方が正しいと結論付け

ている。しかしながら、これらの事実だけで、「かー

わい」の楽譜、歌い方が正しい事はあきらかだ、と言

い切れるであろうか。また、この日本コロムビアのＣ

Ｄについては録音年代とか録音場所等の情報が記述さ

れていない。両方とも1995年に発売されたもののよう

だが、安田祥子の歌の録音年代等、もっと多角的な調

査が必要であろう。

　　 『（２）今なぜ、「かわいい」の楽譜の方が普及し、

歌われているのでしょうか。

　　 金田一春彦・本居若葉共編『本居長世童謡選集　

七つの子』（如月社）昭和六十二年発行に『七つ

の子』が収録してあります。これは「かわいい」

となっています。直筆楽譜から収録の時誤植して

しまったのかと思われますが、解説には次のよう

に書いてあります。「２行目の歌詞は初めの発表

の時は「かわい七つの子」だったのが、『日本童

謡集』［ママ］から「かわいい七つの子」と節付けさ

れている」。つまり、与田準一編『日本童謡集』（岩

波文庫）昭和三十二年発行にそろえて歌詞付けし

て出版したようです。他の出版社はこれにそろえ

たものです。『日本童謡集』の楽譜は誤植なのか、

だれが「かわいい」と歌詞付けしたかわかりませ

ん。』（p.113）。

　池田は、「かーわい」から「かわいい」へ変化した

きっかけについて、誤植なのか誰が変えたのかわから

ないという。引用先の金田一1987の解説を見ると、『日

本童謡集』ではなく『日本童謡曲集』とある。これは

池田のいう与田準一編『日本童謡集』ではなく、小松

耕輔編の『日本童謡曲集』のことであると推論できる。

　　 『（３）昭和六十四年発行の教科書『新しい音楽３』

（東京書籍）に、『七つの子』が掲載されています。

「かわいい」と歌うように歌詞付けされています。

子供に歌わせる事を考慮し、「かわい」では、意

味をなさないので、「かわいい」として掲載した

のでしょう。』（p.116）

　池田は、昭和64年発行の教科書が、「かわいい」と

したのは、子供に歌わせるのに「かわい」では意味を

なさないからであろう、と述べている。教科書におけ

る「七つの子」の取り扱いについて、教科書は各年代

に出版されているので、この一例のみでは不十分であ

る。したがって、さらに多くのものを検討する必要が

あると考えられる。

３．３．２　問題点２（「古巣へ」と「古巣に」）につい

て先行研究における見解

　この問題については、先行研究の②と③では触れら

れていない。

①　若井2008

　　 『「山の古巣に」は原作であるが、作曲された楽譜
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には「山の古巣へ」と改められている。一般的に

「に」は帰省点に重点を置き、「へ」は方向を示す

ことが多い。詩としては「に」がよいが、歌う場合、

「へ」の方が強く指示することができそうである。』

（p.156）

④　池田2002

　　 『野口雨情は、「山の古巣に　いって見て御覧」と、

書きました。

　　 本居長世は、「山の古巣へ　いって見て御覧」と、

書きました。

　　誤植歌詞　「山の古巣へ　来て見て御覧」

　　 これらの事は、与田準一編『日本童謡集』（岩波

文庫）70-71ページで確認できます。このような

場合は、詩を読む時は｢山の古巣に｣で、歌う時は

｢山の古巣へ｣とするのが良いと思います。』（p.116）

　

　若井2008、池田2002、ともに、雨情が「古巣に」と

書いたこと、楽譜では「古巣へ」とあること、詩とし

ては「に」、歌う時は「へ」が良いであろう、という

ことで、見解が一致している。池田2002では、確認を

与田準一編『日本童謡集』に求めているが、これを典

拠としている理由は不明である。

　以上、見てきたように、問題点１の「可愛い」の部

分に関しては諸説があり、いずれの説も検証しなおす

必要がある。問題点２に関しては、典拠の曖昧さはあ

るが、若井と池田との間では、見解の一致は見られて

いる。

　なお、「七つの子」の「七」については、「七羽のか

らす」「七歳のからす」「七歳の子ども」等、諸説語ら

れている。しかしながら、これは、楽譜上の問題では

ないので、本稿では扱わないことにする。

４．調査結果と考察

４．１　調査対象

　自筆楽譜や初版から現在に至るまで、可能な限り

多くの譜面を探した結果、「七つの子」の自筆楽譜は、

現在行方不明あるいは消失しており、見ることができ

なかった。

　今回、見ることができた資料で、「七つの子」が

掲載されていたのは、［表２］に示す57種類であ

る。その中で、［表２］の楽譜一覧におけるナンバー

5.6.8.9.が、1920年代から30年代にかけての学校関連教

材、ナンバー 11.13.20.22.27.29.32.37.40.50.51.が、1950

年以降の小学校の教科書、教材である。その他のナン

バーのものは、一般の曲集および専門教育用教本であ

る。ナンバー 49.54.57のように、明らかに保育士など

の専門教育用の教本もあるが、一般の曲集を大学での

教材に使用する場合や、逆に、専門教育の教本として

作られたものが一般に使用されている場合もあるの

で、このあたりの分類は曖昧となる。

　［表２］を見ると、初版の『金の船』（大正10年７月

号）以来、おそらく戦争の影響であろう時期を除いて、

各年代にわたって新しい曲集が出版されているようで

ある。しかし、これらの資料は、入手できた実物であ

り、もしくは、閲覧できた各地の図書館所蔵の資料で

ある。発行年には数量の大小が認められるが、それが、

実際に各年代の出版状況を反映しているかどうかは不

明である。［表２］で列挙したものは、論者が調査で

きた楽譜を示しているにすぎないからである。

４．２　調査結果

　［表２］の57種類の楽譜において、問題の２ヶ所が

どのようになっているかを調査した結果を、次の［表

３］に示す。［表３］におけるナンバリングは、［表２］

と同一である。
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［表２］　楽譜一覧
発行年 書名 編者 出版社

１ 1921 大10 『金の船』七月号 斎藤佐次郎 キンノツノ社
２ 1923 大12 本居長世作曲新作童謡第13集　 本居長世 敬文館
３ 1924 大13 金の星童謡曲譜第三版 本居長世 金の星社
４ 1924 大13 童謡曲集 不明 不明
５ 1924 大13 唱歌教材集 埴科音楽研究会 不明
６ 1928.12 昭３ 新選小学唱歌曲集 日本児童音楽協会 京文社
７ 1930.1 昭５ 世界音楽全集第11巻　日本童謡曲集 小松耕輔 春秋社
８ 1930.5 昭５ 最新小学唱歌名曲全集 小学唱歌教授同好会 有文社
９ 1932.2 昭７ 京都小学唱歌尋２改正四版 京都唱歌研究会 京文社
10 1932.2 昭７ 童謡唱歌名曲全集第５巻 田村虎藏・福井直秋・小松耕輔　共編 京文社
11 1951.5 昭26 唱歌集 : 音楽単元学習資料 井上武士, 小出浩平　共編 音楽之友社
12 1957.12 昭32 日本童謡集 与田準一 岩波書店
13 1958 昭33 しょうがくせいのおんがく２　改訂版 中野義見 他 編 音楽之友社
14 1958 昭33 童謡唱歌101番　B幼児・低学年用 音楽之友社 音楽之友社
15 1961.4 昭36 新しく選んだ童謡曲集 中田 喜直 カワイ楽器
16 1967 昭42 本居長世童謡曲全集　 本居貴美子・本居若葉　共編 水星社
17 1967.12 昭42 NHKみんなのうた 第７集 日本放送協会　編 日本放送出版協会
18 ？ c1967 昭42? 日本童謡名歌110曲集 全音楽譜出版社出版部 全音楽譜出版社
19 1968.11 昭43 日本の詩歌別巻　日本歌唱集 伊藤信吉、伊藤整、井上靖、山本健吉 中央公論社
20 1971 昭46 新版標準音楽２ 有賀正助 編著 教育出版
21 1972.12 昭47 日本唱歌全集 井上武士 音楽之友社
22 1973 昭48 改訂標準音楽２ 有賀正助 編著 教育出版
23 1974.1 昭49 日本童謡全集 三瓶政一朗 音楽之友社
24 1978.11 昭53 こどもの楽隊 渡部三郎　著 岩崎書店
25 1979.12 昭54 童謡・唱歌集 谷川俊太郎 集英社
26 197 ？ 昭？ こどもの歌名曲集２ 松田敏江 全音楽譜出版社
27 1980 昭55 新しい音楽３ 水野久一郎 他 著 東京書籍
28 1980.4 昭55 日本童謡集 河内紀、小島美子　著 音楽之友社
29 1983 昭57 改訂新しい音楽３ 水野久一郎 他 著 東京書籍
30 1985.1 昭60 日本童謡唱歌全集 足羽章　編著 ドレミ楽譜出版社
31 1985.4 昭60 こどもの歌名曲選 足羽章　解説 ドレミ楽譜出版社
32 1986 昭61 新編新しい音楽 湯山昭 他 著 東京書籍
33 1986.12 昭61 日本の童謡200選 日本童謡協会 音楽之友社
34 1987 昭62 七つの子：本居長世童謡選集 金田一春彦・本居若葉共編 如月社
35 1988.5 昭63 童謡を訪ねて 太田信一郎 富士出版
36 198- 昭？ 日本童謡名歌110曲集 全音楽譜出版社出版部 全音楽譜出版社
37 1989 昭64 新訂新しい音楽３ 湯山昭 他 著 東京書籍
38 1991 平３ おとなのための童謡曲集 岩河智子編作 音楽之友社
39 1991.3 平３ NHK日本のうたふるさとのうた100曲  「日本のうたふるさとのうた」全国実行委員会 講談社 
40 1992 平４ 新しい音楽３ 湯山昭 他 著 東京書籍
41 1992.4 平４ 七つの子：野口雨情歌のふるさと 古茂田信男著 大月書店
42 1993 平５ 童謡・唱歌・童画100（別冊太陽） 秋山正美構成・解説 平凡社
43 1994.6 平６ うたはともだち BEST150 記載なし 東京音楽書院
44 1995.1 平７ 心のふるさとこどもの歌曲集 童謡唱歌編 坪野春枝 東京音楽書院
45 1995.1 平７ 日本童謡唱歌全集 記載なし 東京音楽書院
46 1995.2 平７ こどものための名歌曲200選 記載なし 東京音楽書院
47 1995.5 平７ 子どもと歌おう　誰でも知ってる童謡100選 カワイ音楽企画 カワイ出版
48 1999.9 平11 心して童謡・唱歌 縄野欣弘著 文芸社
49 2001.1 平13 声楽教本 森田百合子、山本敬、秋山衛 教育芸術社
50 2005 平17 小学生の音楽３ 畑中良輔 他 著 教育芸術社
51 2005 平17 音楽のおくりもの３（小学音楽３年） 三善晃 他 著 教育出版
52 2005.3 平17 日本のうた大全集 長田暁二編著 自由現代社
53 2006.1 平18 日本童謡名曲集 長田暁二編著 全音楽譜出版社
54 2007.3 平19 歌でコミュニケーション福祉音楽80曲 相澤保正編著 共同音楽出版社
55 2007.4 平19 心にのこる日本の歌101選 長田暁二著 ヤマハ･ミュージック･メディア
56 2008.1 平20 ポケットいっぱいのうた 実用幼児・児童の歌 鈴木恵津子、冨田英也　監修・編著 教育芸術社
57 2010.9 平22 幼児のための音楽教育 神原雅之　鈴木恵津子　監修・編著 教育芸術社
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［表３］から導き出された結果は以下のとおりである。

ａ． 初版において、野口雨情が書いた歌詞、すなわち、

楽譜に譜面とは別に添えられている縦書きの歌詞

は、「可
か は い

愛」と「古巣に」である。

ｂ． 初版における本居長世の音符付け、すなわち、譜

面の音符に付けられた歌詞は、「かーはい」と「古

巣へ」である。ここでは、楽譜が通作式*２で書か

れている。

ｃ．  今回見た資料の範囲では、ナンバー 7.に記載した

1930年（昭5）出版『世界音楽全集 第11巻 日本童

謡曲集　小松耕輔編 春秋社』において、初めて、

音符に付けられた歌詞が「かわいい」になってい

る。別に添えられている縦書きの歌詞も「かわ

いゝ」である。したがって、ここで初めて、譜面

上と、別に添えられた歌詞との両方で、「かわいい」

と「古巣へ」になった。

ｄ． 1950年以降に出版された楽譜においては、音符に

付けられた歌詞は、圧倒的に「かわいい」と「古

巣へ」が多い。

ｅ． 1967年（昭42）に出版されたナンバー 16.の『本

居長世童謡曲全集 本居貴美子・本居若葉共編 水

星社』においても、「かわいい」と「古巣へ」に

なっている。

ｆ． 1972年（昭47）出版のナンバー 21.『日本唱歌全

集 井上武士編 音楽之友社』、その重複出版であ

るナンバー 23『日本童謡全集 三瓶政一朗編 音楽

之友社』、1980年代以降に出版されたナンバー

28.41.の楽譜では、別添えの縦書きの歌詞に限っ

て「可
か わ い

愛」と「古巣に」の両方が復活している。

ｇ． ナンバー 30.31.の足羽章編（ドレミ楽譜出版社）

の二種類、そして1995年以降に出版されたナンバ

［表３］　各々の楽譜における表示
出版年 譜面上の音符付け 別添え縦書き歌詞 注１

１ 1921 大10 かーはい へ 可愛（かはい） に ＊

２ 1923 大12 かーはい へ － －
３ 1924 大13 かーはい へ 可愛（かはい） に ＊

４ 1924 大13 かーはい へ 可愛いヽ ? 注２ へ
５ 1924 大13 カーハイ　 へ － － ＊

６ 1928.12 昭３ かーはい ニ かはい へ
７ 1930.1 昭５ かわいい へ かわいゝ へ
８ 1930.5 昭５ カーハイ へ かはい へ
９ 1932.2 昭７ カーハイ へ カハイ へ
10 1932.2 昭７ カーハイ へ かわいゝ へ
11 1951.5 昭26 かわいい へ かわいい へ
12 1957.12 昭32 かわいい へ 可愛（かはい） に
13 1958 昭33 かわいい へ － －
14 1958 昭33 かわいい へ かわい へ
15 1961.4 昭36 かわいい へ かわいい へ
16 1967 昭42 かわいい へ かわいい へ
17 1967.12 昭42 かわいい へ － －
18 ？c1967 昭42 かわいい へ かわいい へ
19 1968.11 昭43 かわいい に かわいい に ＊

20 1971 昭46 かわいい へ － － ＊

21 1972.12 昭47 かわいい に 可愛（かわい） に ＊

22 1973 昭48 かわいい へ － － ＊

23 1974.1 昭49 かわいい に 可愛（かわい） に ＊

24 1978.11 昭53 かわいい へ かわい へ
25 1979.12 昭54 かわいい へ かわいい に ＊

26 197？ 昭？ かわいい へ － －
27 1980 昭55 かわいい へ － －
28 1980.4 昭55 かわいい へ 可愛 に
29 1983 昭58 かわいい へ － －
30 1985.1 昭60 かーわい へ 可愛（かわい） へ
31 1985.4 昭60 かーわい へ 可愛（かわい） へ
32 1986 昭61 かわいい へ － －
33 1986.12 昭61 かわいい へ 可愛（かわい）い へ
34 1987 昭62 かわいい へ かわいい へ
35 1988.5 昭63 かわいい へ 可愛（かわい）い に
36 198- 昭？ かわいい へ かわいい へ
37 1989 昭64 かわいい へ － －
38 1991 平３ かわいい へ － －
39 1991.3 平３ かわいい へ 可愛（かわい） へ ＊

40 1992 平４ かわいい へ － －
41 1992.4 平４ － － 可愛 に
42 1993 平５ － －
43 1994.6 平６ かわいい へ かわいい へ
44 1995.1 平７ かわいい へ 可愛（かわい）い へ
45 1995.1 平７ かわいい へ － －
46 1995.2 平７ かわいい へ － －
47 1995.5 平７ かーわい へ 可愛（かわい） へ
48 1999.9 平11 － － かわいい
49 2001.1 平13 かわいい へ － －
50 2005 平17 かーわい へ － －
51 2005 平17 かーわい注３ へ かわい へ
52 2005.3 平17 － － 可愛 へ
53 2006.1 平18 かわいい へ 可愛い へ 
54 2007.3 平19 かわいい へ 可愛（かわい）い へ
55 2007.4 平19 かーわい 注４ 可愛（かわい） に
56 2008.1 平20 かーわい へ － －
57 2010.9 平22 かーわい へ － －
注１　＊印は通作式表記の楽譜、他はD.C.表記
注２ 手書きであるため「ヽ」は不明瞭である。
注３『＊「かわいい」と歌われることもあります。』との注記あり
注４　D.C.形式のD.C.後は、譜面上に歌詞の書き込み無し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
*２　この曲は、ＡＢＡの三部形式でできている。そ
のため、最初のＡと同じ旋律となる二回目のＡを書か
ずに、Ｂの終わりにD.C.（ダ・カーポ、初めに戻る）、
Ａが終わったところで、Fine（フィーネ、終わり）と
記入する方法が多く取られる。しかし、本居長世はＡ
ＢＡの２回目のＡを、Ｂの次にもう一度書いている。
それを本稿では「通作式」と記す。
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ー 47.50.51.55.56.57.では、譜面上の音符に付けら

れている歌詞において「かーわい」の復活がみら

れる。

ｈ． 小学校音楽科の教材、教科書においては、1920年

代および30年代に出版されたナンバー 5.6.8.9.の楽

譜ではすべて、「かーはい」となっている。戦後、

1951年以降に出版されたナンバー 11.13.20.22.27.29.

　　 32.37.40.の楽譜では「かわいい」、そして、前回

の文科省の教科書検定（平成16年）以降の教科書

であるナンバー 50.51.の楽譜では、「かーわい」と

なっている。

　以上、明らかとなったa ～ hの8点を、「３．３」の項

で取り上げた先行研究と照らし合わせながら、問題点

１と問題点２のそれぞれについて考察していく。

４．３　考察

４．３．１　問題点１（「かわいい」と「かーわい」）の

考察

　上記a.b.により、初版では、野口雨情の縦書き歌詞も、

本居長世の音符付けも、現代仮名遣いで表記すれば両

方ともが「かーわい（かわい）」であったことがわかる。

「七つの子」に関しては、本居長世の自筆楽譜の所在

が不明であるため、校訂の方式に従って、この初版を

原典の典拠とみなすことになる。したがって、原典と

いう観点から見れば、「かーわい」という音符付けが

オーセンティックであり、そのように歌うのが正しい

と言うことができる。

　しかし、初めて「かわいい」と音符付けされた楽譜

に注目すると、作曲者本人が、この「かわいい」を承

知していたであろうことが判明する。その楽譜は、上

記c. に記したように、1930年（昭５）１月に発行さ

れた『世界音楽全集 第11巻 日本童謡曲集 小松耕輔編 

春秋社』である。この後、『世界音楽全集』のシリー

ズは、1931年から翌年にかけて、『世界音楽全集 第22

巻 日本童謡曲集３ 山田耕作編』、『世界音楽全集 第24

巻 日本童謡曲集２ 本居長世編』、『世界音楽全集 第33

巻 日本童謡曲集４ 弘田竜太郎編』が相次いで出版さ

れた。1930年出版の小松耕輔編『日本童謡曲集』には、

「１」というナンバーが付されていないので、当初は

２巻以降の計画は無かったと推測される。

　金田一1982によると、小松耕輔編の『日本童謡曲集』

が好評だったため、続編を出すことにしたという。そ

して、山田耕作が『日本童謡曲集２』を担当、本居長

世が『日本童謡曲集３』を担当する予定で、『世界音

楽全集第22巻』を山田耕作編、『世界音楽全集第24巻』

を本居長世編と予告したが、本居の方が早く仕上がっ

てしまったため、『世界音楽全集第24巻 日本童謡曲集

２ 本居長世編』、『世界音楽全集 第22巻 日本童謡曲集

３ 山田耕作編』となったようであるという（金田一

1982：403-411）。

　さて、ここで重要なことは、『日本童謡曲集２』の

編者が、本居長世だったことである。本居長世は、こ

の編集作業の過程において、小松耕輔編の『日本童謡

曲集』を参考にしたはずであり、「七つの子」が「かわ

いい」となっていることに気づいていたと推測される。

さらに、金田一1982によると、『世界音楽全集』の制

作方法に関して、『まず各巻の担当者が作曲家のもと

に、自分の作品のうち、自信作を数曲選んで送ってほ

しいと申し出る』（金田一1982：404）という事実があ

ったとされる。すなわち、本居長世は編集者の小松か

ら自薦を依頼されたことになる。したがって、小松耕

輔編『日本童謡曲集』掲載の「七つの子」を確実に知

っていた。そして、本居長世自身が、この譜面を書い

て送った可能性も考えられる。

　次に注目されるのは、前ページで列挙したものの一

つであるe.項目に見られる『本居長世童謡曲全集 本居

貴美子・本居若葉共編 水星社』（1967）である。そこ

においても、「かわいい」になっている。この楽譜の

編者・本居貴美子は本居長世の次女、本居若葉は三女

であり、二人とも童謡歌手として父長世とともに日本

各地で公演をおこなっていた。すなわち、作曲者公認

で歌っていた娘達が編集した楽譜が「かわいい」とな

っているのである。このことは、本居長世自身が「か

わいい」と歌うことを認めていたのではないかと推測

される。実際に娘たちが歌っていたものが、録音とし

て残されているかどうかは調査しきれなかったので、

今後とも課題として残る。

　以上のことから、本居長世が自ら積極的に「かわい

い」に変えた可能性も在り得るが、そうでないとして
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も、少なくとも「かわいい」となっている楽譜を知っ

ており、それを認めていたのではないかと考えられる。

　［表３］の結果のf.g.h.に関連することであるが、近

年になり、「かーわい」が復活してきたことがわかる。

これに限らず、20世紀になると、クラシック音楽界全

般にわたって、譜面には作曲者の意図を忠実に反映さ

せるべきであり、校訂者の勝手な考えで“改良”すべ

きではない、という意識が高まった。その批判的再考

察の成果として、1950年代から「新バッハ全集」「新

モーツァルト全集」、1960年代には「ベートーヴェン

全集」の刊行が開始された（岡部2001：18）。世間一般

でも徐々に「原典」の存在が意識され始めて、現在で

は音楽教育の分野でも、原典版が広く使われるように

なっている。しかし、子どもの歌については、わらべ

歌のような“伝承音楽”も多く、また、実践練習を優

先するため、奏者のピアノ技術に応じた簡略化や編曲、

現場の状況による自由な編曲が日常的となっている。

故に、原典に関心が及ぶのが遅く、近年になって、や

っと原典意識が高まった。「かーわい」という楽譜が

出てくるといった現象は、このような経緯を背景にも

っているのである。

　f.とｇ.を比べると、「可愛」と「古巣に」が復活した

のは、譜面上の音符付けよりも、別添えの縦書き歌詞

においての方が早いことがわかる。これは、野口雨情

の元々の詞を見れば、「可愛」と「古巣に」であるこ

とは明らかであり、縦書きの詞は歌うこととは関係が

ないので、そのまま掲載しやすかったからであろう。

しかし、譜面では、皆が歌い慣れている「かわいい」

を「かーわい」とするのには抵抗があり、「かわいい」

が残った可能性があると考えられる。

　h.からわかるように、小学校の教科書では平成16年

検定の教科書で「かーわい」となった。「七つの子」

は小学校の共通教材ではないので、すべての教科書に

載っているわけではない。音楽科教科書に関しては、

文科省の教科用図書検定調査審議会（音楽は第５部会）

において、平成12年度より掲載曲等の出典一覧が求め

られるようになった。以下、議事録から第５部会の関

連部分を示す（文科省HPより）。

　平成12年度の審議経過について、部会からの報告

　『当部会においては、今回より小・中学校ともに出

典一覧表の提出を求めることとなりました。初回であ

ったため、引用・記載にあたっての根拠や改変箇所の

示し方などについて、問題が生じましたが、今後も引

き続き教材の信頼性をより一層高める観点から、改善

を図っていく必要があると考えております。』（平成13

年度第１回議事録より）

　平成13年度教科書検定の実施状況・審議結果等につ

いて

　『当部会におきましては、小・中学校に引き続き出

典一覧表の提出を求めておりますが、引用、記載に当

たっての根拠や楽曲の改変等の表示方法等について欠

陥が見受けられました。教材の信頼性をより一層高め

る観点から、この点につきましては、今後も継続して

改善を図っていく必要があると考えております。』（平

成14年度第１回議事録より）

　平成14年度教科書検定の実施状況・審議結果につい

て

　『もう一つの問題点は、従来音楽の場合は、出典表

を数年前までは提出しなくてよいことになっていまし

た。それはおかしいということで出典表の提出を要

求したのですが、申請者がなかなかそれに慣れないと

いうこと、出典表自体がないということがありますの

で、それについての追加の要求というのを行っており

ます。』（平成15年度第１回議事録より）

　平成15年度教科書検定の実施状況・審議結果につい

て

　『音楽の場合様々な楽曲を使いますが、オリジナル

を使うことはほとんどありません。子供の声域に合わ

せたり、楽器の音域に合わせて編曲をしたりするので

すが、誰が編曲したかという編曲者名の記述が曖昧に

なっているものが多く見受けられましたので、修正を

求めました。』（平成16年度第１回議事録より）

　平成16年度教科書検定の実施状況･審議結果につい

て

　『文章や図版等の引用に関する出典一覧表への記載
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［表４］　YouTube投稿画像における歌い方

表題 投稿者 投稿年月日 歌い手 演奏 画面上の歌詞
空欄は表示なし

１ 七つの子  doushiyoka 2009年５月１日 東京少年合唱隊 かわいい に 可愛 に
２ 七つの子 大杉久美子 HB091101 2010年３月16日 大杉久美子 かわいい へ

３ ペチカ～七つの子　西村由紀江、
岩崎宏美、岡本真夜 starland2010 2009年２月27日 岩崎宏美、岡本真夜 かわいい へ かわいい へ

４ 七つの子  mooimooikean 2009年７月30日 子ども かわいい へ
５ 七つの子 nanatsu no ko LeeYiCong 2008年４月10日 男声一人 かわいい へ 可愛い 古巣
６ 七つの子　Yokohama Thirty Four TADOYOZO 2009年８月14日 男声合唱 かーわい へ

７【MikuMikuVoice】七つの子【初
音ミク】 charytanaka 2008年６月21日 女声一人 かわいい へ

８ 七つの子 harapyon0123 2009年４月27日 女声一人初音ミク かわいい へ かわいい へ
９ 七つの子  Sotobori7 2009年５月28日 鏡音レン かわいい へ

10 A2-10-07 七つの子・うさぎのダ
ンス・汽車ポッポ・てとら ImageWares 2009年８月26日 女声四重唱 かわいい に

11 七つの子  presley828 2010年４月３日 まりこママ かわいい へ
12 七つの子　諏訪桃子 kizunasongs 2010年６月24日 諏訪桃子 かわいい へ 可愛い へ

13 童謡　七つの子　岡山　寺内タケ
シ　コピーバンド　ブルーベリー morinokumasannnakama 2009年11月17日 女声一人 かーわい へ

14 井上あつこ（七つの子） Pika2336 2009年７月29日 井上あつこ かわいい へ
15 七つの子 kamoltdkobe01 2009年８月16日 女声独唱 かわいい へ

16「童謡」を聴きながら。。。♪　「七
つの子」 pooko1000 2009年11月３日 女声独唱 かわいい へ

17 7 chicks 七つの子 musicworld555 2010年５月12日 三人+ネコ かわいい へ かわいい へ

18 08. 七つの子－Dizzi Mystica feat. 
PRIM TropicalChibi 2009年８月10日 女声 かわいい へ

19 七つの子 Shofukuji 2009年７月２日 男声二重唱 かわいい に

20【初音ミク】バンブラDX伴奏で
七つの子DX【MMVとテルミン】 charytanaka 2008年７月４日 女声独唱 かわいい へ

21 森 昌 子　 七 つ の 子　1973/7　
Masako Mori 60morimori 2010年６月７日 森昌子 かわいい へ

22 七つの子：山崎法子（ソプラノ
歌手） sectionmates 2010年７月18日 山崎法子 かわいい へ

23 Oeufs Tube Vol.21 “Nanatsu no 
Ko”（fi rst part） asiatrad 2008年６月12日 女声独唱 かわいい へ

24 七つの子　落合均 OTIAIKYOKO 2010年２月3日 落合均 かわいい へ

25 ドルチェ “七つの子” ライブ Canon 
EOS 5D Mark II HD kikurinnn 2010年１月31日 女声独唱 かわいい へ

26 乙丸朝子　七つの子 　俵はごろごろ TheLemonlimejuice 2010年８月26日 乙丸朝子 かわいい へ
27 七つの子　196508　いしだあゆみ kinnsyachi2009 2010年９月13日 いしだあゆみ かわいい へ

28 なんとなく螢の光　（Scarborough 
Fair / Danny Boy ）+七つの子 shinabons 2010年９月11日 女声独唱 かわいい に

29 田代健治指揮七つの子 HideoMurat 2009年10月24日 混声合唱 かわいい へ
30 七つの子　伊太地山伝兵衛 tkiire 2009年８月７日 伊太地山伝兵衛 かわいい へ
31 七つの子 2010-05-13 22-43-33-453 simomurasimomura 2010年５月13日 男声独唱 かわいい に かわいい に

32

赤 と ん ぼ+ゆ き+七 つ の 子
（FLOWER CONCERT 1973）－ 
陳美齡 AGNES CHAN アグネス・
チャン 

justiniong1120 2009年８月４日 アグネス・チャン かわいい へ

33
ストックホルムさくら合唱団恒
例の春開きでコンサート（2009） 
前巻 

tennoheijo 2010年３月25日 女声合唱日本人メイン かーわい へ

34 nanatunoko strmat100 2009年11月８日 重音テト かわいい へ

35 叙情歌 yuika 2009年８月19日 由記さおり、本刈谷
ユイカ、児玉清 かーわい へ 可愛

（かわい） へ

36 幼稚園 保育参観 0125tomo 2009年10月23日 幼稚園児斉唱 かわいい へ

37［HD］ ♥♥ “Nanatsu No Ko”（ 
7 Little Children “Brood” ） 65Seasons 2009年12月23日 子ども独唱+斉唱 かーわい へ kawaii e



－ 36 －

子どもの歌の楽譜に関する一考察　～七つの子～ ―幼稚園・小学校における指導上の問題点に関連して―

方法などについても、今後も引き続き改善を図ってい

く必要があると考えております。』（平成17年度第１回

議事録より）

　このように、平成12年度から掲載曲等の出典一覧が

求められ、毎年、徹底して指導されている様子が読み

取れる。この教科書検定調査審議会の方針により、教

科書作成者に「出典」「編曲」という認識が生まれて

きたと考えられる。これにより、子どもの歌におい

ても原典意識が高まり、平成16年度検定教科書におけ

る「かーわい」の復活に繋がったのであろう。この後、

平成21年度検定の教科書が23年度から使用開始となる

ため、どのようになっているか注目したい。

４．３．２　問題点２（「古巣へ」と「古巣に」）の考察

　上記a.bより、初版では、野口雨情の縦書き歌詞は、

「古巣に」で、一方、本居長世の音符付けでは、「ふー

るすへ」であったことがわかる。すなわち、本居長世

が作曲した時に、野口雨情の「に」とは違う「へ」で

音符付けしたことになる。

　金田一1987の解説のなかに、「七つの子」は『作者

の野口雨情と相談しながら作った曲だという』（p.153）

とある。初出時において既に両者が違っていたという

ことは、この『相談』に関係があるのかもしれない。「に」

と「へ」の用い方については、若井2008に従い、詩の

朗読には「古巣に」、歌う時は「古巣へ」が良いと考

えられる。とくに幼児や小学生の場合には、「古巣へ」

の方が歌いやすいと思われる。

５．まとめ

　「七つの子」の場合、本稿で扱ってきた二つの問題

点に関して、原典という観点から見れば、問題点１は

「かーわい」、問題点２は詞としては「古巣に」、歌う

ときには「古巣へ」が良いと考えられる。

　しかし、問題点1について、原典が「かーわい」な

ので「かわいい」と歌うのは間違い、「かーわい」と

歌いましょう、と言い切れるであろうか。

　出版楽譜においては、［表３］に示した通り、第２

次世界大戦後、「かわいい」が圧倒的に多い中で、時々

「かーわい」というのが見られ、2007年以降に出版さ

れたものは「かーわい」となっている。小学校の音楽

科教科書においては平成16年検定以降に「かーわい」

となった。

　この状況から推測すると、「かーわい」と歌うのが

主流になりつつあるように見える。では、現在、「七

つの子」はどのように歌われているのか、その社会状

況を反映していると考えられるYouTubeに投稿され

ている歌を調査してみた。2010年９月17日に、「七つ

の子」で検索してヒットした258件のうち、歌をうた

っているものは37件であった。その調査結果を纏めた

ものが［表４］である。

　これらは投稿年月日の表示はあるが、特別にコ

メントが無い限り、歌われた日付は不明である。

Yokohama Thirty Four（横浜国立大学グリークラブ

OB）、由記さおり（NHK放送番組）などが、原典の「か

ーわい」で歌っている。しかし、「かわいい」と歌っ

ているものが、37件中32件と多いことがわかる。

　現在店頭に並んでいる楽譜を見ると、やはり、「かわ

いい」と「古巣へ」が多い。曲集の中で、「七つの子」

が掲載されているものを、10種類以上見たところで、や

っと「かーわい」というのが出てくる程度であった（2010

年10月１日、東京の楽器店店頭にて）。

　日本語は、時代によって常に変化している。表現の

明快さや論理性を高めるような進化する方向の変化、

あるいは時代に同調した変化も多いと思われる。「か

ーわい」と「かわいい」であるが、先行研究等で諸氏

が述べているように、時代による言葉の変化により、

「かーわい」から「かわいい」になったと考えられる。

「かわいい」となったきっかけの楽譜『世界音楽全集 

第11巻 日本童謡曲集 小松耕輔編 春秋社』（1930）に

ついては「４．３　考察」で検討の結果、作曲者であ

る本居長世自身が編集者へ譜面を送った可能性も有り

得ること、そうでないとしても、少なくとも「かわい

い」という譜面を知っており、容認していたであろう

ことを述べた。また、童謡歌手として活躍していた本

居長世の娘達が編集した『本居長世童謡曲全集 本居

貴美子・本居若葉共編 水星社』（1967）においても、

「かわいい」となっている。これは、作曲者自身が伴

奏して公認で歌っていた娘達が編集した楽譜であるこ

とも、すでに指摘したところである。
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　これらのことから考えると、「かわいい」という音

符付けも、作曲家の意図を反映している「原典」に含

めても良いように思われる。したがって、「かわいい」

は間違い、「かーわい」が正しい、というのではなく、

子どもたちが意味を理解して、自然の言葉遣いで歌え

る歌詞で、楽しく歌うことが重要であろう。特に、子

どもの歌は、歌そのものから醸し出される幼児期の心

象風景との同調、歌うことによって仲間と交わり創出

される幼児期の原体験など、重要な意味がある。ここ

に、バッハやモーツァルト、ベートーヴェン等の「原

典主義」とは一線を画すものがあると考えられる。し

かし、同時に、指導者は、原典を把握しておくことも

大切である。

　現状では、楽譜も実際に歌われるのも、まだまだ

「かわいい」が多い状況である。教科書が「かーわい」

となってから５年、「かーわい」で歌った子供たちが

育つにつれて、「かーわい」という歌い方が定着して

いくのかどうか。一覧表のナンバー 51.の教科書では、

『「かわいい」とうたわれることもあります』という注

意書きがあり、実際に小学校ではどのように歌われて

いるのか。そして、これから新たに出版される楽譜が

「かーわい」となっていくのかどうか。今後も「七つ

の子」を注意深く観察していきたい。

　［文献表記は、日本音楽学会および東洋音楽学

会の慣用に従い、シカゴ方式The Chicago manual of 

style. Fourteenth edition, Chicago: The University of 

Chicago Press, 1993.を使用］
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集英社
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論　　文

第145回国会における国旗国歌法案審議の分析（６）

岩田　　温
Atsushi Iwata

Analysis of Deliberation on the Bill of National Flag and Anthem
Conducted by the Committee on Cabinet of the House of

 Representatives（Part６）

 

　People are obliged to obey the laws of the nation. This obligation iseasily fulfilled when the content and 
meaning of the law are clear and itspurpose is acceptable. The sponsors of a proposed law should account 
for themeaning of it and  those who in opposition should conduct cross-examinationto make clear the point 
at issue. This communication process is expected tohelp the public with their understanding of the law and 
prepare them to expresstheir opinions as public opinion. This article is part of the effort to investigate the 
communication aspects of the legislative process of the bill（which was later enacted as the Law Concerning 
the National Flag and Anthem）and the mass communication aspects of the media coverage of the bill and 
of the deliberation on it in the Diet. This article （as part six of the whole investigation） takes up the seventh 
speaker in the first sesssion of the deliberation on the Bill of National Flag and Anthem in the Committee on 
Cabinet of the House of  Representatives.

はじめに

　本稿は拙稿「第145回国会における国旗国歌法案審

議の分析（５）」（1）に続き７番目に質疑をおこなった濱

田健一委員の質疑の内容とその質問に対する政府側答

弁を検討の対象とする（２）。

　なお、発言内容を整理するにあたり発言者ごとに

（a）、（b）の見出しを付して論点を整理した箇所があ

る。発言者が異なる場合には同一の論点でも（a）、（b）

の見出しが異なる場合がある。考察の項で検討を加え

る際の参照の便宜のため、〈（a）「慎重な審議の要請」〉

のように論点に呼び名を付して〈〉付きで挿入した箇

所がある。

１　国旗及び国歌に関する法律案に対する第145回国

会衆議院内閣委員会における第1回審議の内容

1-7　濱田健一委員の質疑

1-7-1　濱田健一委員の質疑と政府側答弁の内容
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　濱田健一委員は14回の質疑をおこなった。

（１）濱田委員の最初の質疑の概要

　最初の質疑の冒頭で濱田委員は、第１に「国民の皆

さん方の日の丸と君が代に対する思いというのは本当

に複雑」「ではないだろうか」、「それぞれの立場でこ

の問題についてはいろいろな思いがあるというふうに

私も感じました」と述べ〈（a）「国民の間には日の丸・

君が代に対する複雑かつ多様な思いがあるという感懐

の表明」〉、第２に「国民的論議がないままに、会期末

直前になって唐突に閣議決定をされ、国会を延長して

慌ただしく審議され始めたということ」ならびに「小

渕総理の当初法制化は考えていないという答弁から始

まってさまざま揺れられた」「状況、これらは法制化

の正当性、目的のあいまいさを露呈するものではない

か」と述べ〈（b）「国旗・国歌法制化に関する国民的

議論の不在、延長国会での唐突な法案提出、内閣総理

大臣の法制化に対する態度の揺れによって露呈されて

いる『法制化の正当性、目的のあいまいさ』の指摘」〉、

第３に「この国旗・国歌のあり方については、幅広い

国民的な論議をもっともっと積み重ねる必要がある、

性急な法制化については反対である」と述べた〈（c）

「『幅広い国民的な論議をもっともっと積み重ねる必

要』性を論拠とする『性急な法制化』反対論の表明」〉。

　第４に濱田委員は、西村委員の質疑の中でも取り上

げられていた「既に、法制化しなくても、日本には、

国旗が日の丸として、国歌が君が代として存在をして

いる」とする事実認識を取り上げ、「今まで日本に国

旗及び国歌と言われたものが存在したのかどうか」を

改めて質問した〈（d）「『今まで日本に国旗及び国歌と

言われたものが存在したのかどうか』を問う質問」〉。

　これに対して答弁に立った竹島一彦政府委員（内閣

総理大臣官房内政審議室長）は、「安政六年には日の

丸は御国総標、船ではなくて国の印というふうにされ

たという記録がございます。したがいまして、江戸時

代の終わりから日本には国旗があったというふうに理

解しております」、「国歌につきましては、明治にな

りまして、同じように国歌、国を代表する歌が必要で

あるということになりまして、それで君が代がふさわ

しいということで選定をされたということでございま

して、そういう意味で江戸時代の末期ないしは明治か

ら日本において国旗及び国歌が存在している、こうい

うふうに理解しております」と応じた〈（a）「『江戸時

代の末期ないしは明治から日本において国旗及び国歌

が存在している』とする認識の表明」〉。

（２）濱田委員の２回目の質疑の概要

　２回目の質疑で濱田委員は、「今の答弁では、存在

をしているということでございます。であれば、なぜ

今まさに存在するものを新たに法として制定しなけれ

ばならないのかという疑問点が出てくるわけですが、

その点はいかがですか」と質問した〈（a）「『今まさに

存在する』国旗・国歌を『新たに法として制定しなけ

ればならない』理由を問う質問」〉。

　これに対して答弁に立った竹島政府委員は、「政府

としては、従来慣習法として国旗・国歌というもの

がもう存在しているということでございましたんです

が、なぜ今回法制化ということになったかというのは、

先ほど来官房長官が答弁されているとおりでございま

す」と応じた〈（a）「『なぜ今回法制化ということにな

ったか』『は、先ほど来官房長官が答弁されていると

おり』であるとする回答」〉。

（３）濱田委員の３回目の質疑の概要

　３回目の質疑で濱田委員は、国旗・国歌が「慣習法」

として「定着」してきたとする論点について、「国民

の間に慣例的に、習慣的にこれが定着しているという

ことのある程度具体的な意味合いというものが、その

慣習法というものについて説得力ある説明になるかと

思うのですが、その具体的な定着しているという姿を

二、三点お示しいただければ幸いです」と述べて、国旗・

国歌の慣習法としての定着の裏付けとなるべき具体例

の提示を求めた〈（a）「日の丸・君が代が国旗・国歌

として『国民の間に慣例的に、習慣的に』定着してい

ることの例示を求める質問」〉。

　これに対して答弁に立った野中広務内閣官房長官

は、第1に「各報道機関の調査」、「昭和四十九年内閣

府」「調査等により」、「日の丸・君が代が国旗・国歌

として広く国民に定着をして認知されて」いることに
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ついてすでに繰り返し答弁してきた旨を述べ〈（a）「日

の丸・君が代に関する世論調査結果への再言及」〉、第

２に「一九九四年、村山内閣におきまして、村山総理

は、七月十八日であったと思いますが、みずから総理

大臣として、本会議の席上において、自衛隊、日米安

保体制を容認されますとともに、国旗・国歌について、

日の丸・君が代を私は尊敬をし、これからもやってい

きたいという発言をされました（３）。まさしく内閣総理

大臣たる村山総理が戦後五十年に当たって登場をされ

ましてそれを申されたことは、一、二の例としてはま

ことに大きく、当時私は感動をもってお聞きをしたこ

とを今改めて思っておる次第であります」と応じた

〈（b）「村山富市第81代内閣総理大臣が本会議において

『日の丸・君が代を私は尊敬をし、これからもやって

いきたいという発言』をしたことが『一、二の例とし

てはまことに大き』い旨の回答」〉。

（４）濱田委員の４回目の質疑の概要

　４回目の質疑で濱田委員は、「国民の意識の中に、

オリンピックやいろいろな自治体の集会、いろいろな

場所で日の丸の掲揚がなされ、君が代が歌われつつあ

る、そういう場の設定の中では、意識としての定着と

いうのは私も否定はいたしません。しかし、国民が日

常生活の中でこの日の丸や君が代に対して本当になれ

親しんでいるかという生活上の状況についての、慣習

法としての定着というものが本当にあるのかどうかと

いう点についての具体的な中身というものを二、三点

出していただきたいというふうに申し上げているわけ

でございます」と述べて前回の質問を繰り返した〈（a）

「オリンピックや自治体の集会のような『場の設定』

での国旗掲揚・国歌斉唱ではなく、国民の日常生活の

中での日の丸・君が代の『慣習法としての定着』を示

す例の提示を求める再質問」〉。

　これに対して答弁に立った竹島政府委員は、第１に

「昔のように、個人の家で国旗を掲揚するというよう

なことは最近は希有なことになっておるということ」

〈（a）「国民が個人として国旗を掲揚するのは『最近は

希有なこと』であるとする認識の表明」〉、第２に「一

方で」「スポーツのイベントにおける国旗、それから

国歌の演奏というようなことはますます機会がふえて

いる」と述べたうえで〈（b）「スポーツ・イベントに

おける国旗掲揚・国歌斉唱は『ますます機会が増えて

いる』とする認識の表明」〉、「国民の中における定着

を反映した、ビヘービアといいますか、行動として何

があるかといいますと、むしろそういう［スポーツの

イベント］（４）場面での国旗なり国歌との国民の接し方

ということの方が今は大きいのかなというふうに思っ

ております」と応じた〈（c）「国民の中における定着

を反映した行動としては、スポーツ・イベントでの『国

旗なり国歌との国民の接し方ということの方が今は大

きい』とする認識の表明」〉。

（５）濱田委員の５回目の質疑の概要

　５回目の質疑の冒頭で濱田委員は、「しっかりとし

た回答は出てこない」と述べ〈（a）「政府側答弁が不

十分であることに対する不満の表明」〉、これにつづけ

て「思想、信条の自由、内心の自由」「を守っていく

ためには」「もう少し時間をかけて論議をしなければ

ならない」と述べた〈（b）「『思想、信条の自由、内心

の自由』『を守っていくためには』『もう少し時間をか

けて論議しなければならない』という主張の表明」〉。

　次に、濱田委員は、「もう一点触れさせていただき

たいと思う」と述べて話題を日の丸に転換し、「大日

本帝国憲法の中でも日の丸が国旗という形で国が定

めたことはなかったと」「理解してよろしいでしょう

か」と質問した〈（c）「大日本帝国憲法の中で国が日

の丸を国旗と定めた事実がないことの確認を求める質

問」〉。

　これに対して答弁に立った竹島政府委員は、「昭和

六年に議員立法で第五十九回帝国議会に大日本帝国国

旗法案」が提出されたが「貴族院で会期末で審議未了、

廃案」となり、「次の国会では」「衆議院が解散になっ

てこの法案は日の目を見なかった」こと、「それ以外は」

「明治三年の太政官布告による商船規則によって商船

が掲げるべき日本の国旗が定められたという以外は」

ないと応じた〈（a）「大日本帝国憲法が成立する以前に、

『太政官布告による商船規則によって商船が掲げるべ

き日本の国旗が定められた』事実はあるが、大日本帝

国憲法のもとで大日本帝国議会が日の丸を日本の国旗

と定めた事実はないことの確認」〉。
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（６）濱田委員の６回目の質疑の概要

　６回目の質疑で濱田委員は、第1に竹島政府委員の

直前の答弁に触れて「私たちは、帝国憲法下でもこの

日の丸という存在が国旗という形を国民全体の中に押

しつけるということは、または法制化するということ

は、人間の内心にかかわる問題であるという認識がや

はりあったのじゃないかというふうに思う」と述べ

〈（a）「大日本帝国憲法下でも国旗の法制化を『人間の

内心にかかわる問題であるという認識がやはりあった

のじゃないかというふうに思う』旨の見解の提示」〉、

第2に、「日の丸というものが近隣アジア太平洋地域の

人々に侵略のシンボルとなったことは忘れてはならな

いというふうに思う」こと〈（b）「日の丸が『侵略の

シンボルとなったことは忘れてはならない』旨の見解

の提示」〉、「過去の侵略戦争や植民地支配」「への反省

の意」「が村山元総理の戦後五十年の総理の発言の中

にはにじんで」いたこと〈（c）「村山元総理の発言に

は『侵略戦争や植民地支配』『への反省の意』が『に

じんでいた』とする見解の提示」〉を前提として、「国

の総意として、国会の中でこういう決議というものも

上げる時期に来たのではないか」と述べ、この点につ

いて「政府の御意向をお伺いしたい」と質問した〈（d）

「侵略戦争や植民地支配への反省の意を『国の総意と

して』国会で決議すべき『時期に来た』とする自身の

見解に対する政府の意向を問う質問」〉。

　これに対して答弁に立った野中内閣官房長官は、「戦

後五十年の際におきます内閣総理大臣談話といたしま

して当時の村山内閣総理大臣が出されました談話は、

今なお私ども、この過去の歩んできた歩みについて、

いわゆるアジア諸国に多くの傷跡を残してきたこと

を、これを今もこれからも大切に反省の糧としていか

なくてはならないと認識をしております。その認識の

上に立ちまして、新しい憲法下における我が国のあり

ようと新しい世紀に対する我が国のあるべき姿を明確

にしておくべきであろうと考えたわけでございます」

と応じた〈（a）「戦後五十年の際に出された『当時の

村山内閣総理大臣』『談話は』『アジア諸国に多くの傷

跡を残してきたことを』『反省の糧としていかなくて

はならない』という趣旨であるという認識の表明とか

かる認識を前提として『新しい憲法下における我が国

のありようと新しい世紀に対する我が国のあるべき姿

を明確にしておくべきであろうと考えた』ことが法案

提出の理由であるとする説明」〉。

（７）濱田委員の７回目の質疑の概要

　７回目の質疑で濱田委員は、「文部省にお伺いした

いと思います。文部省所管の法律の中に、日の丸を国

旗として掲揚をさせるための現行法があるかないか、

お答えいただきたいと思います」と質問した〈（a）「『文

部省所管の法律の中に、日の丸を国旗として掲揚させ

るための現行法があるかないか』を問う質問」〉。

　これに対して答弁に立った辻村哲夫政府委員（文部

省初等中等教育局長）は、「ただいま先生のお尋ねの

ような内容の、文部省が所管をしております法律はご

ざいません」と応じた〈（a）「文部省所管の法律の中に、

日の丸を国旗として掲揚させるための現行法はない旨

の答弁」〉。

（８）濱田委員の８回目の質疑の概要

　８回目の質疑で濱田委員は、第１に「学校現場の混

乱という言葉がきょうの委員会の中でも何回も出て」

きた事実〈（a）「学校現場の混乱が委員会審議で話題

とされていることへの言及」〉、第２に「日の丸の掲揚

をさせなければならないという所管の現行法はない」

とした答弁が行われた事実に触れ〈（b）「日の丸を掲

揚させなければならない現行法はない旨の政府側答弁

への言及」〉、第３に「今、日の丸を掲揚するというこ

とが盛んに行われているし、見方によっては日の丸を

上げっ放し、これはおかしいじゃないかという人もお

られるようでございますけれども、ここの指導の根拠

というのは何なんでしょう」と質問した〈（c）「学校

教育において日の丸を掲揚する指導の根拠を問う質

問」〉。

　これに対して答弁に立った辻村政府委員は、学校教

育法の委任（５）を受けた学校教育法施行規則の中に小中

高等学校の教育課程の基準となるべき内容を文部大臣

が告示する学習指導要領によって定めることとされて

いる（６）と説明したうえで、「その学習指導要領の中に、

社会科、音楽、あるいは入学式、卒業式につきまして

は特別活動という領域の中に国旗・国歌についての扱
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いが規定されてございまして、その規定に沿いまして、

各学校では国旗・国歌等につきましての指導が行われ

ているということでございます」と応じた〈（a）「小

中高等学校教育においては学校教育法の委任を受けた

学校教育法施行規則の委任を受けた学習指導要領のな

かに国旗・国歌についての扱いが規定されており、そ

の規定に沿って国旗・国歌等についての指導が行われ

ている旨の答弁」〉。

（９）濱田委員の９回目の質疑の概要

　９回目の質疑で濱田委員は、第１に「中央教育審議

会が去年の答申の中でも学習指導要領の弾力運用とい

うものを盛んに言って」きたこと〈（a）「中央教育審

議会が答申の中で学習指導要領の弾力運用を『盛んに

言って』きた事実の指摘」〉、第２に「今回の地方分権

の中で、地教行法（７）の改正やいろいろな地方分権の動

きというものが盛られている」こと〈（b）「『地方分権

の動き』という事実の指摘」〉、第３に「教育の場にお

いてこの日の丸の問題が押しつけ的に実行されること

があってはならないというふうに思って」いること

〈（c）「『教育の場においてこの日の丸の問題が押しつ

け的に実行されることがあってはならない』旨の意見

の提示」〉、第４に「そのことは村山元総理も言われて

いるところ」であること〈（d）「村山元総理の発言に

は『教育の場においてこの日の丸の問題が押しつけ的

に実行されることがあってはならない』旨が含まれて

いるとする指摘」〉、第５に直前の質疑者であった穀田

委員も触れていたように「日の丸の持っていた戦前の

イメージ、そして戦後のイメージ、こういうものもし

っかりと教育的に教えなければならない」こと〈（e）

「『日の丸の持っていた戦前のイメージ、そして戦後の

イメージ』『もしっかりと教育的に教えなければなら

ない』旨の意見の提示」〉、第６に「ややもすると卒

業式、入学式のところだけがクローズアップされてい

るという状況の中で」「官房長官も広島のあの校長さ

んの話題を折に触れ挙げ」ていることに言及したうえ

で〈（f）「『ややもすると卒業式、入学式のところだけ

がクローズアップされているという状況の中で』『官

房長官も広島のあの校長さんの話題を折に触れ挙げ』

ている事実の指摘」〉、第７に「けれども、やはりこれ

までの学習指導要領により根拠を与えて、学校の中で

強制化を強める中身になってくるのではないかという

危惧感を絶えず持っているわけでございますが、その

辺は局長いかがですか」と質問した〈（g）「法制化後

は『これまでの学習指導要領により根拠を与えて、学

校の中で強制化を強める中身になってくる』か否かを

問う質問」〉。

　これに対して答弁に立った辻村政府委員は、「今回

のこの法律によりまして、これまで慣習等として扱わ

れてまいりましたこの国旗・国歌等につきまして成文

法としてその根拠が明確に位置づけられるという、こ

れは大きな意義を持っているものだと思います〈（a）

「法制化は『慣習等』が『成文法としてその根拠が明

確に位置づけられるという』『大きな意義を持ってい

る』という認識の表明」〉。

　しかし、現在学習指導要領で規定をしておりますの

は、そうした根拠云々ということではございませんで、

そうした国旗・国歌についてどのようにこれを扱うか、

子供たちに正しい理解を促す、そうしたことが学習指

導要領に書かれているわけでございます〈（b）「『現在

学習指導要領で規定』しているのは『根拠云々という

ことではございませんで』『国旗・国歌についてどの

ようにこれを扱うか、子供たちに正しい理解を促す』

ことであるという認識の表明」〉。

　その国旗・国歌について根拠が明確になるという

ことは大変大きな意義のあることでございますけれど

も、学習指導要領上この国旗・国歌についての指導の

扱いを変える、こういう必要はないのではないか、こ

んなふうに考えております」と応じた〈（c）「『学習指

導要領上この国旗・国歌についての指導の扱いを変え

る』『必要はない』という認識の表明」〉。

（10）濱田委員の10回目の質疑の概要

　10回目の質疑の冒頭で濱田委員は、「君が代の」「問

題に、時間がございませんので移っていきたい」と述

べて話題を転換し、これに続けて第１に学校現場に

おける君が代の「君」の意味の教え方についてとりあ

げ、「あるときには校長先生が、君が代の『君』はあ

なたたちという意味ですよと教えなさいということも

言われました。そのときそのときの場所で勝手な解釈
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がなされている、そういう場面に何回も何回も出会っ

てきた」経験を述べ〈（a）「『君が代の「君」はあなた

たちという意味』に教えることが校長から求められた

経験談の開陳」、（b）「教育現場では『そのときその

ときの場所で勝手な解釈がなされている』経験談の開

陳」〉、第２に君が代の「君」の意味が「政府見解で象

徴天皇というふうに置きかえられている」「が、旧帝

国憲法下での天皇の世の中ということの意味合いとほ

とんど変わってはいないというふうに思って」いると

述べ〈（c）「君が代の君の意味は『政府見解で象徴天

皇というふうに置きかえられている』『が、旧帝国憲

法下での天皇の世の中ということの意味合いとほとん

ど変わってはいない』という認識の表明」〉、第３に

「国民主権をうたっている現憲法の中でこれをこのま

ま二十一世紀に引き継ぐのはどうなのか」と述べ〈（d）

「『国民主権をうたっている』現行憲法のもとで君が

代の『君』の意味を『旧帝国憲法下での天皇の世の中

ということの意味合いとほとんど変わってはいない』

『象徴天皇』『のまま二十一世紀に引き継ぐ』ことへの

疑問の提起」〉、最後に「仮に、先ほど申し上げたあな

たたち、国民全体という言葉にすべて変わっていくの

であれば、今の憲法の精神にのっとっているというふ

うにも言えるのじゃないかと思うんですが、その辺は

いかがでしょうか」と質問した〈（e）「君が代の『君』

の意味を『国民全体』と解することが『今の憲法の精

神にのっとっている』とする自説に対する政府の見解

の表明を求める質問」〉。

  これに対して答弁に立った竹島政府委員は、「国民全

体とか象徴天皇のみとかいうことではなくて、君が代

とは、日本国民の総意に基づく天皇を日本国及び日本

国民統合の象徴とする我が国のことである、こういう

ふうに解釈するのが適当ではないかというのが政府の

見解でございます」と応じた〈（a）「『君が代とは、日

本国民の総意に基づく天皇を日本国及び日本国民統合

の象徴とする我が国のことである』とする答弁」〉。

（11）濱田委員の11回目の質疑の概要

　11回目の質疑で濱田委員は、「小学校の子供たちに、

この解釈を古今和歌集から云々というふうに低学年の

子供たちに教え込むというのはなかなか難しい点があ

るだろうと思う」〈（a）「小学校低学年の児童に君が代

の解釈を古今和歌集から説き起こして教えることの困

難さの指摘」〉、「仮に政府が今回答弁されたような形

で教えたとしても、子供たちの成長の過程において本

当にそうなのかという疑問も生まれてくる可能性があ

るというふうに思う」と述べたうえで〈（b）「児童生

徒の成長過程で君が代の解釈に対する疑問が『生まれ

てくる可能性』の指摘」〉、「そこで教師と子供たちが

いろいろディスカッションをしたりする、そういう教

育的な意味合いというものも見つけ出さなければなら

ないと思うんですが、そのときの指導のあり方という

のは、これは政府の新しい解釈どおりに文部省は教師

に教えよと言うのでしょうか」と質問した〈（c）「君

が代の解釈をめぐる教師と児童生徒のディスカッショ

ンがもつ『教育的な意味合い』の指摘と、そのディス

カッションを指導する教師に対する『政府の新しい解

釈』の拘束力の有無に関する質問」〉。

　これに対して答弁に立った辻村政府委員は、文部省

が各学校に示しているのは指導要領の解説に書かれて

いる４項目すなわち、「国旗・国歌がいずれの国にも

あるということ」、「国旗・国歌はいずれの国におい

てもその国の象徴として大切にされており、互いに尊

重し合うことが必要であること」、「我が国の国旗・国

歌は、長年の慣行により、日の丸が国旗であり、君が

代が国歌であることが広く国民の認識として定着し

ているということ」、「国歌君が代は、日本国憲法のも

とにおいては、日本国憲法において天皇を日本国並び

に日本国民統合の象徴とする我が国がいつまでも繁栄

するようにとの願いを込めた歌であるというその趣

旨」であり、「国が、ただいま文部省が示しておりま

すものはこれに尽きる」こと〈（a）「文部省が教師に

求めているのは指導要領の解説に書かれている４項目

すなわち『国旗・国歌がいずれの国にもあるというこ

と』、『国旗・国歌はいずれの国においてもその国の象

徴として大切にされており、互いに尊重し合うこと

が必要であること』、『我が国の国旗・国歌は、長年の

慣行により、日の丸が国旗であり、君が代が国歌であ

ることが広く国民の認識として定着しているというこ

と』、『国歌君が代は、日本国憲法のもとにおいては、

日本国憲法において天皇を日本国並びに日本国民統合
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の象徴とする我が国がいつまでも繁栄するようにとの

願いを込めた歌であるというその趣旨』であり、『国

が、ただいま文部省が示しておりますものはこれに尽

きる』旨の回答」〉、そして「子供たちの発達段階に応

じて国旗あるいは国歌というものの意義等をどのよ

うに教えていくか、これは、それぞれ教師が目の前に

いる子供たちを見ながら教えていただく、そのときの

基本的な視点と申しましょうか、柱として文部省は今

のようなものを示しているということである」と応じ

た〈（b）「『子供たちの発達段階に応じて国旗あるいは

国歌というものの意義等をどのように教えていくか』

『は、それぞれ教師が目の前にいる子供たちを見なが

ら教え』『そのときの基本的な視点』は、指導要領の

解説に書かれている４項目である旨の回答」〉。

（12）濱田委員の12回目の質疑の概要

　12回目の質疑で濱田委員は、「日の丸にしても君が

代にしても、法制化をすることによって、国や自治体、

そして民間問わず掲揚や斉唱という形が出てくると私

は思っているわけですが、そのことを国として強制し

たり義務化したりすることはないというふうに確約さ

せていただいてよろしいでしょうか」と質問した〈（a）

「法制化にともない国旗掲揚・国歌斉唱を『国として

強制したり義務化したりすることはない』ことの『確

約』を求める質問」〉。

　これに対して答弁に立った野中内閣官房長官は、「国

として強制したり、あるいは義務化することはござい

ません」と応じた〈（a）「法制化にともない国旗掲揚・

国歌斉唱を『国として強制したり、あるいは義務化す

ることはございません』という回答」〉。

（13）濱田委員の13回目の質疑の概要

　13回目の質疑で濱田委員は、「学校現場での強制は

いかがですか」と質問した〈（a）「国旗掲揚・国歌斉

唱の『学校現場での強制』が行われないことの確約を

求める質問」〉。

　これに対して答弁に立った辻村政府委員は、「先ほ

どにも御答弁申し上げたわけでございますけれども、

学習指導要領によりましてこれまで指導してまいって

いるわけでございますが、その扱いを今回の法案に関

連いたしまして変える、変更する必要はないのではな

いか、こんなふうに思っております」と応じた〈（a）「『今

回の法案に関連いたしまして変える、変更する必要は

ないのではないか、こんなふうに思っております』と

いう回答」〉。

（14）濱田委員の14回目の質疑の概要

　14回目の質疑で濱田委員は、第１に「今慣習的に定

着をしているという君が代と日の丸」について「二十

年近く前」には「祝日に、特に田舎ではどの家に旗が

立っているかという調査をするところ」や、「一緒に

何かの儀式に出て、だれが歌っている歌っていないと

いうことを調査して、それを吹聴するところ」があっ

たと述べ〈（a）「『二十年近く前』には国旗掲揚・国歌

斉唱の遂行者と回避者を『調査して、それを吹聴する

ところ』があったとする経験談の開陳」〉、第２に、「私

は、今回のこの法制化が、こういう歴史的に共同生活

を続けてきている日本のとてもいい部分と、共同生活

という意味で隣の人が同じことをしなければいけない

というような生活の状況を強いてくる、そういう形の

中で、この法制化された日の丸や君が代が位置づけら

れることのないように願いたいものだというふうに思

っております」と述べ〈（b）「『共同生活という意味で

隣の人が同じことをしなければいけないというような

生活の状況を強いてくる』『中で、この法制化された

日の丸や君が代が位置づけられることのないように願

いたい』という意見の表明」〉、第３に「そういう意味

では、お聞きするところによると、この内閣委員会、

そう多くの論議ができないようにも聞いております。

その危惧感を表明して、私たちは国民のもっと幅広い

論議というものをやっていく必要があるというふうに

申し上げて、質問を終わりたいと思います。ありがと

うございました」と述べて質疑を終了した〈（c）「内

閣委員会で『そう多くの論議ができない』ことへの

『危惧感』の『表明』、（ｄ）『国民のもっと幅広い論議』

の『必要性』の指摘」〉。この発言に対する政府側答弁

はなかった。

　濱田委員の発言に続き二田孝治委員長が散会を宣言

し午後６時24分に平成11年７月１日開催の内閣委員会

は散会した。
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1-7-2　濱田健一委員の質疑と政府側答弁の内容に対

する考察

1-7-2-1質疑（１）～（４）「国旗掲揚・国歌斉唱の『場

の設定』」について

　最初の質疑で濱田委員は、（a）「国民の間には日の丸・

君が代に対する複雑かつ多様な思いがあるという感懐

の表明」、（b）「国旗・国歌法制化に関する国民的議論

の不在、延長国会での唐突な法案提出、内閣総理大臣

の法制化に対する態度の揺れによって露呈されている

『法制化の正当性、目的のあいまいさ』の指摘」、（c）「『幅

広い国民的な論議をもっともっと積み重ねる必要』性

を論拠とする『性急な法制化』反対論の表明」、（d）「『今

まで日本に国旗及び国歌と言われたものが存在したの

かどうか』を問う質問」を行った。これに対して答弁

に立った竹島一彦政府委員（内閣総理大臣官房内政審

議室長）は、（a）「『江戸時代の末期ないしは明治から

日本において国旗及び国歌が存在している』とする認

識の表明」で応じた。

　２回目の質疑で濱田委員は、（a）「『今まさに存在する』

国旗・国歌を『新たに法として制定しなければならない』

理由を問う質問」をおこなった。これに対して答弁に

立った竹島政府委員は、（a）「『なぜ今回法制化という

ことになったか』『は、先ほど来官房長官が答弁されて

いるとおり』であるとする回答」で応じた（８）。

　３回目の質疑で濱田委員は、（a）「日の丸・君が代

が国旗・国歌として『国民の間に慣例的に、習慣的に』

定着していることの例示を求める質問」をおこなった。

これに対して答弁に立った野中広務内閣官房長官は、

（a）「日の丸・君が代に関する世論調査結果への再言

及」、（b）「村山富市第81代内閣総理大臣が本会議にお

いて『日の丸・君が代を私は尊敬をし、これからもや

っていきたいという発言』をしたことが『一、二の例

としてはまことに大き』い旨の回答」で応じた。

　４回目の質疑で濱田委員は、（a）「オリンピックや

自治体の集会のような『場の設定』での国旗掲揚・国

歌斉唱ではなく、国民の日常生活の中での日の丸・君

が代の『慣習法としての定着』を示す例の提示を求め

る再質問」をおこなった。これに対して答弁に立った

竹島政府委員は、（a）「国民が個人として国旗を掲揚

するのは『最近は希有なこと』であるとする認識の表

明」、（b）「スポーツ・イベントにおける国旗掲揚・国

歌斉唱は『ますます機会が増えている』とする認識の

表明」、（c）「国民の中における定着を反映した行動と

しては、スポーツ・イベントでの『国旗なり国歌との

国民の接し方ということの方が今は大きい』とする認

識の表明」で応じた。

1-7-2-1-1「性急な法制化反対論及びその論拠としての

幅広い国民的論議の必要性論」について

　１回目から４回目までの質疑と答弁を整理するとつ

ぎのようになる。第１は、国旗・国歌が既に存在する

かという問いと、存在するという回答。第２は、既に

存在する国旗・国歌を法制化する理由は何かという問

いと、理由は説明済みであるという回答。第３は、既

に存在していたとされる国旗・国歌が慣例的・習慣的

に国民の間に定着していることの例証はあるかという

問いと、国旗・国歌として適当なのは日の丸・君が代

であるとする世論調査結果ならびに日の丸・君が代に

好意的な村山富市内閣総理大臣（当時）の発言がある

という回答。そして第４は、国民が催事の主催者によ

る「場の設定」を前提として客体化された観衆として

の立場から催事の主催者の求めに応じて催事の主催者

による国旗掲揚を受動的に観覧したり催事の主催者に

よる国歌斉唱の求めに応じて受動的に唱和するのでは

なく、日常生活のなかで自発的ないし能動的に国旗掲

揚・国歌斉唱を行う例はあるかという問いと、国民の

間での国旗掲揚・国歌斉唱の定着とは、もっぱら催事

における受動的な観覧・唱和であり、国民が主体的・

能動的に国旗掲揚を行うのは「希有なこと」であると

いう回答である。

　これらのやりとりのうち、この日の委員会審議には

じめて登場したのは３回目の質疑応答に含まれる村山

富市内閣総理大臣（当時）の発言への言及、そして４

回目の質疑応答に含まれる「場の設定」の有無を手が

かりとする国民の間での国旗掲揚・国歌斉唱の意味に

かかわるやりとりである。村山元総理の発言の意味を

めぐる論争については、次の「日の丸」の項で再び登
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場することになるのでその際に触れることとし、ここ

では国旗掲揚・国歌斉唱の「場の設定」をめぐるやり

とりについて検討する。

　国旗を論じ国歌を論じる視点と国旗掲揚を論じ国歌

斉唱を論じる視点は区別されなければならない。国旗

を何にし国歌を何にするかは、そのアイデアをたとえ

ば今回の法案のように文章で明らかにすればよい。し

かし、国旗掲揚がどのように行われるか、国歌斉唱が

どのように行われるかについて明らかにするために

は、それらの行為が憲法で保障された人権を侵害しな

い範囲を明らかにする「場の設定」を避けて通るわけ

にはいかない。論理的には、国旗を論じ国歌を論じる

視点は国旗掲揚を論じ国歌斉唱を論じる視点を包含す

る。しかし敢えて国旗を論じ国歌を論じる視点が国旗

掲揚を論じ国歌斉唱を論じる視点を回避して展開され

る場合もある。この委員会における政府の立場がそれ

である。

　国旗掲揚を論じ国歌斉唱を論じる視点は、国旗が掲

揚される場合の国旗にあたる旗は何か、国歌が斉唱さ

れる場合の国歌にあたる歌は何か、という問題設定を

含みつつ、同時に、誰が行為し、誰が行為しないか、

行為の性質としての主体性と受動性はどのように区別

されるのか、行為する場合にはどのように行為するか、

という問題設定をもその視野に含みうる。この委員会

に提出されている内容の国旗・国歌法を提案する行為

もまた、その行為に国旗を論じ国歌を論じる視点と国

旗掲揚を論じ国歌斉唱を論じる視点をともに含むこと

が可能である。しかし、この委員会が検討している法

案に対する政府の姿勢は、国旗・国歌を何にするかを

定めることを目的とする法を提案しているという姿勢

である。

　法案の内容には、国旗・国歌の使われ方という要素

が含まれていないのであるから、法案提出の趣旨もま

た、国旗・国歌の使われ方を一切含まず、それゆえ国旗・

国歌の使われ方を一切変更しないという外観をとるこ

とが可能である。しかし、国旗・国歌を何にするかを

定めることを目的とする法を提案しようとすれば、そ

の前提となるべき国旗と国歌について論じる視点から

の議論が噴出することは避けられない。その避けられ

ないはずの道程を避けるには、国旗・国歌を何にする

かを定めることの前提となるべき国旗と国歌について

の議論は既に済んでおり、国旗・国歌を何にするかを

定めることだけが残された道程である外観を装う以外

にはない。こうして国旗・国歌の用途に関する立法事

実は外縁に追いやられ、何が国旗・国歌であるか、何

が国旗・国歌にふさわしいかに関する立法事実が強調

されることになる。

　このように考えてくると、濱田委員が性急な法制化

に反対し、幅広い国民的論議の必要性を説いたのは適

切な主張であったことがわかる。なぜなら政府は国旗

国歌について論じるうるさまざまな視点からただひと

つ国旗国歌の存在形態を取り出して立法の対象とする

法案を提出することで、国旗国歌の使用形態に関する

議論を排除し、国旗国歌の使用形態の多様性に由来す

る国民の意見に耳を傾ける「国民的論議」を避けたか

らである。

1-7-2-1-2「日の丸・君が代の国旗・国歌としての定着」

について

　そのような政府の姿勢に対して、濱田委員がおこな

った国旗掲揚・国歌斉唱の「場の設定」に関する質問

の背後には、この法案が国旗掲揚・国歌斉唱を「行う」

こととどのような関係をもち、どのような論点を含む

かを考える視点があることを見て取ることができる。

濱田委員のここでの質疑では、国旗掲揚・国歌斉唱が

国民の日常生活のなかで自宅ないしその周辺において

自発的に行われるという「場の設定」、自治体の集会

でおこなわれるという「場の設定」、そしてオリンピ

ックなどのスポーツ・イベントにおいておこなわれる

という「場の設定」が取り上げられており、さらに後

続の質疑では教育の場という「場の設定」も取り上げ

られている。

　濱田委員は「場の設定」が映し出す国旗掲揚・国歌

斉唱行為の多様性と「自発性ないし能動性」の有無が

映し出す国旗掲揚・国歌斉唱行為の多様性を国民の前

に示している。それゆえ濱田委員の質疑は、それらの

多様な状況ごとに、それらの状況に応じて、国旗・国

歌法制化の意義を問うことの重要性を示す結果となっ

ている。同時に、「自発性ないし能動性」の有無に対
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する濱田委員の着眼は、国民が主体的・能動的に国旗

掲揚を行うのは「希有なこと」であるという政府側答

弁を引き出すことに成功している。その成功は、政府

がいう国民の国旗掲揚・国歌斉唱がもっぱらスポーツ・

イベント等において催事の主催者が行う国旗掲揚を受

動的に観覧したり、催事の主催者による国歌斉唱の求

めに応じて受動的に唱和したりすることであることを

明らかにした。さらにその成功は、そのような受動的

な観覧・唱和が国民の間に日の丸・君が代と国旗・国

歌の意味的結びつきの意識をどのような内容の意識と

して形成してきたかを問うという課題の存在を知らせ

ている。

　国旗掲揚・国歌斉唱は、いずれも人が国旗を掲揚す

る行為、国歌を斉唱する行為を前提とする。もちろん

集団や組織もそれぞれの集団や組織を構成する人の国

旗掲揚行為、国歌斉唱行為を通じて国旗を掲揚し国歌

を斉唱する。この場合、集団や組織の行為を自然人の

為しうる行為の延長線上に位置づけて捉え、集団や組

織の行為が自然人の行為の延長と捉えられる限りにお

いてそれらを自然人の行為と同列に論じることが可能

である場合はある。しかし、人が国旗を掲揚し国歌を

斉唱する行為と、集団や組織が国旗を掲揚し国歌を斉

唱する行為とを常に同列に論じることができるわけで

はない。国民が個人として国旗を掲揚するのは『希有』

であるという政府側答弁者の認識は、国旗掲揚が大方

の国民の間では自発的な行為として観察されなくなっ

ているという認識を表明したものであり、国民の間に

おける国旗の扱い方に関する慣習法には、かつては掲

揚が含まれていたが、既にこの時点では含まれていな

いという認識を採用していたことが明らかにされたの

である。

1-7-2-2質疑（５）～（９）「日の丸」について

　５回目の質疑で濱田委員は、（a）「政府側答弁が不

十分であることに対する不満の意の表明」、（b）「『思想、

信条の自由、内心の自由』『を守っていくためには』『も

う少し時間をかけて論議しなければならない』という

主張の表明」、（c）「大日本帝国憲法の中で国が日の丸

を国旗と定めた事実がないことの確認を求める質問」

をおこなった。これに対して答弁に立った竹島政府委

員は、（a）「大日本帝国憲法が成立する以前に、『太政

官布告による商船規則によって商船が掲げるべき日本

の国旗が定められた』事実はあるが、大日本帝国憲法

のもとで大日本帝国議会が日の丸を日本の国旗と定め

た事実はないことの確認」で応じた。

　６回目の質疑で濱田委員は、（a）「大日本帝国憲法

下でも国旗の法制化を『人間の内心にかかわる問題で

あるという認識がやはりあったのじゃないかというふ

うに思う』旨の見解の提示」、（b）「日の丸が『侵略の

シンボルとなったことは忘れてはならない』旨の見解

の提示」、（c）「村山元総理の発言には『侵略戦争や植

民地支配』『への反省の意』が『にじんでいた』とす

る見解の提示」、（d）「侵略戦争や植民地支配への反省

の意を『国の総意として』国会で決議すべき『時期に

来た』とする自身の見解に対する政府の意向を問う質

問」をおこなった。これに対して答弁に立った野中内

閣官房長官は、（a）「戦後五十年の際に出された『当

時の村山内閣総理大臣』『談話は』『アジア諸国に多く

の傷跡を残してきたことを』『反省の糧としていかな

くてはならない』という趣旨であるという認識の表明

とかかる認識を前提として『新しい憲法下における我

が国のありようと新しい世紀に対する我が国のあるべ

き姿を明確にしておくべきであろうと考えた』ことが

法案提出の理由であるとする説明」で応じた。

　７回目の質疑で濱田委員は、（a）「『文部省所管の法

律の中に、日の丸を国旗として掲揚させるための現行

法があるかないか』を問う質問」をおこなった。これ

に対して答弁に立った辻村哲夫政府委員（文部省初

等中等教育局長）は、（a）「文部省所管の法律の中に、

日の丸を国旗として掲揚させるための現行法はない旨

の答弁」で応じた。

　８回目の質疑で濱田委員は、（a）「学校現場の混乱

が委員会審議で話題とされていることへの言及」、（b）

「日の丸を掲揚させなければならない現行法はない旨

の政府側答弁への言及」、（c）「学校教育において日の

丸を掲揚する指導の根拠を問う質問」をおこなった。

これに対して答弁に立った辻村政府委員は、（a）「小

中高等学校教育においては学校教育法の委任を受けた

学校教育法施行規則の委任を受けた学習指導要領のな
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かに国旗・国歌についての扱いが規定されており、そ

の規定に沿って国旗・国歌等についての指導が行われ

ている旨の答弁」で応じた。

　９回目の質疑で濱田委員は、（a）「中央教育審議会

が答申の中で学習指導要領の弾力運用を『盛んに言っ

て』きた事実の指摘」、（b）「『地方分権の動き』とい

う事実の指摘」、（c）「『教育の場においてこの日の丸

の問題が押しつけ的に実行されることがあってはなら

ない』旨の意見の提示」、（d）「村山元総理の発言には

『教育の場においてこの日の丸の問題が押しつけ的に

実行されることがあってはならない』旨が含まれてい

るとする指摘」、（e）「『日の丸の持っていた戦前のイ

メージ、そして戦後のイメージ』『もしっかりと教育

的に教えなければならない』旨の意見の提示」、（f）「『や

やもすると卒業式、入学式のところだけがクローズア

ップされているという状況の中で』『官房長官も広島

のあの校長さんの話題を折に触れ挙げ』ている事実の

指摘」、（g）「法制化後は『これまでの学習指導要領に

より根拠を与えて、学校の中で強制化を強める中身に

なってくる』か否かを問う質問」をおこなった。これ

に対して答弁に立った辻村政府委員は、（a）「法制化

は『慣習等』が『成文法としてその根拠が明確に位置

づけられるという』『大きな意義を持っている』とい

う認識の表明」、（b）「『現在学習指導要領で規定』し

ているのは『根拠云々ということではございませんで』

『国旗・国歌についてどのようにこれを扱うか、子供

たちに正しい理解を促す』ことであるという認識の表

明」、（c）「『学習指導要領上この国旗・国歌について

の指導の扱いを変える』『必要はない』という認識の

表明」で応じた。

1-7-2-2-1「日の丸」について問われるべきこと

　濱田委員は「日の丸」について問われるべきことと

して第１に「思想、信条の自由、内心の自由」、第２

に「侵略のシンボル」、第３に「国旗として掲揚させ

るための現行法」、第４に「学校教育において日の丸

を掲揚する指導の根拠」、第５に学校教育における「日

の丸」の「押しつけ」、第６に学校教育における「日

の丸の持っていた戦前のイメージ、そして戦後のイメ

ージ」教育の必要性、第７に学校教育における法制化

後の「強制化」の強化、等を挙げた。

　第１の「思想、信条の自由、内心の自由」と日の丸

との関係について、濱田委員は、大日本帝国憲法のも

とで、日の丸が国旗として法制化されなかった事実を

政府側答弁によって確認した上で、法制化されなかっ

た事実が「思想、信条の自由、内心の自由」を守るた

めの配慮に基づくものであったのではないかとする憶

測を述べている。しかし、濱田委員は、大日本帝国憲

法のもとで、日の丸が国旗として法制化されなかった

事実が「思想、信条の自由、内心の自由」を守るため

の配慮に基づくものであったことの裏付けを一切行っ

ていない。それゆえ、「思想、信条の自由、内心の自由」

「を守っていくためには」「もう少し時間をかけて論議

しなければならない」という濱田委員の主張には憶測

以外の根拠が見あたらない。そのような主張が不適切

であることは明らかである。そもそも大日本帝国憲法

のもとにおかれた当時の臣民の権利との関係で日の丸

の法制化がどのような配慮のもとに実行されなかった

かは歴史的な探求課題ではあるとしても、それを日本

国憲法のもとで提出されている法案と国民の「思想、

信条の自由、内心の自由」の保障との関係を考えるた

めの素材として用いる際には、それぞれの憲法体制の

もとでの権利の性質の相違に関する適切な説明が行わ

れるべきであり、そのような配慮を欠いた発言は適切

ではなかった。濱田委員は、「思想、信条の自由、内

心の自由」の保障という主題に言及するからには、大

日本帝国憲法における臣民の権利の保障の問題として

ではなく日本国憲法のもとでの国民の権利の保障の問

題として、みずからの見解を表明することで国会議員

としての職責を果たすことが期待されていたのではな

いであろうか。

1-7-2-2-2「侵略のシンボルと日の丸」について

　第２の「侵略のシンボル」と日の丸について、濱田

委員は、村山富市内閣総理大臣（当時）が「侵略戦争

や植民地支配」「への反省の意」をにじませていたと

する見解を示した。この発言からは、野中広務内閣官

房長官が日の丸の国民の間での定着の例として村山元



－ 52 －

第 145 回国会における国旗国歌法案審議の分析（６）

総理の発言を挙げることで、村山元総理を国旗国歌法

案の正当性のシンボルとして利用しようとした試みを

濱田委員が引き戻そうとしている様子を見て取ること

ができる（９）。それは、村山元総理の発言が官房長官の

意味づけによって、日の丸・君が代の国旗国歌として

の定着のシンボルとされた事態を前にした濱田委員

が、村山元総理を国旗国歌強制反対のシンボルとする

ことで、村山元総理を官房長官の意味づけとはことな

る意味のシンボルにするための発言であったといえよ

う。個々の言葉が意味を生み出すように言葉と言葉の

組み合わせから織り出される発言はその発言の発話者

に、その言葉の意味の記号的表現としての機能を付与

する（10）。まさに、ここでは野中内閣官房長官と濱田委

員が村山元総理をそれぞれ自分に好都合な記号的表現

にすべく奪い合うコミュニケーション闘争を展開して

いたのであり、野中内閣官房長官による村山元総理の

発言の引用が作為的な部分引用であった分だけ、野中

内閣官房長官よりも濱田委員の側に理があるのだが、

それは、野中内閣官房長官によって隠された村山元総

理の発言を透視できる立場にあるものにしか判断のつ

かないことである。もとより誰もがそのような透視を

行える立場にあるわけではない。その意味においては、

国会と国民を媒介するジャーナリストの役割は大き

い。なぜなら国民に代わり国民の知る権利に奉仕する

ことこそジャーナリストの使命であるからである。

1-7-2-2-3「学校における日の丸掲揚の〈仕組み〉」に

ついて

　第３の論点である「文部省所管の法律の中に、日の

丸を国旗として掲揚させるための現行法があるかない

か」、第４の論点である「学校教育において日の丸を

掲揚する指導の根拠」、そして第５の論点である学校

教育における「日の丸」の「押しつけ」は相互関連的

である。結論からいえばこれらの質問は政府を利する

ことになった。７回目の質疑で濱田委員は「法律」と

いう表現を用いた。濱田委員が考え抜いた上で意図的

に「法律」という表現を選択したのか否かは明らかで

ないが、政府側答弁者は濱田委員が用いた「法律」と

いう表現に呼応するかたちで、質問の趣旨にかなう「法

律」はない旨の答弁をすることができた。もしも濱田

委員が、日の丸を国旗として掲揚させる〈仕組み〉に

ついて質問していたらどうであったろうか。濱田委員

が、〈仕組み〉という枠組みのなかに「法律」その他

の手段を位置づけていたとすれば、７回目の質疑でそ

のような法律がないことを知らされ、８回目の質疑で

「日の丸を国旗として掲揚させるための」〈仕組み〉を

知らされたあとの９回目の質疑で、「教育の場におい

てこの日の丸の問題が押しつけ的に実行されることが

あってはならない」旨の意見を提示するだけで終わら

せることにはならなかったのではないであろうか。み

ずからが政策形成者でもあり政策形成監視者でもある

国会議員に期待されていることは、みずからの主張を

表明するにとどまらず、その主張が実現されるための

道筋について議論することである。

　しかし実際には、濱田委員は、７回目の質疑におけ

る「『文部省所管の法律の中に、日の丸を国旗として

掲揚させるための現行法があるかないか』を問う質問」

と８回目の質疑における「学校教育において日の丸を

掲揚する指導の根拠を問う質問」の後の政府側答弁「小

中高等学校教育においては学校教育法の委任を受けた

学校教育法施行規則の委任を受けた学習指導要領のな

かに国旗・国歌についての扱いが規定されており、そ

の規定に沿って国旗・国歌等についての指導が行わ

れている旨の答弁」を聞いた時に、彼自身が７回目の

質疑においておこなった「『文部省所管の法律の中に、

日の丸を国旗として掲揚させるための現行法があるか

ないか』を問う質問」に立ち戻ることはなかった。

　政府側答弁にあるように、小中高等学校教育におけ

る国旗・国歌の扱いは、学校教育法の委任を受けた学

校教育法施行規則の委任を受けた学習指導要領のなか

に「二重の委任」を経て埋め込まれているのであるか

ら、政策形成者でもあり政策形成監視者でもある国会

議員に期待されていることは、「教育の場においてこ

の日の丸の問題が押しつけ的に実行されることがあっ

てはならない」という主張が、学校教育法の委任と、

学校教育法施行規則の委任という「二重の委任」によ

って空しくされないための手段・方法に関する議論を

提起することではなかったのであろうか。



－ 53 －

「人間科学」第 28 巻　第２号（2011 年３月）

1-7-2-2-4「日の丸教育」について

　濱田委員に〈仕組み〉を見透す観点が不十分であっ

たことは、第６の論点と第７の論点にも影を落として

いた。第６の論点すなわち学校教育における「日の丸

の持っていた戦前のイメージ、そして戦後のイメージ」

教育の必要性に関する意見の提示は、その前提として

学校教育における戦前・戦後の日の丸のイメージに関

する教育内容の現状分析を必要とするのであり、その

ような分析は、慣習法的定着論との関連において、教

育すなわち国が日の丸・君が代の定着の有無・程度に

どのような役割を果たす〈仕組み〉になっているかと

いう問題領域にわれわれを誘うに違いない。それこそ、

濱田委員が主張するように、時間をかけた国民的議論

が行われる際の重要な切り口となりえたはずの論点で

あった。

　第７の論点すなわち「法制化後は『これまでの学

習指導要領により根拠を与えて、学校の中で強制化を

強める中身になってくる』か否か」は、この委員会で

の審議に繰り返し登場する重要な論点である。辻村政

府委員の答弁は、第１に「慣習等」から「成文法」へ

と根拠が明確化されることが「大きな意義を持ってい

る」こと（11）、第２に学習指導要領で規定しているのは

国旗・国歌の「根拠云々」ではなく、「国旗・国歌に

ついてどのようにこれを扱うか、子供たちに正しい理

解を促す」こと、第３に「学習指導要領上この国旗・

国歌についての指導の扱いを変える」「必要はない」

ことである。

　濱田委員の質問の意図はどこにあったのだろうか。

濱田委員は、法制化後に学習指導要領が改訂されて、

国旗・国歌の扱いに関する「これまでの学習指導要領」

のもとでの「強制」よりも強い「強制」が求められる

ことになる事態を念頭に置いて質問していたのであろ

うか、それとも、法制化が「これまでの学習指導要領

により根拠を与え」る結果、これまでの学習指導要領

のもとでの「強制」よりも強い「強制」が求められる

ことになる事態を念頭に置いていたのであろうか、そ

れとも、「これまでの学習指導要領」のもとではおこ

なわれていなかった「強制」が法制化後にはじめて姿

を現すことになる事態を念頭に置いていたのであろう

か。

　答弁者である辻村政府委員は「学習指導要領上この

国旗・国歌についての指導の扱いを変える」「必要は

ない」と述べており、濱田委員は、この答弁に続く10

回目の質疑のなかで、この論点を再論していない。形

式的には濱田委員が辻村政府委員の説明を受け入れた

と理解する以外にないが本当にそうなのであろうか。

おそらく両者の見解は平行線を保ったままであるにち

がいない。それにもかかわらず濱田委員がその旨を言

明していないために、国民は濱田委員の真意について

推測を余儀なくされるか、判断を中止するかの選択を

せまられることになる。そもそも、濱田委員は学校現

場における「強制」を定義していないし、学校現場の

現状に関する濱田委員の発言は経験談の域を超えない

印象論であり、政策形成者・政策監視者として国民に

代わり国政調査権を行使し得る国会議員の職責を十分

に果たしていない。

1-7-2-3質疑（10）～（14）「君が代」について

　10回目の質疑で濱田委員は、（a）「『君が代の「君」

はあなたたちという意味』に教えることが校長から求

められた経験談の開陳」、（b）「教育現場では『その

ときそのときの場所で勝手な解釈がなされている』経

験談の開陳」、（c）「君が代の君の意味は『政府見解で

象徴天皇というふうに置きかえられている』『が、旧

帝国憲法下での天皇の世の中ということの意味合いと

ほとんど変わってはいない』という認識の表明」、（d）

「『国民主権をうたっている』現行憲法のもとで君が代

の『君』の意味を『旧帝国憲法下での天皇の世の中と

いうことの意味合いとほとんど変わってはいない』『象

徴天皇』『のまま二十一世紀に引き継ぐ』ことへの疑

問の提起」、（e）「君が代の『君』の意味を『国民全体』

と解することが『今の憲法の精神にのっとっている』

とする自説に対する政府の見解の表明を求める質問」

をおこなった。これに対して答弁に立った竹島政府委

員は、（a）「『君が代とは、日本国民の総意に基づく天

皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国のこ

とである』とする答弁」で応じた。

　11回目の質疑で濱田委員は、（a）「小学校低学年の
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児童に君が代の解釈を教えることの困難さの指摘」、

（b）「児童生徒の成長過程で君が代の解釈に対する疑

問が『生まれてくる可能性』の指摘」、（c）「君が代の

解釈をめぐる教師と児童生徒のディスカッションがも

つ『教育的な意味合い』の指摘と、その際の教師の指

導における『政府の新しい解釈』の拘束力の有無に関

する質問」をおこなった。これに対して答弁に立った

辻村哲夫政府委員（文部省初等中等教育局長）は、（a）

「文部省が教師に求めているのは指導要領の解説に書

かれている４項目すなわち『国旗・国歌がいずれの国

にもあるということ』、『国旗・国歌はいずれの国にお

いてもその国の象徴として大切にされており、互いに

尊重し合うことが必要であること』、『我が国の国旗・

国歌は、長年の慣行により、日の丸が国旗であり、君

が代が国歌であることが広く国民の認識として定着し

ているということ』、『国歌君が代は、日本国憲法のも

とにおいては、日本国憲法において天皇を日本国並び

に日本国民統合の象徴とする我が国がいつまでも繁栄

するようにとの願いを込めた歌であるというその趣

旨』であり、『国が、ただいま文部省が示しておりま

すものはこれに尽きる』旨の回答」、（b）「『子供たち

の発達段階に応じて国旗あるいは国歌というものの意

義等をどのように教えていくか』『は、それぞれ教師

が目の前にいる子供たちを見ながら教え』『そのとき

の基本的な視点』は、指導要領の解説に書かれている

４項目である旨の回答」で応じた。

　12回目の質疑で濱田委員は、（a）「法制化にともな

い国旗掲揚・国歌斉唱を『国として強制したり義務化

したりすることはない』ことの『確約』を求める質問」

をおこなった。これに対して答弁に立った野中内閣官

房長官は、（a）「法制化にともない国旗掲揚・国歌斉

唱を『国として強制したり、あるいは義務化すること

はございません』という回答」で応じた。

　13回目の質疑で濱田委員は、（a）「国旗掲揚・国歌

斉唱の『学校現場での強制』が行われないことの確約

を求める質問」をおこなった。これに対して答弁に立

った辻村政府委員は、（a）「『今回の法案に関連いたし

まして変える、変更する必要はないのではないか、こ

んなふうに思っております』という回答」で応じた。

　14回目の質疑で濱田委員は、（a）「『二十年近く前』

には国旗掲揚・国歌斉唱の遂行者と回避者を『調査し

て、それを吹聴するところ』があったとする経験談の

開陳」、（b）「『共同生活という意味で隣の人が同じこ

とをしなければいけないというような生活の状況を強

いてくる』『中で、この法制化された日の丸や君が代

が位置づけられることのないように願いたい』という

意見の表明」、（c）「内閣委員会で『そう多くの論議が

できない』ことへの『危惧感』の『表明』、『国民のも

っと幅広い論議』の『必要性』の指摘」をおこなった。

この発言に対する政府側答弁答はなかった。

1-7-2-3-1「君が代」について問われるべきこと

　濱田委員は「君が代」について問われるべきことと

して第１に「『君が代』の『君』の意味」、第２に「『君

が代』教育」、第３に「『君が代』の強制・義務化」、

第４に「内心の自由および表現の自由の保障」を挙げ

た。

　第１の「君が代の君の意味」について、濱田委員は、

教育現場において君が代の君の意味が統一されていな

いとする認識、君が代の君の意味は政府見解で象徴天

皇とされているとする認識、君が代の君は「旧帝国憲

法下での天皇の世の中ということの意味合いとほとん

ど変わってはいない」とする認識、君が代の君の意味

を現状のまま21世紀に引き継ぐことには問題があると

する認識、君が代の君の意味は「国民全体」と解する

ことが「今の憲法の精神にのっとっている」とする認

識を示し、政府の見解を質したが、政府側答弁者は「君

が代の君の意味」について答弁することなく、「君が代」

の意味についての解釈を示した。

　「君が代の君の意味」については平成11年６月29日

の衆議院本会議において小渕恵三内閣総理大臣（当時）

が説明している（12）。その説明のなかで、小渕総理（当

時）は「君が代」の意味についても説明しており、竹

島政府委員が「君が代の君の意味」について説明する

代わりに「君が代」の意味について説明した内容は小

渕総理（当時）の説明と同じ内容である。竹島政府委

員が、小渕総理（当時）の「君が代の君の意味」につ

いての説明をそのまま用いずに「君が代」の意味につ

いて説明し、小渕総理（当時）の「君が代の君の意味」
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についての説明を繰り返すことを避けなければならな

かった理由は不明である。それにもまして質問者であ

る濱田委員が自身の質問内容とは異なることがらにつ

いての答弁を受けているにも拘わらず、質問と答弁の

食い違いについて一切触れていない理由も不明であ

る。国会審議は国民のために国民に代わって行われる

べき作業であり、コミュニケーション当事者が自分た

ちの間のディス・コミュニケーションに気づかぬまま

に何事もなかったかのようにスムーズにやりとりをつ

づけていく姿を見せられている国民の不利益について

は指摘するまでもない。

1-7-2-3-2「『君が代』教育」について

　第２の「『君が代』教育」について濱田委員は、低

学年の児童に古今和歌集まで遡る「君が代」の政府解

釈を教える難しさを指摘し、児童生徒の成長と共に児

童生徒のあいだに「君が代」の政府解釈に対する疑問

が「生まれてくる可能性」を指摘し、「君が代の解釈

をめぐる教師と児童生徒のディスカッションがもつ

「教育的な意味合い」を指摘し、その際の教師の指導

における「政府の新しい解釈」の拘束力の有無につい

て質問した。政府側答弁者は、「子供たちの発達段階

に応じて国旗あるいは国歌というものの意義等をどの

ように教えていくか」「は、それぞれ教師が目の前に

いる子供たちを見ながら教え」、「そのときの基本的な

視点」は、指導要領の解説に書かれている４項目であ

る旨の回答で応じた。その４項目のうち濱田委員から

質問された「君が代」の解釈に関連する項目は「国歌

君が代は、日本国憲法のもとにおいては、日本国憲法

において天皇を日本国並びに日本国民統合の象徴とす

る我が国がいつまでも繁栄するようにとの願いを込め

た歌であるというその趣旨」を教えなければならない

という部分のみであり、そのような趣旨をどのように

教えるかという教授方法に関する濱田委員の質問に対

する回答は、教師が自分で考えるべきことだ、という

ことに尽きるだろう。

　「君が代」教育については、４番目に質疑を行った

藤村修委員も取り上げており、その際にも政府側答弁

者は「君が代」の歌詞の意味に関する質問を「君が代」

の意味に関する説明で代用し、教授法の責任主体を教

師の専門性に委ねた（13）。

　藤村修委員の質疑について分析を試みた際に指摘し

たことは、濱田委員の質疑にもあてはまる。政府は「君

が代」の歌詞からその意味を取り除いたうえで、国語

学的には「君が代」の歌詞に依拠しない新しい意味の

「君が代」を国歌とする提案をしているのであるから、

たとえ「君が代」の歌詞が歴史的には古今和歌集まで

遡るとしても、法制化後の「君が代」の意味を古今和

歌集から説き起こして説明することはできないのであ

る。政府に可能な選択は正直に「意味」の付け替えを

提案している旨を明らかにするか、それとも、たとえ

質問と答弁のすれ違いが誰の耳目にも明らかであると

しても、敢えてディスコミュニケーションを押し通す

かであった。すでにあきらかなように、政府が選択し

たのはディスコミュニケーションを選択する道であ

り、そのために国民は「意味」の付け替えに関する説

明を聞く機会を奪われたのである。

1-7-2-3-3「国旗掲揚・国歌斉唱の強制・義務化」につ

いて

　第３の「国旗掲揚・国歌斉唱』の強制・義務化」に

ついて、濱田委員は、法制化に伴う国旗掲揚・国歌斉

唱の強制・義務化の有無を質問し、政府側は、法制化

にともなう強制・義務化はおこなわない旨を回答した。

また、濱田委員は、法制化に伴い学校現場で国旗掲揚・

国歌斉唱が強制されないことの確約を求める質問をお

こない、これに対して政府側は「今回の法案に関連い

たしまして変える、変更する必要はないのではないか、

こんなふうに思っております」と回答した。

　政府側答弁が語っているのは、法制化がその効果と

して国旗掲揚・国歌斉唱を強制ないし義務づけること

はないが、学校現場における国旗掲揚・国歌斉唱につ

いては、これまでの学校現場での国旗掲揚・国歌斉唱

の在り方に関する政府の方針を「変更する必要はない」

という意思表示であり、学校現場において国旗掲揚・

国歌斉唱を強制ないし義務づけることはないという要

素は含まれていないのである。

　法制化にともなう強制ないし義務づけについては３
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番目に質疑を行った石垣一夫委員も取り上げていた。

石垣委員の質疑の分析を試みた際に述べたように、国

旗国歌法案は「それ自体として」誰かに国旗掲揚・国

歌斉唱を強制ないし義務づけることはないが、法制化

の「結果として」誰かに国旗掲揚・国歌斉唱を強制な

いし義務づけることがないわけではないこと、そして

そのような強制ないし義務づけの当面の対象とされて

いるのは教育現場であることが明らかであった。

　濱田委員のふたつの質問と政府側のふたつの回答

は、再びこの法制化が「それ自体」として直接的にも

たらす効果と「結果として」もたらす効果を透視する

大きな手掛かりを提供している。濱田委員は、国民一

般を対象とした法的効果と教育現場を対象とした法的

効果を区別して質問している点において、そのような

区別を立てることのなかった石垣委員の質疑よりも優

れていた。ただし、濱田委員が、そのような重大な手

掛かりを得たことを前提として適切に議論を展開した

様子は見られない。

1-7-2-3-4「内心の自由・表現の自由」

　濱田委員は、言葉を選びながら慎重に述べているが、

その意図するところは少数者の保護である。それは濱

田委員が最初の質疑の際に述べた「内心の自由」の保

障の要求であり、それは「表現の自由」の保障の要求

でもある。日本国憲法は国民が国との関係において内

心を脅かされたり故なく表現の自由を侵害されたりす

ることのない権利を保障している。また日本国憲法は

国民が、その信条により、「政治的、経済的又は社会

的関係において、差別されない」権利を保障している。

社会の統合のためのメカニズムの必要性と個人の自由

の拡大のためのメカニズムの必要性の間の調整はすべ

ての個人主義自由主義社会に共通する課題である。日

本国憲法が一方において国民の基本的人権を保障しつ

つ、日本国民「統合」の象徴を必要とするのもそのた

めである。それゆえ国旗国歌法案が個人の自由と社会

の統合という課題にたいしてどのような貢献をなしう

るかを説明することは国会の大きな課題である。衆議

院の委員会審議の初日の最後の発言において、未だ回

答されざる大きな課題の存在が示されたことは大きな

意味があるといえよう。

おわりに

　本稿は、第145回国会における国旗国歌法案審議の

うち衆議院内閣委員会における第1回審議において行

われた濱田健一委員の質疑と政府側答弁を検討の対象

とした。コミュニケーション学の視点からは第１に、

「場の設定」の有無を手がかりとする国民の国旗掲揚・

国歌斉唱「行為」の意味の探求が、外形上、国旗国歌

の法的「存在形式」のみを提案する国旗国歌法案に、

国民の「行為」と複雑に交錯する側面があることを明

らかにした点を挙げることができる。国旗国歌法案の

提案者が語らない国旗国歌法案の「意味」の発見は審

議コミュニケーションの大きな成果といえよう。

　第２に、「場の設定」を手掛かりとする濱田委員の

議論は、国民が個人として国旗を掲揚するのは『希

有』であるという政府側答弁を引き出すことで、政府

が用意した「慣習から成文法」へという構図に一石を

投じる結果となった。濱田委員の「場の設定」にもと

づく分析が政府の議論の粗雑さにまさった瞬間であっ

た。それは、政府が「慣習から成文法へ」という方略

を考案するのと引き替えに、国旗掲揚を「正統」（慣習）

とむすびつけ、国旗非掲揚を「異端」（逸脱）と結び

つける思考に陥っていたことを明らかにし、同時に国

民のあいだにおける国旗掲揚の「意味」の多様性と「自

発性」の有無を正統と異端ではなく等価値に捉える多

元的な視点こそ戦前と戦後を分ける現代的な有意性を

もつことが示される結果となった。

　第３に、侵略戦争と日の丸の関係をめぐる議論に際

し濱田委員と政府の間には村山元総理をそれぞれ自分

に好都合な記号的表現にすべく奪い合うコミュニケー

ション闘争が展開される様子がみられた。そこには表

象と意味を奪い合う政治的コミュニケーションのメカ

ニズムが端的に示されていた。

　第４に、「場の設定」で示された明晰さとは対照的に、

濱田委員には〈仕組み〉を見透す観点が不十分であっ

た。それは、学校教育法の委任と、学校教育法施行規

則の委任という「二重の委任」に関する政府側答弁を

前にした時の議論の途絶ならびに法制化後の「国旗・
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国歌教育」に関する政府側答弁を前にした時の議論の

途絶となって現れた。議論が継続されないことで追及

を免れる利益を得たのは政府であり、議論を聞く機会

を失う不利益を蒙ったのは国民であった。

　第５に、「君が代の君の意味」をめぐる議論に際し、

コミュニケーション当事者が自分たちの間のディス・

コミュニケーションに気づかぬ事態がみられた。それ

は国会審議が形骸化し内容空疎になる瞬間であった。

それが国民の不利益であることはいうまでもない。

（1） 拙稿、「第145回国会における国旗国歌法案審議の

分析（５）」『常磐大学人間科学部紀要　人間科学』

27巻２号2010年73-97頁。

（2） 審議内容は衆議院サイト（http://www.shugiin.

go.jp）で提供されている議事録「145-衆-内閣委員

会-11号」（ 会議日：平成11年７月１日）を参照した。

（3） この発言は、1994年７月18日ではなく1994年７月

20日に開催された衆議院本会議における「国務大

臣の演説に対する質疑」における羽田孜議員の質

問とそれに対する村山富市第81代内閣総理大臣の

答弁を指しているものと思われる。羽田孜議員が

「国旗・国歌についても、この際、見解を伺います。

この点については、さきの国会でも自由民主党か

ら強く指摘されたところでありました。いずれの

国でも、国民は国旗と国歌を誇りとして大切にし

ております。『定着しているからよいだろう』で

扱われるものではないと考えます。どうか総理御

自身も、国旗を掲揚され、国歌をさわやかに歌っ

てほしいと思います。明確な姿勢の表明を期待し

たいと思います。」と質したのに対して、村山富

市内閣総理大臣（当時）は、「国歌・国旗につい

ては、長年の慣行により、日の丸が国旗、君が代

が国歌であるとの認識が国民の間にも定着してお

り、私自身もそのことを尊重してまいりたいと思

っています。しかし、国旗の掲揚、国歌の斉唱に

ついては、本来強制すべきものではないと思いま

すが、羽田議員の御意見についてはよく承りまし

た。」と答弁したことを指していると思われる。（議

事録はインターネットのサイト国会会議事録検索

システム（http://kokkai.ndl.go.jp）に掲載されて

いるものを参照した）。

（4）［　］内は引用者の補足。

（5） ここでの委任は学校教育法（昭和22年３月31日法

律第26号）第20条（小学校）、38条（中学校）、43

条（高等学校）を指す。

（6） 学校教育法施行規則第２章小学校第２節教科（第

24条乃至第28条）に含まれる第25条は「小学校の

教育課程については、この節に定めるもののほか、

教育課程の基準として文部大臣が別に公示する小

学校学習指導要領によるものとする。」と定めて

いる。同施行規則第３章のうち教育課程に関係す

る第53条乃至第55条に含まれる第54条の２は「中

学校の教育課程については、この章に定めるもの

のほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公

示する中学校学習指導要領によるものとする。」

と定めている。同施行規則第4章高等学校第１節

設備、編制、学科及び教科のうち教育課程に関す

る第56条乃至第57条の４に含まれる第57条の２は

「高等学校の教育課程については、この章に定め

るもののほか、教育課程の基準として文部大臣が

別に公示する高等学校学習指導要領によるものと

する。」と定めている。

（7） 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（昭

和31年６月30日法律第162号）。

（8） この発言の直近の野中広務内閣官房長官の法制化

に関する趣旨説明は５番目の質疑者である西村眞

悟委員の10回目の質疑における次の答弁である。

　　　 「このたび法制化をすることにいたしましたこ

とは、従来国民の中に定着はしたとは申せ、慣

行的に定着をしてきたものでございますので、

明確に日の丸を国旗とし、それを日章旗と言

い、さらに、君が代を国歌とすることによって

根拠を明確にしたいと考えたところでございま

して、政府の意のあるところを御理解いただき

たいと思うわけでございます」（「第145回国会

における国旗国歌法案審議の分析（４）」『常磐

大学人間科学部紀要　人間科学』27巻１号2009

年35頁参照）。

　この発言に先立つ野中広務内閣官房長官の法制化に
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関する趣旨説明を順に遡ると次のようになる。

　① ４番目の質疑者である藤村修委員の５回目の質疑

における答弁。

　　 「二十一世紀を迎えることを一つの契機として、

成文法による根拠を明確に規定することが必要で

あるという認識をいたして、法制化をお願い申し

上げておるところでございます。法律という形式

で規定することによりまして、国旗が日章旗であ

り、かつ国歌が君が代であるということが極めて

明確になるということを考えておる次第でござい

ます。」（「第145回国会における国旗国歌法案審議

の分析（３）」『常磐大学人間科学部紀要　人間科

学』26巻２号2009年33頁参照）

　② ４番目の質疑者である藤村修委員の最初の質疑に

おける答弁。

　　 「日の丸・君が代が、長年の慣行によりまして、

それぞれ国旗・国歌といたしまして国民の間に広

く定着をしていることを踏まえまして、二十一世

紀を迎えることを一つの契機といたしまして、成

文法にその根拠を明確に規定することが必要であ

るとの認識のもとに法制化を図ることといたした

わけでございます」（「第145回国会における国旗

国歌法案審議の分析（３）」『常磐大学人間科学部

紀要　人間科学』26巻２号2009年32頁参照）。

　③ ３番目の質疑者である石垣一夫委員の19回目の質

疑における答弁。

　　 「あえてその動機を尋ねるならば、直接的な動機

は広島の」高校長の「あの痛ましい事件にあった

と私は思うわけでございます」（「第145回国会に

おける国旗国歌法案審議の分析（２）」『常磐大学

人間科学部紀要　人間科学』26巻１号2008年５頁

参照）。

　④ 質疑に先立ち野中広務内閣官房長官が行った提案

理由の説明は次のとおり。

　 　「このたび、政府から提案いたしました国旗及び

国歌に関する法律案について、その提案の理由及び

内容の概要を御説明申し上げます。

　 　我が国におきましては、長年の慣行により、日章

旗及び君が代が、それぞれ国旗・国歌として国民の

間に広く定着しているところであります。

　 　そこで、政府といたしましては、このことを踏ま

え、21世紀を迎えることを一つの契機として、成文

法にその根拠を明確に規定することが必要であると

の認識のもとに、この法律案を提出することとした

ものであります。」（「第145回国会における国旗国歌

法案審議の分析（１）」『常磐大学人間科学部紀要　

人間科学』25巻２号2008年26頁の註（６）参照）。

（9） 村山総理（当時）は、「国旗の掲揚、国歌の斉唱

については、本来強制すべきものではないと思い

ます」と述べた。前掲註（３）参照。

（10） ロラン・バルトは、フランス国旗に敬礼するアフ

リカ系フランス人の姿を描いたポスターの意味作

用を神話作用と読んだ。ここでは、野中内閣官

房長官の発言によって聞き手の脳裡に喚起され

る〈日の丸に敬礼する村山元総理の姿〉が神話作

用を発揮する。ロラン・バルトの神話作用につい

ては、ロラン・バルト著『神話作用』篠沢秀夫

訳、現代思潮社、1967年（原著Roland Barthes, 
Mythologies, 1957年）参照。

（11） 「慣習」から「成文法」へと根拠が明確化される

ことの意味に関する分析については、拙稿、「第

145回国会における国旗国歌法案審議の分析（４）」

『常磐大学人間科学部紀要　人間科学』27巻１号

2009年31-45頁、とくに35頁以下の「1-5-2-1 質疑

（１）～（５）『創設規定・確認規定論争』、『「日

の丸」の記号論』、『立法事実論争』について」を

参照。

（12） 平成11年６月29日に開催された第145回国会衆議

院本会議において、小渕恵三内閣総理大臣（当時）

は、君が代の「君」の意味に関する伊藤英成議員

の質問に次のようにこたえている。

　　「　君が代の『君』に関するお尋ねであります。

　　 　議員御指摘のように、君が代の歌詞は、平安時

代の古今和歌集や和漢朗詠集に起源を持ち、その

後、明治時代に至るまで祝い歌として長い間民衆
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の幅広い支持を受けてきたもので、この場合、君

が代の『君』とは、相手を指すことが一般的で、

必ずしも天皇を指しているとは限らなかったもの

と考えられます。

　　 　ところで、古歌君が代が、明治時代に国歌とし

て歌われるようになってからは、大日本帝国憲法

の精神を踏まえ、君が代の『君』は、日本を統治

する天皇の意味で用いられてまいりました。

　　 　終戦後、日本国憲法が制定され、天皇の地位も

戦前とは変わったことから、日本国憲法下におい

ては、国歌君が代の『君』は日本国及び日本国民

統合の象徴であり、その地位が主権の存する日本

国民の総意に基づく天皇のことを指しており、君

が代とは、日本国民の総意に基づき、天皇を日本

国及び日本国民統合の象徴とする我が国のことで

あり、君が代の歌詞も、そうした我が国の末永い

繁栄と平和を祈念したものと解することが適当で

あると考え、かつ、君が代についてこのような理

解は、今日、広く各世代の理解を得られるものと

考えております。」（議事録はインターネットのサ

イト国会会議事録検索システム（http://kokkai.

ndl.go.jp）に掲載されているものを参照した）。

（13） この部分については拙稿、「第145回国会における

国旗国歌法案審議の分析（３）」『常磐大学人間科

学部紀要　人間科学』26巻２号2009年31-46頁参

照。とりわけ教授法の責任主体が教師の専門性に

委ねられている点については39頁の「1-4-2-4質疑

（４）『教師に一任された小学生への「君が代」指

導法』について」、「君が代」の歌詞の指導につい

ては43頁の「1-4-2-9『君が代の歌詞の指導』につ

いて」を参照されたい。
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はじめに

　我が国においては、国内初のPFI（Private Finance 

Initiative）手法による刑事施設として山口県の美祢市

に美祢社会復帰促進センターが開所されて以来、島根、

兵庫、栃木の各県内にもPFI手法による社会復帰促進

センターが相次いで開所されている。これらの施設に

おいては、国とPFI事業者が協力して施設運営を行う

「官民協働」の方式が採用され、被収容者の行為の制

止や被収容者の拘束等の実力行使に代表されるような

刑罰権の行使に直接かかわる権力性・専門性の高い業

務については公務員である刑務官が実施し、その他の

業務について民間業者に委託するといった実務運用が

なされている。

　このように我が国の刑事施設の運用において「完全

民間化」を実施しない理由の１つとして、後述のとお

り「国家刑罰権」がしばしば指摘される。

　他方、我が国に先立って民営刑務所に関する法律を

制定した韓国においては、我が国同様、国家刑罰権を

前提とした行刑運営がなされているものの、民営刑務

所における民間職人による被収容者に対する実力行使

について、我が国とは異なる運営方法を採用している

状況にある。このような事実は、国家刑罰権に基づく

PFI（民営）刑務所運営に関する考察の一助となる視

座を提供するものであり、非常に興味深いものである

といえよう。

　

研究ノート

我が国及び韓国のPFI（民営）刑務所における被収容者に対する
実力行使に関する比較考察１ 

千手　正治
SENZU Masaharu

A Comparative Study on the Use of Physical Force to Prisoners in 
Private Prisons between Japan and South Korea

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　2008年度及び2009年度常磐大学課題研究助成。
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Ⅰ　我が国のPFI施設における状況

１　現行法の規定

　刑事施設における被収容者に対する直接的な実力

行使について、監獄法では戒具・武器の使用について

の規定を置くのみであり（監獄法第19条、20条）、刑

務官による実力行使に関する要件及び範囲について

は、判例及び実務上確立されていた２。しかしながら、

2005年に刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律

（以下「刑事施設法」とする）が成立し、受刑者に対

する実力行使について法律上規定されることとなった

（第54条）３。2006年には、刑事施設法が一部改正され、

「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」

（以下「刑事収容施設法」とする）と名称変更され、

未決拘禁者や死刑確定者の処遇等についても規定され

ることとなったが、被収容者に対する直接的な実力行

使については、刑事施設法における規定とほぼ同一の

内容である。

　刑事収容施設法第77条１項においては、「刑務官は、

被収容者が自身を傷つけ若しくは他人に危害を加え、

逃走し、刑事施設の職員の職務の執行を妨げ、その他

刑事施設の規律及び秩序を著しく害する行為をし、又

はこれらの行為をしようとする場合には、合理的に必

要と判断される限度で、その行為を制止し、その被収

容者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な

措置を執ることができる。」と規定されている４。

　また我が国において官民協働によるPFI施設運営の

根拠法となった構造改革特別区域法第11条１項３号に

おいても、民間事業者への委託事務について「被収容

者の行動の監視及び施設の警備（被収容者の行動の制

止その他の被収容者に対する有形力の行使を伴うもの

を除く。）」と規定されていた５。

　このように我が国の刑事収容施設法ならびに構造改

革特別区域法においては、民間職員による被収容者に

対する制止の措置等の直接的な実力行使について、こ

れを許容していない。刑事施設の民間への運営委託に

ついては、米国や英国等の例に見られるように、直接

的な実力行使等を含めた包括的な運営委託形式（「民

営刑務所型」、「英米型」などと称される）と、フラン

スやドイツの例に見られるように、施設の設計・建設

や維持管理、給食、洗濯、清掃、職業訓練などに限定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　監獄法時代における刑務官による実力行使については、鴨下守孝『改訂・増補　新行刑法要論』東京法令出版（2003
年）27－31頁。
３　「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」における刑務官による実力行使については、名取俊也＝南ゆり「刑
事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の概要」『法律のひろば』58巻８号（2005年）16頁参照。
４　「刑務官」については、「刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則」（平成十八年五月二十三日法務省令第
五十七号）において「刑務官は、刑事施設の職員であって、一般職の職員の給与に関する法律 （昭和二十五年法律
第九十五号）別表第四イ公安職俸給表（一）の適用を受ける法務事務官であるもののうちから指定する。」と規定
されており、国家公務員法に規定される一般職に属する職員であるので、刑務官に民間職員を含めて解釈すること
は、みなし公務員等の特別規定が存在しない限り、現行法令上は困難である。現行法では、「競争の導入による公
共サービスの改革に関する法律」（以下「公共サービス改革法」とする）第25条２項において、刑法等の罰則の適
用についてのみ、民間職員に対するみなし公務員規定が存在する。
５　現在では、刑事施設における民間事業者への業務委託については、公共サービス改革法第33条の3が根拠法とな
っており、これに伴い地域を限定せずに民間事業者への委託が可能となった。公共サービス改革法については、澤
田健一「公共サービス改革法の成立を受けて：刑事施設の官民協働の在り方」『刑政』120巻10号（2009年）58－62
頁、西田博「PFI刑務所の現状と公共サービス改革法による民間委託」『刑政』120巻11号（2009年）14－23頁、本
庄武「第二幕を迎えた刑事施設のおける民間委託：その意義と今後の展望」『刑政』120巻11号（2009年）24－37頁、
山本倫彦「地方公共団体の長による社会教育施設の管理および整備事務の実施が可能に：さらに刑事施設の被収容
者業務の一部に競争入札を導入」『時の法令』1839号（2009年）６－33頁、吉野智「公共サービス改革法の改正の
経緯とその概要：特区から全国への展開」『刑政』120巻10号（2009年）63－69頁、同「公共サービス改革法の活用
と今後の展望」『法律のひろば』62巻７号（2009年）51－55頁等参照。
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した運営委託方式（「混合施設運営型」、「大陸型」な

どと称される）の二通りがあると理解されているが６、

前述の通り、我が国においては直接的な実力行使につ

いて、公務員である刑務官に対してのみ認められてお

り、フランス、ドイツ等の混合施設運営型が採用され

ている。

　これらの立法の背景としては、国家刑罰権（もしく

は公権力の行使）の観点があるように思われる。たと

えば、第162回国会の衆議院内閣委員会における「構

造改革特別区域法の一部を改正する法律案」に対す

る質疑（2005年６月３）において、横田尤孝は「法務

省といたしましては、刑務所の事務は捜査や裁判とと

もに一連の刑事司法手続を構成するものでございまし

て、国家刑罰権の実現という、まさに主権の行使に直

接かかわるものでありますことから、民営化や包括的

な業務委託にはなじまないと考えました。しかし、そ

の一方で、刑務所では権力的な事務から非権力的な事

務まで幅広い事務を行っておりまして、このうち、受

刑者の身体、財産を直接侵害する実力行使や、受刑者

に対して直接に義務を課し、または権利を制限する処

分を伴う事務といった、およそ民間委託にはなじまな

い事務以外につきましては、PFI手法の活用も含めた

民間への部分的な業務委託は可能であると考えまし

て」と回答しており７、権力性の強い業務については

国家刑罰権の観点から民間に委託すべきでないとの考

えを示唆している。また、鴨下守孝も、「わが国では、

法律上、刑罰権は国家の専権事項となっており、行刑

も、国家のみがその執行権限を有するものとされてい

るという本質的な問題がある。したがって、行刑施設

は国営の施設であり、その行刑施設の運営管理ならび

に被収容者の収容及び処遇は、国が全責任を持って行

わなければならない。このような行刑業務を私法的契

約によって民間事業者に全面的に委ねることはできな

いのであって、イギリスやアメリカで行われているよ

うな『完全民営化』は採用できないと考える」と主張

する。

　しかしながら一方で、被収容者の行動の監視及び施

設の警備については民間委託の対象とされており、直

接的な実力行使は予定されていないものの、保安関連

業務の一部について民間に委託することについて法律

上予定されている点については留意すべきである。

２　実務の状況

　法務省は、2004年１月27日に「PFI手法による新設

刑務所の整備・運営事業基本構想」を発表し、「戒具

の使用（監獄法第19条）、武器の使用（監獄法第20条）、

逃走した在監者の逮捕（監獄法第23条）、懲罰を科す

こと（監獄法第59条以下）、接見及び信書の発受の許

否の処分（監獄法第45条以下）など、監獄法令上、収

容の目的を達成するために、直接に義務を課し、若し

くは権利を制限する処分，又は身体・財産に実力を加

えて行政上必要な状態を実現させようとする行為を伴

う業務」について、公務員である刑務官が実施するこ

とを明記しており、民間職員による被収容者に対する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
６　徳永光「刑事施設の民営化」菊田幸一＝海渡雄一編『刑務所改革：刑務所システム再構築への指針』日本評論
社（2007年）251頁、藤本哲也「諸外国におけるPFI（民営）刑務所の試み」『刑政』119巻10号（2008年）17頁、
吉野智「PFI手法による官民協働の新たな刑務所の整備について」『ジュリスト』1333号（2007年）２頁等参照。
７　「構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」に対する横田尤孝の発言 （http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/
KENSAKU/swk_dispdoc.cgi？ SESSION=18468&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=9&D
OC_ID=2788&DPAGE=1&DTOTAL=1&DPOS=1&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=18514）。
８　法務省「PFI手法による新設刑務所の整備・運営事業基本構想」（http://www.moj.go.jp/PRESS/040127-1.pdf）
４頁。なお、被収容者に対する直接的な実力行使については、行刑改革会議においても、民間に委託しないことが
言及されている。行刑改革会議第５回会議（2003年９月８日）（ http://www.moj.go.jp/KANBOU/GYOKEI/
KAIGI/gijiroku05.html）、行刑改革会議第３分科会第４回会議（2003年10月６日）（ http://www.moj.go./
KANBOU/GYOKEI/BUNKA03/gijiroku04.html）等参照。
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実力行使について言及していない８。

　一方で、保安に関する運営業務については、「正門

の警備、構内外の巡回警備、面会人等の所持品検査、

収容監視などについてもPFI事業の対象とすることを

予定している。」と説明しており９、民間職員が施設構

内外の巡回警備に従事することが予定されている。そ

れゆえ、民間職員が業務として巡回警備を実施してい

る際に、被収容者と接する機会が生じるものであり、

その際に民間職員に対して被収容者に対する制止の措

置等の直接的な実力の行使の権限が認められていない

のであれば、民間職員の間に不安感が生じる可能性が

あることも指摘されている10。また、我が国初のPFI施

設である美祢社会復帰促進センターの整備・運営事業

に対する入札公告時（2004年11月22日）における運営

業務要求水準書によれば、民間に委託する警備業務と

して、構内外巡回警備以外にも、保安検査、護送支援、

運動・入浴監視支援等もその対象とされており、これ

らの業務中に民間職員が被収容者と接触する機会が皆

無であるとはいえないであろう11。

　しかしながらいうまでもなく、我が国の刑法では、

第36条において正当防衛について規定されている。す

なわち、民間職員が巡回中に被収容者により暴行を受

けた場合、ならびに他の被収容者に対する暴行を目撃

した際には、刑事収容施設法等において制止等の実力

行使が認められていないとしても、刑法における正当

防衛の範囲内において当該被収容者の制止等の措置が

可能であるといえよう12。他方で、明確な傷害や暴行

等に遭遇し、法律上の正当防衛の要件を充足している

場合には格別13、傷害や暴行に至らない口論等につい

ては、これを法律上の正当防衛に基づいて制止させる

ことは困難であるといえよう。

　また民間職員が巡回中に被収容者の逃走を目撃した

場合においても、民間職員は刑事訴訟法第212条及び

213条の規定により、逃走の罪（刑法第97条以下）に

対する現行犯逮捕として当該被収容者の制止等の直接

的な実力行使が可能である14。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
９　法務省「PFI手法による新設刑務所の整備・運営事業基本構想」４頁。また美祢社会復帰促進センターにおけ
る整備・運営事業実施方針においても、警備に関するPFI事業として、①施設警備業務（庁舎警備，構内外巡回警備，
中央監視システム）、②収容監視業務、③ その他警備支援業務（保安検査，護送支援，保安事務支援，運動・入浴
監視、各種訓練）が明記されており、民間職員による上記警備業務が予定されている。法務省「美祢社会復帰促進
センター整備・運営事業実施方針」（http://www.moj.go.jp/KYOUSEI/MINE/mine02.pdf）３頁。
10　徳永・前掲論文・251頁参照。また前述のとおり、公共サービス改革法においては、地域を問わず刑事施設の一
部業務について民間事業者への委託が可能となっており、今後は他の施設においても警備業務について民間への委
託が促進され、これまで以上に民間職員と被収容者と接触する可能性が増大するように思われる。
11　法務省『美祢社会復帰促進センター整備・運営事業：運営業務要求水準書』2004年（http://www.moj.go.jp/
KYOUSEI/MINE/nyusatsu02－01.pdf）。同様の業務については、他のPFI施設においても民間への委託事項に含
まれている。
12　徳永・前掲論文・251頁参照。なお法務省は、「美祢社会復帰促進センター整備・運営事業」において、「保安・
警備業務に従事するPFI事業者の職員が，護身術の習得及び柔剣道などの武道訓練を受けるかどうかは，各個人が
選択することができるという理解でよろしいでしょうか？」との質問に「御理解のとおりです。」と回答しており、
民間職員による有形力の行使の可能性に含みを残しているとも考えられよう。
13　民間の警備員による実力行使について民法における正当防衛が認められた事例として、横浜地方裁判所平成11
年６月23日判決（判例地方自治201号54頁）。
14　徳永・前掲論文・251頁参照。なお、美祢社会復帰促進センターにおいて2007年３月８日に、屋外の小グランド
で運動していた男性被収容者１人が終了間際に突然駆け出し、フェンスをよじ登るなど逃走を図ったとの想定で国
と民間の職員の合同訓練が実施された。この合同訓練を紹介した記事では、公権力の行使については国の刑務官に
しか許されていないとの理由により、民間職員は被収容者役の職員を追い込むだけで、法務省の職員が取り押さえ
たと説明されている。当該訓練については、Yomiuri Online「鉄格子ない『民営刑務所』」（http://kyushu.yomiuri.
co.jp/magazine/sonline/0704/so_704_070428.htm）、山口新聞ニュースダイジェスト「美祢PFI刑務所：受刑者逃
走を想定して合同訓練」（http://www.minato－yamaguchi.co.jp/yama/news/digest/2007/0309/news2.html）等参
照。
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　さらに、民間職員が巡回中に被収容者の自殺もしく

は自傷行為を目撃した場合においても、民間職員がこ

れらの行為を制止させることは緊急避難が成立する余

地がある15。しかしながらいまさらいうまでもなく、

我が国の刑法上、緊急避難の成立には補充（性）の原

則や法益権衡の原則等が求められているように、成立範

囲が限定的となっている。さらに、自殺及び自傷行為を

制止されるという強要罪（もしくは制止するためにやむ

を得ず被収容者の身体に傷害を加えることによる傷害

罪）に対する緊急避難については、我が国においても活

発的に議論されている状況にはないといえる16。

　このように我が国においては、民間職員による実力

行使について、法律上の委託業務に含まれておらず、

したがって刑事収容施設法に基づく実力行使は認めら

れないものの、刑法及び刑事訴訟法等の規定により極

めて限定的に実力行使が可能であるといえよう。

Ⅱ　韓国の民営刑務所における状況

　本章においては、我が国のPFI施設に先行して民営

刑務所に関する法整備が実施された韓国における民営

刑務所をめぐる動向について概説した上で、同国にお

ける民間職員による実力行使について見ていくことに

する。

1  韓国における民営刑務所の動向

　韓国においては、2000年１月28日に「民営刑務

所等の設置・運営に関する法律」（

）（以下「民営刑務所法」とする） 

が制定され、その後同法に関連する施行令及び施行規

則などの関係法令が制定されたことにより、民営刑務

所の設置及び運営に関する法整備が実施された17。

　民営刑務所法の成立後、2001年８月に民営刑務所

に関する事業の募集要綱が交付され、宗教団体、警

備会社、建設業者、社会福祉法人等が参加表明を行い、

2002年３月に事業者選定委員会（大学教授･弁護士等

から構成される13名の委員会）において財団法人ア

ガペ（以下「アガペ」とする）が民営刑務所の委託

候補者として選定された18。その後、大韓民国法務部

（ ）（以下「法務部」とする）は19、具体的な委

託契約の内容に関してアガペ側と協議を進め、アガペ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
15　筆者が2010年２月22日に喜連川社会復帰促進センターを訪問した際にも、民間職員による被収容者の自殺・自
傷行為の制止について、緊急避難の成立する余地があることについて同センターの担当者より言及があった（同セ
ンターにおいては、このような場合、民間職員からPHSにて刑務官に連絡し、連絡を受けた刑務官が自殺・自傷行
為を制止することが想定されている）。もっとも同センターにおいては、被収容者の独歩を認めておらず、被収容
者の移動の際には刑務官が付き添うので、民間職員が巡回中に被収容者の自殺・自傷行為の制止の必要に迫られる
可能性は極めて低いといえよう。
16　我が国における自殺制止行為に対する緊急避難適用の可否に関する論文として、中村邦義「自殺する者を止める
行為は、緊急避難によって正当化されうるか？」『中央大学大学院研究年報法学研究科篇』33号（2004年）257－268頁。
17　韓国における民営刑務所については、安成訓「韓国行刑の現状」菊田＝海渡・前掲書・292－304頁、大韓民国
法務部「民営刑務所推進の概要」法務部資料（2007年）、藤本哲也＝姜 來「韓国における民営刑務所に関する法
律とその現況」『法学新報』110巻７･８号（2003年）49－86頁等参照。また、韓国における2009年版『犯罪白書』
（ ）によれば、1989年における刑事施設の１日平均収容者数が５万864人であったのに対して、1999年に
は6万8087人に達しており、韓国において民営刑務所の議論の背景として、刑事施設における過剰収容があったこ
とが伺われる。しかしながら2003年以降は、平均被収容者数が6万人を割り、さらに2006年には５万人を割る状況
にあり、過剰収容対策としての民営刑務所活用の意義は薄れてきているといえよう。なお2008年における１日あた
りの平均被収容者数は４万6684人となっている。 『 』 （2010年）291頁。
18　大韓民国法務部・前掲資料・２頁。受託者の選定及び委任契約に関する規定については、藤本＝姜・前掲論文
57－60参照。なおアガペは、韓国キリスト教総連合会の韓国キリスト教刑務所設立推進委員会によって設立された
財団法人である。
19　法務部は、我が国における法務省に相当する省庁であり、犯罪者の施設内処遇及び社会内処遇等を所管する。
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郡に刑務所敷地総面積６万5000坪を確保

し、2003年２月に法務部とアガペとの間で委託契約が

締結された20。しかしながらその後、地域住民による

民営刑務所建設反対の運動が始まり、アガペは地域住

民との継続的な説明・交渉を余儀なくされた。その結

果、施設内の売店等の営業権を住民に与え、また施設

近辺に住民が必要とする施設等を建設することで住民

の理解を得ることに成功し21、ようやく驪州郡による

民営刑務所の建築許可を得るに至った次第である。

　その一方でアガペは、京畿道驪州郡にある驪州刑務

所（ ）において、同刑務所に収容されて

いる未決拘禁者及び初犯受刑者を対象とした矯正教育

プログラムの運営に関するデモンストレーションを実

施している。この運営に関するデモンストレーション

は、これまでに５回実施されており、いずれも30人強

の被収容者を対象とした半年程度のものであった22。

　現在、驪州郡北内面外龍里山において韓国初の民営

刑務所となる所望刑務所（ ）が開所に

向けての準備段階にある。同施設は、総敷地面積６万

5000坪で、主な施設として庁舎及び面会棟、収容棟、

食堂棟、教会及び講堂棟、教育棟、管理棟、工場棟、

非常待機所等を備える23。所望刑務所は、刑期７年以

下の20歳以上60歳未満の男性受刑者を収容する施設で

（組織暴力事犯及び麻薬事犯など、収容に適切でない

と判断される受刑者を除く）、収容定員は300名となっ

ている24。また、被収容者を特定の宗教の信奉者に偏

重しないことも条件とされている25。

　同刑務所は、職員数約110名、ボランティアスタッ

フ約500名を予定しており26、2010年10月に開所予定で

ある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
20　大韓民国法務部・前掲資料・２－４頁。なお費用の負担について前述した法務部資料によれば、民営刑務所の
用地確保と施設の建設費用は受託者（アガペ）の負担とし、民営刑務所における運営経費は国の予算から支出する
と説明されている。
21　筆者が、2009年３月６日に驪州郡内にある民営刑務所建設現場視察の際に同行した、驪州刑務所職員の説明に
よる。
22　大韓民国法務部・前掲資料・２－３頁及び筆者が2010年１月28日にアガペを訪問した際における担当者のキム・
ムエル氏の話による。なお筆者が2010年１月29日に訪問した華城職業訓練刑務所総務課長のキム・チョンマン氏の
話によれば、驪州刑務所側は、施設の提供及び被収容者の選定を行っただけであり、教育プログラムには関与して
いないという。
23　大韓民国法務部・前掲資料・６頁。なお筆者が2010年１月28日にアガペを訪問した際における担当者の話では、
現時点において使用予定の敷地面積は２万5000坪で、残りについては将来的に施設が拡大した際に使用予定である
という。
24　大韓民国法務部・前掲資料・６頁。実際の手続としては、収容条件に該当する受刑者のうち、所望刑務所での
収容を希望する受刑者をアガペ側が面接し、法務部がその結果を尊重した上で収容を決定することを予定している
という（前述したアガペのキム・ムエル氏の話による）。
25　韓国においては、我が国同様、憲法上政教分離について規定されており、大韓民国憲法（ ）第20
条において「すべての国民は、宗教の自由を有する。二　国教は認められず、宗教及び政治は、分離される」と規
定されている。また民営刑務所法第25条でも、矯正法人の役員及び職員ならびに民営刑務所の長及び職員は、被収
容者に対して特定の宗教または思想を強要してはならないと規定している。この点について、前述した所望刑務所
建設現場に同行した驪州刑務所職員の説明によれば、宗教分離の観点から今後問題視される可能性があるとの回答
を得た。他方アガペ側は、所望刑務所への収容は、受刑者の希望をもとに決定されるため、特定の宗教・思想の強
要には該当しないと理解している（前述したアガペのキム・ムエル氏の話による）。なお、行刑上の処遇や仮釈放
等の決定において信仰的基準が大きな影響を与える可能性あることについて、藤本＝姜・前掲論文・80－81頁。
26　前述したアガペのキム・ムエル氏の話による。同氏によれば、所望刑務所においては、ボランティアスタッフ
１名が受刑者１名を担当するメンタリングシステムを採用する予定であり、同刑務所の建設地が首都ソウルから比
較的近い位置にある京畿道驪州郡に選定された理由の1つとして、当該ボランティアスタッフ確保上の利便性も挙
げられている。また収容開始後は、女性のボランティアスタッフによるメンタリングも予定しているという。
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２　民営刑務所における民間職員による実力行使

　次に民営刑務所における民間職員による実力行使に

ついてであるが、最初に民営刑務所における組織及び

職員について概説することとする。

　民営刑務所は、法務部長官から矯正業務を包括的に

委託された矯正法人によって運営される27。矯正法人

には、理事及び監事を置くことができるが、全理事の

５分の１以上は５年以上の矯正業務経歴を有するもの

でなければならない28。矯正法人の代表者、監事及び

委託業務担当の理事を役員とし、その任期は３年で（更

新可能）、役員の就任には法務部長官の承認を必要と

する29。

　民営刑務所の職員は、矯正法人の代表者により任命

されるが、刑務所長及び課長以上の職員については、

任命時にあらかじめ法務部長官の承認を得る必要があ

る30。民営刑務所の職員は、法律や契約等に特段の定

めがない場合、国家公務員法、国家公務員服務規定、

公務員懲戒令、公務員勤務事項に関する規則など、官

営の刑務所における刑務官に対して適用される法令が

準用される31。また、刑罰その他の罰則の適用につい

ても、法令により公務に従事する職員とみなされ、公

務員に準じた公正な職務執行が保障されている32。す

なわち、我が国におけるPFI施設と同様に、罰則の適

用に関しては「みなし公務員」として扱われることと

なる。韓国における民営刑務所の職員の任務・権限に

ついては、後述する監督官（ ）の承認等を必

要とする事項を除き、公務員である刑務官とほぼ同一

のものであるといえる33。

　民営刑務所に対しては、施設の被収容者数等に応じ

て5人以内の監督官が派遣される。監督官とは、法務

部所属の公務員で、その任務として、①民営刑務所法

第27条（戒具の使用）に関する事項の承認、確認、意

見書の提出、②民営刑務所における業務上の指導・監

督、③民間職員及び受刑者の犯罪に対する司法警察職

員としての職務、④受刑者の面接（必要な措置を所長

に勧告）、⑤懲罰審査会への出席等がある34。

　韓国における民営刑務所は、法務部より派遣される

監督官を除き、矯正法人により任命された民間の職員

により運営されており、我が国のPFI施設における「混

合運営施設」ではなく、包括的な委託による運営を予

定しているものであるといえる。

　このように、韓国における民営刑務所に対しては、

施設運営業務について法務部より包括的に委託される

ため、刑務所の職員による被収容者に対する実力行使

についても当然に予定されているものであるといえ

る。この点について民営刑務所法では、①被収容者の

逃走・暴行・騒擾又は自殺の防止、その他、刑務所の

安全と秩序の維持のために必要な場合における戒具の

使用、②被収容者を制圧するために有形力を行使した

り、刑務棒やガス噴射機、あるいは催涙弾などの保安

装備を使用する場合、③被収容者又は被収容者以外の

者に対する武器の使用、④天変地変、その他、刑務所

内に避難の方法がないと認められる場合における緊急

移送と一時釈放、⑤適切な被収容者の治療のための外

部病院への移送、⑥外部通勤教育及び作業、⑦帰休、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
27　藤本＝姜・前掲論文・67頁。所望刑務所の場合、アガペがそのまま同刑務所を運営する矯正法人となる。
28　大韓民国法務部・前掲資料・４頁、藤本＝姜・前掲論文・60頁。
29　大韓民国法務部・前掲資料・４頁、藤本＝姜・前掲論文・60頁。
30　大韓民国法務部・前掲資料・５頁。なお矯正法人の代表者は、刑務所長を除く職員の任命権限を所長に委託す
ることができる。
31　大韓民国法務部・前掲資料・５頁。
32　大韓民国法務部・前掲資料・７頁。
33　前述したアガペのキム・ムエル氏の話による。
34　大韓民国法務部・前掲資料・７－８頁。
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⑧被収容者に対する懲罰などの処分を行う場合などに

は、監督官の承認を得なければならないと規定されて

いる（第27条１項）35。すなわち、民間職員がこれらの

業務に従事する際には、監督官の承認を得る必要があ

るものの36、民間人である刑務所職員による直接的な

実力行使について法律上認められているといえる37。

　韓国においても、民営刑務所運営の前提として国家

刑罰権認められているが38、このような民営刑務所へ

の監督官の派遣の第一義的な意義は、国家刑罰権の保

障であると考えられる。すなわち、公務員である監督

官の承認・確認等により、民間人である民営刑務所職

員による武器・戒具の使用等の実力行使が認められる

という手続をとることにより、国家刑罰権の原則から

逸脱しないための配慮がなされていると考えられる39。

おわりに

　前述の通り、我が国においては、法律上被収容者

に対する実力行使について民間への委託対象外の業務

であると位置づけられているが、前述の通りその背景

としては国家刑罰権の観点があるように思われる。す

なわち、我が国においては、国家刑罰権の観点により

PFI施設における民間の職員に対して被収容者の制止

等の実力行使を一切認めないという運営手段を採用す

るものである。

　他方韓国においては、民営刑務所を運営する矯正法

人に対して、包括的な業務運営を委託するものの、国

家刑罰権の観点により民間人である刑務所職員による

被収容者に対する実力行使については、監督官の承認・

確認を前提にこれを認めるものである。言い換えれば、

我が国と同様に、韓国においても国家刑罰権を行刑運

営における前提としつつも、その保障手段において相

違が見られるにすぎないともいえよう。我が国と同様、

犯罪者処遇に関して国家刑罰権を前提とする韓国の民

営刑務所において、民間職員による被収容者に対する

実力行使について我が国とは異なる運用を行っている

ことは極めて興味深いものであるといえよう。

　我が国及び韓国におけるPFI（民営）刑務所の動向

については、今後とも興味をもって見まもりたいと考

える次第である。

（2010年９月脱稿）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
35　藤本＝姜・前掲論文・67頁参照。そのような意味においては、韓国における監督官は、英国における民営刑務
所の監督官に類似したものであるといえよう。英国の民営刑務所における監督官の制度については、鴨下守孝・前
掲論文・100頁、吉野智「英国における刑務所PFI事業について（前）」『刑政』113巻７号（2002年）65－66頁等参照。
36　なお、緊急事態のため、事前に監督官の承認を得る時間的な余裕がない場合には、当該処分が終了した後に、
直ちに監督官に報告して承認を得なければならいないと規定され、事後承認の場合もありえる。
37　前述した法務部資料においても、「戒具、武器などを使用する場合や懲罰を課す場合には、法務部から派遣した
監督官の承認を得ることとし、受刑者に特定の宗教の宗理による教育及び宗教行事への参加強制の禁止、並びに特
定の宗教を信仰すること理由に、処遇状不利益を与えてはならないこととした」（原文のまま引用）と説明されて
おり、民間職員による直接的な実力行使を容認している。大韓民国法務部・前掲資料・７頁。
38　韓国においては、「刑事訴訟法」（ ）第460条1項及び検察庁法（ ）第４条において、検察
官が裁判の執行指揮をとることが規定されており、国家による刑罰権の行使がその背景にあるといえよう。また、

『韓国矯正学』韓国矯正学会（2005年）117頁及び 『行刑學』弘文社（2002年）102頁においても、
刑罰権の主体が国家であることを指摘し、韓国においても行刑における国家刑罰権が原則とされていることが伺わ
れる。
39　前述した華城職業訓練刑務所のキム・チョンマン氏は、国家刑罰権まで民間に委譲してはいないと指摘している。
これに対して、アガペのキム・ムエル氏は、国家刑罰権はアガペ側に委譲されたと理解していると指摘しており、
両者の間に齟齬が見られる。なお監督官を置く意義として、人権侵害に対する監視の意味合いもあることは双方共
に指摘している。
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１　はじめに

　本稿の目的は徴兵制度における逃亡・失踪者の実態

の一端を明らかにすることにある。徴兵制度における

逃亡・失踪者とは、国家の課す兵役を回避するため、

逃亡・失踪により行方をくらませてしまった者をさす。

彼らは“神聖な義務”である兵役を放棄して逃亡・失

踪した者であり、戦前の日本においては処罰の対象と

なるだけでなく、“非国民”として社会的な非難のま

なざしにさらされた１。しかしながら、逃亡・失踪に

よる徴兵忌避は明治６年の徴兵制度の導入当初から存

在し、昭和に入ってもなお発生し続けていた。『陸軍

省統計年報』（第48回、昭和11年）によると、昭和11

年だけでも全国で1,649人が逃亡・失踪し、同年までの

累計は20,833人に上る２。逃亡・失踪により行方をくら

ますことは、徴兵忌避の主要な手段として利用され続

けてきたと推測できるのである。

　しかし、史料の制約もあり、徴兵制度における逃亡・

失踪者に関する研究は立ち遅れているのが現状であ

る。むろん、地域や時期を限定し、各地域に残された

史料を丹念に読み込んだ研究はすでにいくつか上梓さ

れており、沖縄県、千葉県、長野県、愛知県、茨城県

における逃亡・失踪者に関する興味深い研究がなされ

ている３。しかしながら、まだ充分とは言えない状況

である。特に今後は、都道府県・市町村に残された史

料から、それぞれの地域における逃亡・失踪者の存在

を明らかにしていく必要がある。都道府県・市町村は

兵役を課す国家機構の末端に位置し、兵役を課される

人々との接点でもあった。ゆえに、都道府県・市町村

レベルの史料を発掘・検討することで、各地の実情を

反映した、より具体的な考察が可能になるはずである。

　本稿はこうした視点に立脚しつつ、茨城県の行政文

書を手がかりに、明治期の茨城県における逃亡・失踪

研究ノート

徴兵制度における逃亡・失踪者たち　
－明治期の茨城県の行政文書を中心に－ 

三上真理子
Mikami Mariko

The Resisters to the Japanese Conscription System
An Attempt of the case study about the Resisters in Ibaraki, Meiji-era
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者の実態の一端を明らかにしようとするものである。

主に利用する史料は、茨城県立歴史館ほかが所蔵する

茨城県の行政文書（茨城県布達、伺など）のうち、徴

兵制度における逃亡・失踪者に関する文書である。

２　徴兵を嫌がる人々

　そもそも茨城県の人々は徴兵制度をどのようにとら

えていたのだろうか。この問いに答えることは容易で

はない。しかし、いくつかの手掛かりはある。『陸軍

省統計年報』には各県の徴兵状況が記載されているの

で、茨城県に関する記述を抜き出してみよう。「兵役

志願の者許多なりと雖も虚病を搆え之を避けんとする

者も亦少なからず」（第一年報、明治８年～９年）、「事

故を訴へ召集に応ぜざる者多し兵役志願の者少なし」

（第二年報、明治９年～ 10年）といった記述がみられ、

徴兵を嫌がる風潮があったことが推測される４。もっ

ともこうした風潮は茨城県だけにみられたものではな

い。第五年報には「壮丁は兵役を厭忌し百方規（ママ）

避巧に免役の区域に入り遂に徴募人員を減却すること

一年一年より甚だしく」、第一・第四軍管区では兵士

の数が不足してしまったという記述があり、徴兵を忌

避する風潮は全国的に見られたと思われる（第五年報、

明治12 ～ 13年）５。なお、ここで指摘されている第一

軍管区は、東京府および栃木、千葉、神奈川、静岡（の

一部）、山梨、埼玉、群馬、長野、新潟（の一部）の

各県から構成され、茨城県もここに属する。

　次に、茨城県の行政文書をみてみよう。徴兵制度導

入の翌年、明治７年には次のような布達が出され、徴

兵担当者らに注意が促されている。「徴兵御召募之儀」

に関して人々が種々の「苦情」「哀訴」「嘆願」を申し

立て、また、「分家」や「養子」の願いを出すものも

あるが、徴兵規則に照らしてはなはだ「不都合」な訴

えも多いので、注意して取り調べにあたるべし６。さ

らにその翌年には「兵役を厭ひ其度に臨み養子分家を

願忌避の儀」がみられるが、こうした手段を講じない

よう「告諭」すべしとの布達が出されている７。その

他にも、「兵役を遁れしめんとのみに其意を注し」養子・

分家などを願い出る者が多いが、父兄の「心得違」で

あると戒める布達も見られ、人々が兵役を逃れるため

養子・分家といった合法的な忌避手段を利用していた

ことが推測される８。養子・分家などのほかにも、父

母の仮病により免役を願い出る（戸主に代わり家を治

める者は免役とされた）といった手段も利用されてい

たことが史料から確認できる９。

　さらに、明治10年には、徴兵は国民の義務であるの

に「人民十中八九」はその義務たるをわきまえず養子

や絶家再興を利用して「兵役を規（ママ）避せんとす

る」だけでなく、甚だしいものは「自ら其支体を折傷

し」あるいは「炭漆を以て不具の様を偽擬」して兵役

を逃れようとするなど「不都合」が多いとの布達が出

されており、茨城県でも徴兵忌避の横行に苦慮してい

たことがうかがえる10。また、この記述からは、養子・

分家などの合法的手段のみならず、自らの身体を傷つ

ける、病気を装うなどの非合法的な忌避手段も利用さ

れていたことがわかる。仮病（詐病）に関しては、病

気のため免役を願い出る者の提出する診断書には「不

明瞭」なところが多くみられるが、万一「私情依頼等

に依り虚飾之容体」を記したことが露呈した医師は「不

相済」（具体的な処罰については言及なし）ものと心

得よとの布達を出し、医師に偽の診断書を書かぬよう

注意を促している11。

　以上のように、茨城県の人々は徴兵制度を積極的に

受容したわけではなく、さまざまな手段を利用して徴

兵から逃れようとしたことが確認できる。むろん、こ

うした傾向は茨城県だけに見られたものではない。徴

兵制度が導入された明治初期から、徴兵忌避者（合法

的あるいは非合法的な手段を用いて兵役を回避しよう

とする者）が存在したことは、近年の研究の進展によ

り徐々に明らかにされつつある12。導入当初は、徴兵

令の免役条項（長男、嗣子、承祖の孫、養子、戸主な

ど）を利用した合法的忌避が横行し、政府・軍部を悩

ませた13。こうした事態に苦慮した政府・軍部は明治

22年に徴兵令の大改正を行い、徴兵忌避の温床として

批判されてきた免役条項の大幅撤廃に踏み切った。こ

れ以降、徴兵忌避の主流は、詐病や毀損（指を切る、

目に毒薬をさす、絶食をする、精神病のふりをするな

ど）、逃亡・失踪など非合法的な手段へと移行してい

くことになる。
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３　茨城県における逃亡・失踪者

　逃亡・失踪者に関する茨城県の布達を見てみよう。

明治８年には「出稼他出脱走」などの届出に関して、

満17歳から20歳は「徴兵に関係致し詐欺に出るに嫌疑

ある」ため「一層厳密に取糺すべき」との布達が出さ

れており、軍当局も徴兵適齢者の逃亡・失踪を警戒し

ていたことがうかがえる14。また、明治10年には、徴

兵下検査の際、「不参或は所在を詳にせざる」届出に

関して「一層注意」すべきこと、たとえ一度は逃れて

も検査を受けるまでは「束縛を免れざる」ことを「父

兄親戚たる者」に「篤と心得させ」るべきであるとの

布達が出されており、徴兵検査を受けないで済まそう

とする徴兵適齢者が（布達を出し注意を促す必要があ

るほどに）存在したことが推測できる15。また、「父兄

親戚」も説諭の対象とされていることから、失踪・逃

亡が本人のみならず家族・親戚ぐるみで行われていた

ことが推察される。この点に関して、茨城県北部（久

慈郡・多賀郡）の明治期の徴兵忌避を分析した生田目

は、字・村などの同一行政地域でほぼ類似した忌避の

方法が利用されていること、また、血縁関係を通して

ほぼ同一の忌避の方法が利用されていることを指摘

し、徴兵忌避が家や村落共同体といった単位で行われ

ていたのではないかと推測している16。

　では実際、茨城県にはどれくらいの失踪・逃亡者が

存在したのだろうか。明治17年、戸長役場あてに出さ

れた布達の中に、明治6年から17年までに発生した「徴

兵諸名簿記載の失踪者」（以後、徴兵失踪者と略す）

の名簿が記載されている17。この名簿は、郡ごとに作

成され、各年ごとに発生した徴兵失踪者（その年に徴

兵検査を受ける義務があるが失踪・逃亡し所在不明の

者）の本籍・身分・職業・戸主との続柄・氏名が記さ

れている18。以下では、この名簿を手がかりに明治初

期における茨城県の徴兵失踪者の状況をみていこう。

　明治６年から17年にいたる12年の間に茨城県で発

生した徴兵失踪者の合計は1,421名（名簿の末尾には

1,424名とあるが筆者が確認したところ1,421名であっ

た）である。他府県のデータと比較してみよう。明

治14年までの愛知県における失踪・逃亡者の累計数は

451名である。同時期（明治6年～ 14年）の茨城県の

徴兵失踪者の累計数は666名で、愛知県に比べて200名

以上も多くなっている19。やや時期がずれるが、菊池

の『徴兵忌避の研究』には、明治29年までの失踪・逃

亡者の都道府県別の累計数が記載されている。これに

よると失踪・逃亡者が多いのは、①東京府（3,309人）、

②新潟県（2,850人）、③大阪府（2,702人）、④広島県（2,072

人）、⑤兵庫県（1,880人）であり、茨城県は1,736名で

第９番目に失踪・逃亡者の多い県となっている20。

　徴兵失踪者の年度ごとの推移は図１のとおりであ

る。徴兵失踪者が最も少なかったのは明治６年で３名、

最も多かったのは明治16年で失踪者の数は294名に上

る。図１より、おおまかな傾向として、明治10年あた

りから徴兵失踪者の数が急増しはじめ、その後も年を

追うごとに増加しているのがわかる。明治17年に失踪

者数が減少しているが、これは筑波郡の明治17年分の

データが欠落しているためである21。こうした傾向は

茨城県だけにみられるものなのだろうか。同時期の愛

知県における徴兵失踪者数の推移をみてみよう（図２

を参照）22。前述のとおり、愛知県では明治14年までに

451名の徴兵失踪者が存在しているが、その発生数の

推移は茨城県とほぼ同様の傾向を示している。また、

同時期の全国での徴兵失踪者の累計数は、9,798名（明

治13年）、21,273名（明治16年）、27,258名（明治19年）

と徐々に増加し、明治20年には58,782名に達しており、

年を追うごとに徴兵失踪者の数が増加していったこと

がわかる23。

図１　茨城県における徴兵失踪者（年度ごと）
＊縦軸の数値は人数
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図２　愛知県における徴兵失踪者数（年度ごと）
＊縦軸の数値は人数

　次に、地域（郡）ごとの徴兵失踪者の発生状況をみ

てみよう。徴兵失踪者が多いのは東茨城郡（現在の水

戸市周辺）と那珂郡（現在のひたちなか市周辺）で、

それぞれ累計で192名、170名となり、平均すると毎年

15名程度の徴兵失踪者が出ている計算になる。逆に、

徴兵失踪者が最も少ないのは岡田郡（現在の石下町周

辺）、信太郡（現在の牛久市周辺）で、それぞれ累計

で21人、33人である。逃亡・失踪者の発生しやすい地

域・発生しにくい地域を割り出すためには、郡の徴兵

適齢者数を分母、徴兵失踪者を分子とした百分率で比

較する必要があるが、残念ながら当時の郡ごとの徴兵

適齢者数のデータは未入手である。ここでは、大まか

な傾向を見るために、地域ごとの徴兵失踪者数を比較

してみたい（表１を参照）。表１から、県の中央部で

失踪者数が多く、北部および南部では少なくなってい

ることがわかる。『陸軍省統計年報』（第６年報、明治

13 ～ 14年）には、茨城県の徴兵状況に関して、「北方

山間の者は気風質朴にして身幹は壮大なり南方の人民

は狡猾にして身幹稍小なり」との記述があり、その理

由について、「南方の人は海浜に近く都会の人民と相

接するを以て人智自ら進」むのに対して「北方は山間

に住し質朴に生長する」からであろうと説明している。

要するに、北部は「質朴」なのに対し南部は海と都会

に近いため「狡猾」の傾向があるというのである。茨

城県の南に位置する千葉県について、同年報は「当地

方は大概海浜の漁民にして風俗純良ならず狡猾の徒極

めて多きを以て検査に際し逃亡し又は事を設て免役又

は徴集猶予等を出願する」と批判している。また、東

京府については「忌避するの念あるは概して免れさる

所なり」とし「逃亡も他県に比すれは頗る多し」と報

告している。愛知県においても臨海部および都市周辺

での逃亡・失踪率が高くなっているが、茨城県におい

ても同様の傾向が確認できるか否か、今後さらに史料

の収集・検討をすすめていきたい24。

表１　地域別・郡別の徴兵失踪者数

地域別 失踪者数

北部
久慈郡 90

162
多賀郡 72

県央１
那珂郡 170

362
東茨城郡 192

県央２
西茨城郡 67

327新治郡 134
筑波郡 126

西部

真壁郡 99

306

猿島郡 38
結城郡 36
西葛飾郡 49
岡田郡 21
豊田郡 63

南部

行方郡 78

264
鹿嶋郡 54
信太郡 33
北相馬郡 50
河内郡 49

　続いて、身分別、職業別、続柄別の割合を確認して

おこう。まず、身分については「平民」が1,386人、「士

族」が35人となっており、徴兵失踪者の97.5％が「平民」

にあたる。次に、職業については「農」1,262人、「商」

73人、「工」23人、「雑業」55人、「その他」８人とな

っており、徴兵失踪者の88.8％が農業従事者にあたる。

戸主との続柄については「弟」（46％）が最も多く、「次

男以下」（24％）、「養子」（11％）と続いている（図３

を参照）。「戸主・長男」でありながら失踪・逃亡した

者が４％みられるが、明治22年までは戸主およびその

嗣子は免役または猶予となったため、徴兵を忌避して

逃亡・失踪する理由はなく、何らかの別の理由により

所在不明になったものと思われる。
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　とりわけ興味深いのは「養子」の徴兵失踪者である。

前述のとおり、明治６年の徴兵令では「養子」は免役

とされたため、形だけの養子縁組である“徴兵養子（兵

隊養子）”が流行した。そのため、政府は明治12年の

改正で、養父母の年齢50歳以上の養子のみ「国民軍の

ほか免役」（国土が戦場にでもならない限りは免役）、

さらに明治16年の改正で、養父母年齢60歳以上の養子

のみ「徴兵猶予」（義務はあるが猶予の措置で実質的

には免役）とするとし、“徴兵養子（兵隊養子）”の制

限を図った。こうした改正により、徴兵忌避を目的と

して養子縁組した者のなかにも、免役あるいは猶予が

得られないというケースが発生した。養父母の年齢ま

では名簿に記載されていないので断定はできないが、

「養子」でありながら所在不明となった者のなかには、

そうした理由から逃亡・失踪した者が相当数含まれて

いたのではないかと思われる。図４は「養子」の徴兵

失踪者の年度別の推移を示したものであるが、改正が

行われた明治12年を境に急激に増加していることがわ

かる。

次男以下
24％

養子
11％弟

46％

その他
15％

戸主・長男
4％

図３　徴兵失踪者　戸主との続柄

図４　「養子」の徴兵失踪者の発生件数
＊縦軸の数値は人数

　これまでの分析をまとめてみよう。茨城県において

明治６年から17年の間に発生した徴兵失踪者は累計で

1,421名にのぼる。徴兵失踪者数で比較すると、県の

中央部で多く北部および南部ではやや少なくなってい

る。身分別では「平民」が圧倒的に多く、職業別では

農業従事者が最も多い。また、戸主との続柄でみると、

徴兵の対象となる「弟」および「次男以下」が7割を

占める。以上のことを考え合わせると、農家の次男以

下が徴兵失踪者になる割合が最も高く、徴兵制度の負

担は彼らの上に最も重くのしかかっていたと言えよ

う。

３　予備役・後備役の失踪所在不明者

　ところで、一口に逃亡・失踪といってもその内実は

さまざまである。しかし、逃亡・失踪の時期に注目す

ると、大まかに３つのタイプに分類できる。第一は「徴

兵逃亡・失踪者」で、徴兵検査に現れず検査を受けな

いまま所在不明となった者たちである。第二は「予備

役・後備役の失踪・逃亡者」で、徴兵検査を受け現役

として徴集された（あるいは猶予となった）後、予備

役・後備役に課される召集に応じず逃亡・失踪し所在

不明となった者たちである。当時の徴兵制度において

は、現役（３年）を終えると予備役（４年）、さらに

それを終えると後備役（５年）に編入され、戦時とな

れば動員される可能性があり、平時においても演習や

教育などの召集を受けた（明治16年改正時、陸軍の場

合）。第三は「軍人・軍属の脱走者」で、現役の軍人・

軍属が逃亡・失踪し所在不明となったものである。前

節で扱った「徴兵失踪者」は第一のタイプにあたる。
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茨城県の行政文書のなかには、第二および第三のタイ

プの逃亡・失踪者に関する史料もみられる。ここでは

第二の「予備役・後備役の失踪・逃亡者」について少

し触れておきたい。

　明治20年、多賀郡長から次のような訓示が出されて

いる。本年（明治20）の予備役の演習召集の「不応者」

は、対象者731人のうち61人の「多数」にのぼる。予

備役がこのような状態では後備役の召集についても思

いやられる。このように「多数」の「不応者」がいる

ようでは、軍隊の編成にも「差響を生じ」「軍機を失

し容易ならざる不都合を醸生する」ことになろう。各

戸長は「不応者」の出ないように説諭に努めよ。なお、

別表に記載された「不応者」数は、那珂郡が62名中８名、

久慈郡が78名中４名、多賀郡が20名中５名となってお

り、「不応者」発生率はそれぞれ12.9％、５％、25％と

なる25。

　翌21年には、予備役もしくは後備役の「在郷兵」で「逃

亡失踪の者」が少なくないので、逃亡・失踪者が出た

場合は、すみやかに氏名・兵種・年月日を明らかにし

て捜索の便宜を図れとの訓示が多賀郡長より出されて

いる26。さらに、明治20年および21年には予備役・後

備役の失踪・逃亡者リストの作成を命じる県令が出さ

れている27。残念ながらリストそのものは未入手であ

るが、これらの史料から在郷の予備役・後備役の中か

らも多数の失踪・逃亡者が発生していたであろうこと

が推測できる。

４　逃亡・失踪者の調査

　ここまで明治期の茨城県における逃亡・失踪者の状

況をみてきた。具体的な数字は、地域・時期ともに断

片的にしかわからないが、少なくない数の失踪・逃亡

者がいたであろうことは推測できる。彼らはその後ど

うなったのだろうか。第２節で分析を試みた明治６年

から17年にかけての徴兵失踪者のうち、明治17年中に３

名、翌明治18年には４名が名簿から削除されている28。

削除の理由については一切記述がなく不明であるが、

死亡もしくは所在が確認されたとみてよいだろう。逃

亡・失踪者たちの調査や捜索はどのように行われたの

だろうか。

　日露戦争のはじまった明治38年には、山口県、石川

県、岐阜県、群馬県、島根県の５県が「徴兵相当者等

所在不明者取調手続」を制定しており、茨城県では捜

索への協力要請があった場合は「速に調査回答」をす

るようにとの布達が出されている29。茨城県でも明治

40年「徴兵処分を受くべき所在不明者調査規定」が制

定されているので、その内容をみてみよう30。

　まず、「市町村長」は毎年１月にその年の徴兵相当

者（徴兵検査を受けなければならない者）の所在を調

査し、所在不明の者がある場合は家族や親戚に捜査さ

せ、なお不明であるときには所轄の「警察官署」に届

け出る（第一条）。届出を受けた「警察官署」はただ

ちに捜査を開始、「郡市役所町村役場」は「徴兵終決

処分未済者名簿」（本籍・氏名・生年月日を記載）を作成・

管理し、毎年８月に同名簿の内容を「知事」および「警

察官署」に通知する（第二・三・七条）。次に、逃亡・

失踪者の捜索に関しては、「郡市長、町村長、警察署長、

警察分署長」は相互に連絡を保ちながら「発見に努む

べし」（第九条）とされ、捜索に際しては「鉱山工場

其の他壮年者の集団する場所」に特に注意すべきこと

（第十二条）、また、所在不明者の家族や親戚など周辺

にも常に注意し、特に「通信の有無」や「平素の行動

行先き等」を捜査すべきこと（第十条）などが細かく

規定されている。さらに、他の地域の「警察官署」と

も相互に連携しつつ捜査を進めるべきことが定められ

ている（第十条）。

　要するに、逃亡・失踪者の捜索は、警察と地方行政

の末端である郡市町村が主体となってすすめられてい

たと考えられる。軍当局の関与も当然考えられるが、

その点についてはこの史料からはわからない。こうし

た捜査はどの程度有効だったのだろうか。『陸軍省統

計年報』（第38回、昭和元年）には「所在発見の上当

年処分を受けたる者」の数が記載されている。時期

はずれるが参考までに紹介すると、発見された逃亡・

失踪者の数は、1,369人（大正５）、1,169人（大正10）、

672人（昭和元）で、それぞれ逃亡・失踪者1000人に

対して3.1人、3.2人、2.2人となる。国民の“神聖な義

務”である兵役を忌避した失踪・逃亡者に対しては厳

しい捜索がなされたと思われがちであるが、実際に発

見され処分を受ける者の数は意外に少なかったようで

ある。
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　この点に関して、興味深い布達が明治７年に出され

ている31。この布達には軍人・軍属の脱走者に関する

陸軍省布第364号が転載されているが、その中に、脱

走してきた軍人・軍属が郷里に立ち戻り潜伏している

ことを知りながら通報せずこれを匿うという「弊習」

があるが、このようなことのないようすみやかに通報

するよう注意せよとの記述がみられる。徴兵制度導入

の直後、軍隊になじめず逃亡する、逃亡してきた者を

匿うといったことが当たり前のように行われていたこ

とを推測させる史料である。こうした風潮がいつごろ

まで持続していたのかを確定することはできないが、

逃亡・失踪者の多くが発見されなかったということは、

こうした風潮が意外に長く人々の間に共有されていた

ことを推測させるのである。

５　むすびにかえて・・・今後の課題

　本稿では茨城県の行政文書を中心に、明治期の茨城

県の徴兵制度における逃亡・失踪者について検討して

きた。徴兵制度における逃亡・失踪者に関しては、ま

とまった文書や史料はなく、そのため、その実態につ

いても不明の部分が多く残されている。茨城県におい

ても同様で、本稿においても、明治期の茨城県の逃亡・

失踪者について、さまざまな史料をつなぎあわせるこ

とにより、時期的・地域的に、断片的にその実態の一

部を明らかに出来ただけである。今後さらに、国・県・

郡市町村などの行政文書、また、地元新聞紙『いはら

き』（明治24年創刊）の掲載記事などの収集・検討を

行うだけでなく、関係者からの聞き取り調査なども実

施し、実態の解明をすすめたい。

　最初に述べたとおり、徴兵制度における逃亡・失踪

者は、今まであまり取り上げられてこなかった。しか

し、逃亡・失踪者をめぐるさまざまな疑問―なぜ彼ら

は逃亡・失踪したのか、その後どのような人生を送っ

たのか、社会（世間・国家）は彼らをどう扱ったのか

―に答えることは、人々が徴兵制度（さらにはその背

後に存在する国家）をどのように捉え、対応していっ

たのかを考える上で大きなヒントを与えてくれるはず

である。自ら姿を消すことで、自らの主張を貫いた彼

らの姿を通して、近代日本における徴兵（国家）と民

衆（国民）の関係について、今後も考え続けていきたい。

文末脚注
１ 「失踪」は徴兵忌避の確証はないが行方をくらまし

た者、「逃亡」は徴兵忌避の目的で行方をくらました

者と区別されるが、軍当局においてもその区別は曖昧

であった。ゆえに、本稿では特に区別せず、行方不明

のため兵役に就かなかった者として同列に扱うことと

する。失踪と逃亡の区別については、池山弘2002「＜

論説＞愛知県に於ける明治十年代の徴兵忌避の特質－

『脱走等届書類』（明治14・愛知県庁文書）の分析」『四

日市大学論集　第15巻　第１号』、pp21－22を参照。

また、罰則については、明治16年改正の徴兵令第44条

に「兵役を免れんが為め逃亡し又は潜匿し若くは身体

を毀傷し疾病を作為し其他詐欺の所為ある者は1月以

上１年以下の重禁錮に処し３円以上30円以下の罰金を

附加す」と記されている。
２ 『陸軍省統計年報』は第一年報（明治８～９年）か

ら第49回（昭和12年）までが現在利用可能である。時

期により名称が若干異なるが、本稿では『陸軍省統計

年報』で統一した。なお、昭和以前の逃亡・失踪者数

は全国累計で、35,666人（明治22年）、48,557人（明治

30年）、44,456人（大正5年）と記載されている。
３
　 主な先行研究としては、福地曠昭1987『命（ぬち）

まさい－兵役を忌避した沖縄人』那覇出版社、神田文

人H16「＜研究ノート＞徴兵忌避と千葉県」千葉県史

料研究財団編『千葉県史研究』千葉県、吉良芳恵2001

「＜研究ノート＞徴兵制からの逃亡－東京の「所在不

明者」たち」日本女子大学史学研究会『史艸』第42号、

吉良芳恵2002「第13章　徴兵制における所在不明者－

昭和初期長野県の兵事資料から」上山和雄編『帝都と

軍隊－地域と民衆の視点から』日本経済評論社、池山

弘2003「＜論説＞愛知県における日清・日露戦争期の

徴兵忌避の特質」『四日市大学論集　第15巻　第２号』、

などがあげられる。
４ 『陸軍省統計年報』は旧漢字とカタカナにより表記

されているが、本稿では読みやすさを考慮し、カタカ

ナをひらがなに直し漢字も必要に応じて改めた。以下

も同様。
５ 「　」内は史料からの引用。以下も同様。
６ 茨城県布達第61号（明治７年10月15日）。
７ 茨城県布達第58号（明治８年３月７日）。
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８ 茨城県布達第199号（明治８年８月12日）。
９ 茨城県布達第198号（明治８年８月12日）。
10 茨城県布達乙第52号（明治10年３月１日）。
11 茨城県布達第244号（明治８年10月８日）。
12  徴兵忌避に関する研究としては、菊池邦作1977『徴

兵忌避の研究』立風書房、加藤陽子1999「反戦思想と

徴兵忌避思想の系譜」『近代日本文化論10戦争と軍隊』

岩波書店などが上梓されている。また、「特別企画　

日本人の兵役拒否と抵抗の体験」（『潮』1972年９月号）

には、実際に徴兵を逃れた100人の貴重な体験談が掲

載されている。
13 その他に、身長５尺１寸未満者、不具廃疾者、官吏、

医科学生、陸海軍生徒、官公立学校生徒、外国留学者、

父兄病弱のため家を治める者、「徒」以上の罪科者、

徴兵在役中の兄弟などが免役となった。免役条項の変

遷については、加藤陽子1996『徴兵制と近代日本1868

～ 1945』吉川弘文館pp46－50を参照。
14 茨城県布達第284号（明治８年11月22日）。
15 茨城県布達乙第24号（明治10年２月３日）。
16 生田目靖志S53「明治初中期における徴兵忌避の実

態－常備兵免役概則をめぐって－」『茨城県の思想文

化の歴史的基盤』雄山閣出版、pp310－311参照。
17 茨城県布達乙第21号（明治17年６月25日）。
18 同様の調査は明治18年（茨城県布達乙第85号、明治

18年７月29日）、19年（茨城県布達乙第67号、明治19

年６月26日）、20年（茨城県令乙第15号）にも行われ

ていることが史料から確認できるが、残念ながら徴兵

失踪者名簿は省略されており現在のところ未入手の状

態である。
19 愛知県の逃亡・失踪者の数値は池山前掲論文2002よ

り引用。
20 菊池前掲書p285参照。
21 明治16年兵の失踪者は49名となっており、翌年が０

名になるとは考えにくい。明治17年兵の失踪者も16年

兵のところに合算されている可能性もあるが断定はで

きない。
22 池山前掲論文2002、p17の「愛知県に於ける脱走等

開始年度別不参人員表（明治14年）」より作成。
23 数値については池山前掲書2002、p10参照。失踪・

逃亡にもいろいろなタイプがあり単純比較はできない

が、おおまかな傾向を見るため、ここでは茨城県・愛

知県のデータをそのまま利用した。茨城県の徴兵失踪

者はその年に徴兵適齢を迎え徴兵検査を受けるべきで

あるのに失踪・逃亡した者と考えられるのに対して、

愛知県の失踪・逃亡者には徴兵適齢を過ぎた後に失踪・

逃亡した者も含まれている。より詳細にデータを検討

し比較する作業は今後の課題としたい。
24 池山前掲論文2002、p15、p23を参照。
25 訓示甲第68号（明治20年12月）、北茨城市役所蔵「郡

役所諸達訓示綴」『茨城県史料　近代政治社会編Ⅳ』（H

２茨城県）pp201-202参照。
26 訓示甲第２号（明治21年１月14日）、北茨城市役所

蔵「所管郡役所第三課往復綴」『茨城県史料　近代政

治社会編Ⅳ』（H２茨城県）P202参照。
27 茨城県令乙第51号（明治20年12月30日）、茨城県令

乙第14号（明治21年５月11日）。
28 茨城県布達乙第21号（明治17年８月13日）、茨城県

布達乙第109号（明治18年10月29日）。
29 山口県については告示第343号（明治38年８月11日）、

石川県については告示第358号（明治38年８月25日）、

岐阜県については告示第398号（明治38年９月20日）、

群馬・島根両県については告示第413号（明治38年９

月29日）に掲載。
30 茨城県は明治36年２月に「徴兵失踪者取扱手続」（茨

城県訓令甲第14号）を制定しているがこれにより廃止

された。明治36年の「徴兵失踪者取扱手続」は未入手。
31 県庁第435号（明治７年10月25日）。
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はじめに

　人間性心理学の創始者、カール・ロジャースの弟

子ユージン・ジェンドリンは、ロジャースの経験

（experience）という概念を、更にダイナミックな体

験過程（※１）（experiencing）という概念として捉

えなおし、より実践的な技法として発展させた。この

技法はフォーカシングと呼ばれており、現在では、い

ろんな研究者や実践者が、種々なやり方を開発・発展

させている。

　ちなみに筆者は、来日経験の多い、Cornell（1996）

の技法がやりやすく、それを基にして、フォーカシン

グを教えている。

　技法としてのフォーカシングは、更に進歩・進化し

ていく可能性に満ちていると考えられる。

　ジェンドリンは、本来自然に行われていた人間の営

みの現象にフォーカシングという名前をつけたと思わ

れるが、さらにいわゆるジェンドリンのショートフォ

ームから脱技法化して、自由な技法を作り出している

実践者が多い。ポストカードを使って、自分のフェル

トセンスを言葉にする方法や、土江（2008）の「ここ

ろの天気」、TAE（※２）を用いたワークを実践して

いる得丸（2008）、フォーカシング指向アートセラピ

ーを考案したrappaport（2009）など、多くの実践者

がいる。

　さて、フォーカシングという現象は、情緒的なもの

を伴った身体感覚（フェルトセンスと呼ばれる）であ

り（※３、４）たとえば、失恋した時の胸の痛みであ

るとか、何か分からないが不安感や怒りを感じた場合、

その感覚に集中して耳を傾けることで、そこから何ら

かのヒントが生まれたり、解放感が生じたりするもの

である。

　こういった実感や気になることへ注意を向けて、そ

研究ノート

フォーカシング教示法に関する考察 

永野　勇二
Yuji Nagano

Consideration about the methods to instruct focusing
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こからいろんな感情を発見することは、一般の人で

も自然にやっていることである。たとえば、作家の辻

（1984）は、その体験を以下のように明確に記述して

いる。作家の行う作業もフォーカシングと類似のもの

であることが分かる。

　「絶えず書く」とは、まず私が自分の眼を自分の内

部に集中して、そこに明滅する思念を、追跡し、網を

投げ、捕える作業を意味していた。私は書きながら、

注意力をひたすら「生きた思念」のほうに集中し、文

章をただこの「思念」にぴったり合致させようと努力

した。私にとっては、文章そのものは、それ自体とし

ては、ほとんど無意味な存在であり、ただ思念を包む

容器となったとき、はじめて意味を持つものだった。

　「心のなかにいっぱいに蹲（うずくま）っているもの」

が自分にとって暗く不分明であるために、それを外に

出して、何とか、はっきりした形で理解したい、納得

したい、という気持ちを生んだ。

　しかし現代人の多くが、外側に注意を向けることが

多く、内側へ注意を向けることが少ないと思われる。

そのため、技法として習熟することで、再びそういっ

た感覚を呼び戻すことが可能となるのである。学生に

教える場合も、内側へ注意を向ける時間の少ない学生

にとっては、非常に貴重なワークの時間となっている

ことが分かる。

　更に、フォーカシングの可能性や方向性として、よ

り深い自己、たまにアン（2001）はハイアー・セルフ

と読んでいるが、そういった側面へ取る、開かれる方

向性についても言及している。

Ⅰ．フォーカシング技法の輸入時の歴史

　1978年の10月に、九州大学で行われた日本心理学会

第42回大会において、ユージン・T・ジェンドリン教

授が初めて来日した（伊藤、1978）。これはカール・

ロジャースの翻訳者、紹介者の村山正治氏（九州大学）

の尽力によるものであった。伊藤（1978,1980）による

と、特別講演の題名は「体験過程療法」であり、学会

の後、九州、京都、東京の３箇所で講演やワークショ

ップを行ったという。伊藤（1978）は、九州でのワー

クショップ（世話人：村山正治）で、２泊３日（10/17

～ 10/19）のワークショップに参加したらしい。内容

的にはほとんどが「焦点づけ」（※５）の技法の実習

にあてられたという。伊藤氏自身もジェンドリンから

技法を受ける機会を得たと書かれている。伊藤氏は東

京のルーテル市営センターで行われたワークショップ

では、「新しいカウンセリングの原理と技法－フォー

カシングを中心として－」というタイトルの下、記録

作成をしている。通訳は村山正治であった。

　更にフォーカシング技法自体の輸入に関しては、村

瀬孝雄によって最初の紹介がなされたらしいが、「そ

の実体は神秘のベールに包まれたままであった」とい

う。伊藤（1980）によると、「体験過程と『焦点づけ』

について著書や論文でしか接することの出来なかった

研究者や実践者にとってGendlin博士の来日は、まさ

に待望の来日であった」と述べている。来日7年前の

1971年の「日本相談学会第12回大会では、「焦点づけ」

に関する研究がすでに５編発表され、焦点づけ技法の

グループ・ワークも盛況であった」という。

　この辺の歴史については、稿を改めて、述べて行き

たい。

　さて、筆者がフォーカシングを習ったのは、1980年

代であった。要するに、ジェンドリンが来日して間も

ない頃で、私の師であった村山先生もエンカウンター

グループに加えて、フォーカシングの研究、教育を始

めた頃であった。従って、演習授業では、フォーカシ

ングの実習が始まっていた。

　筆者らは、村山先生のデモンストレーションを一度

見ただけで、後はコピーされた冊子の文句を、セリフ

をそのままに型にはまったやり方で苦労しながら始め

たのを覚えている。

　しかし次第に慣れてきて、フォーカシングを習得す

る学生も増えてきた。それはやはり九州大学の自由な

雰囲気のせいでもあり、村山先生の人柄のせいでもあ

った。

　最初は、ジェンドリンのショートフォームを基にや

っていたので、気になることを、箱や袋へ入れたりす

る、第一段階のクリアリング・ア・スペース（Clearing 

a space）のところが結構、時間がかかった。
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Ⅱ． ジェンドリンのフォーカシング技法ができるまで

の道のり

　Gendlin（1961）は、体験過程の６つの特質を述べ

ている。それは以下のようなものである。以降の論文

を読むと、これが技法の原点になっていることは、間

違いないと思われる。

１） 体験過程は感情の一つの過程である。

２） 体験過程は現在この瞬間において生起する。

３）  体験過程は一つの直接的なレファラント（a direct 

referent）（※６）である。

４） 体験過程に導かれて概念化が行われる。

５）  体験過程は豊かな意味を暗に含んでいる（implicitly 

meaningful）。

６）  体験過程は一つの前概念的、有機体的な過程であ

る。

　Gendlin（1962）は、体験過程と意味の創造について

詳細に述べたものである。

　その後、Gendlin（1964）では、より実践的な問題

を提起する。すなわち、この時点では、Gendlinは既に、

フォーカシングの実践を行っていたと思われる。実際

Gendlin（1964）は、「焦点づけ（focusing）は、個人

が体験過程の直接のレファラント（後にフェルトセン

スと呼ばれた、池見、1984）に注意を払う時、それに

引き続いて生ずる全過程のことである」と述べ、焦点

づけの４つの位相を示した。それは以下のようなもの

である。

　位相Ⅰ；心理療法における直接のレファランス。「あ

る明らかに感じられているが、概念的には曖昧なレフ

ァラントは個人によって直接リファーされる。」

　位相Ⅱ；ひらけ（unfolding）「直接感じられたレフ

ァラントに焦点を合わせていくと・・・略・・・その

瞬間に劇的に「ぱっと開く」こともある。・・・略・・・

その個人は大きな身体的安らぎを感じ、突然夜があけ

た如くぱっと知るのである。」

　位相Ⅲ；全面的な適用（global application）。

　「直接のレファラント及び開けの過程がその人の様々

の局面に全面的に影響を及ぼす。」

　位相Ⅳ；レファラントの移動。「この直接のレファ

ラントから彼が象徴化できる暗々裡の意味は今では全

く別のものなのである。・・・略・・・かくして四つ

の位相を含む過程が再び開始されるのである。」

　このように、焦点づけは四つの位相で定義されたの

であるが（しかし必ずしもこの通りに起こるとは限ら

ない）、これらはそのままフォーカシング技法の原点

となったと思われる。

　Gendlin（1968,1969）のフォーカシング・マニュア

ルを要約すると、以下のようなものである。

　・ 自分の内面へ注意を向ける。

　　－30秒かそれ以下－

　・ 問題をひとつ選ぶ。

　　－10秒－

　（ここまでは番号はついていない。恐らく準備状態

であろう。Gendlin（1969）では次から１が始まる。

Gendlin,et（1968）には番号がない。）

１．  その問題の全体（all）がどのようなものであるか

を自分自身に感じさせる。

　　－30秒かそれ以下－

２．  その全体の感じからある特別な感じが湧き上がっ

てきたら、そのある感じに注意を向けなさい。

　　－１分－

３．  それに言葉や絵（word or picture）をあてはめる

のではなくて、言葉や絵がその感じからやって来

るまで待ちなさい。

　　－１分－

４．  もしこのある感じが変化したり、移動したら、そ

うするに任せなさい。

　　－１分－

５．  あなたの今の感じを捉えるような言葉や絵を見出

すよう努めなさい。

　　－１分－

６．  もしその言葉や絵がその感じにぴったりしなかっ

たら、ぴったりするまで言葉や絵を変化させなさ

い。

　　－１分－

　 しばらくして、あなたに時間を与えますから、自由

に使ってください。それから終わります。

　その後、ジェンドリン（1979）は、1978年に初来日
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した九州大学にて、ショートフォームを示した。それ

は以下のようなものに改良されていた。

（１） 空間をつくる。

（２）  問題をひとつ選び、その中に入り込まず、その

全体についてのフェルトセンス（※５）を得る。

（３）  全体のフェルトセンスを得るために、ひとつの

言語、句、イメージで見出し（handle）をつける。

（４）  「それをチェックする」それが本当に正しいか問

いかける。体にできるだけ信号（signal）を与え

させる。

（５）  ひとつの言葉、句、或いはイメージの何がそう

なのかと問いかける。待って、それとともに居

なさい。すぐに答える必要はない。

　

　尚ジェンドリンは、このように（１）～（５）を繰

り返して動きがなければ、質問が必要となると述べる。

その代表例として、以下のようなものを挙げている。

　「一番悪い状態はどうですか？」

　感情が動き出し、その感情がひとつに形成されてい

くと、

　「何が起こらないといけないか」

　そしてその後

　「もし問題が解決したとしたら、どんな感じになる

だろうか」などである。

　Gendlin（1979a）では、ステップが６つになっている。

以下のように、まとまっている。

１． 空間をつくる。

２． フェルトセンスをつかむ。

３． それに見出し（handle）をつける。

４． 見出しを共鳴させる（resonating）。

５． 問いかける。

６． 何がやって来ようとも、それに対して充分な空間

をつくる。

　４でGendlin（1979a）では、checkだったものを、

resonatingに変えている。Gendlin（1979b）によると、

「多くの人々はチェックしてみるように言うと、その

見出しを間違っているに違いないという意味に受け取

るからである」と言う。

　大田（1981）もその間のアメリカでの事情を詳しく

書いている。この論文は、当時のフォーカシング技法

が作られていく息遣いが感じられて、面白いものであ

る。

　また、ここで付け加えられた６番目のステップは、

次のラウンドへ移る前にしておく必要のあるステップ

であると言う。

　さらにGendlin（1980）では、受け取る（receive）

ことを重視している。そして受け取る態度を「そのた

めの親しい空間を作ること（making a friendly space 

for it）」と述べている。このようにして、Gendlin（1979b）

の６番目のステップはReceiveと言い換えられること

となった。

　こうして最終的に、Gendlim（1981）のフォーカシ

ング技法のショートフォームは以下のようなものにな

った。（括弧内は、邦訳版より）

１． Clear Space　（空間をつくる）

２． Felt　Sense（フェルトセンス）

３． Set a handle（取っ手〔ハンドル〕をつかむ。）

４． Resonate（共鳴させる）

５． Ask（尋ねる）

６． Receive（受け取る）

Ⅲ．筆者自身のフォーカシング教授法

　フォーカシングの輸入時のエピソードから、遡って、

どのようにして、ジェンドリンがフォーカシング技法

を開発してきたのか、を論究してきた。ここでは更に、

筆者が、その後、フォーカシング技法を教えるために

いかに奮闘してきたか、について述べていきたいと考

える。

　（１）九州大学では、ベテランが初心者に直接教えて、

フォーカシングがいつでも出来る理想的な環境が出来

ていた。あの頃は常に、フォーカシングの実習や研究

が可能であったのである。

　筆者もその中で、修士論文（永野、1985a）を仕上

げることができた。素人も熟練者も居たが、参加者に

は事欠かなかった覚えがある。

　ちなみに筆者の修士論文は、Gendlin（1981）の質

問の「何が起こらないといけないか」に関係するもの

であった。もちろん、当時は意識していたわけではな
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いが、永野（1985b）や永野・前田（1985）、永野（1986）

では、心地よいイメージを導入することで、フォーカ

シングでの体験をより深くすることが出来たと思う。

ちなみに、最近では、問題や気になることがない学生

に対して、「心地よいイメージ」を使うことにより、

体験過程を促進させることが分かってきた。

　（２）A大学における実践（永野、2000、2002）

　A大学においては、「カウンセリング実習」の時間

にフォーカシングを教えることにした。この際、学生

は約26名ほどであり、そこに困難のすべてがあった。

実習は多すぎると、それに合ったやり方でないと困難

である。

　最初は、自分たちが経てきたように、プリントを配

って、いきなりフォーカシングのプロセスをやらせる

ことを続けた。その中で、少しでもフォーカシングに

習熟するものが出てくればいいと思っていたし、自分

自身がそうやって、どうにかフォーカシングを習って

きたからである。

　そこでは、基本的には、池見（1984）に掲載されて

いる、ジェンドリン法を基にして行った。都留（1992）

の丁寧な手続きもコピーして配布した。

　シラバスは以下のようなものであった。

１．  村瀬孝雄先生のビデオ「フォーカシング」を見せ

る。

２－５．説明のあと、ペアを組んでもらい、実践する。

６． 「壺イメージ描画法」をやる。

７－11．ペアを組んでもらいフォーカシング。

12．フルボディフォーカシング

13－15． ペアを組んでもらい、フォーカシング。（最

後にアンケート）

　村瀬先生のビデオは、出来が良すぎて、フォーカシ

ングはこんなに素晴らしい洞察が得られるのかという

誤解と期待を呼ぶことになったので、そのうち使わな

くなった。

　「壺イメージ描画法」というのは、九州大学大学院

教授の田嶌誠一先生が、開発したイメージ療法であり、

フォーカシングと近い部分があったので、使用した。

　フルボディフォーカシングは、愛媛フォーカシング

研究会（主催者は筆者）の佐伯さんにやってもらった

が、私を含めて多くの学生が眠り込んでしまった。以

後、これはやらなかった。

　ここで用いたフォーカシングの手順は前出と少し重

なるが、池見（1984）を利用した。

１． 準備、リラックス

２． 間を置く。Clearing a Space

３． 気になることをひとつ選ぶ

４． フェルトセンスをつかむ

５． 「見出し」をつける

６． 「見出し」の確認

７． 問いかけ

８． 受容

　以上の手順を簡単に説明すると、最初に内面へ注意

を向けられる状態を作ってもらう（１）。それから、今、

気になっていることを１つずつ挙げてもらうが、自己

との距離、間を置きながら挙げていく（２）。そして

その中から１つを選んでもらう（３）。その気になっ

ていることがどんな感じがするかを聴いていく。通常、

感情、イメージ、身体感覚の３つのモード（側面）か

ら聴いていく（４）。それにぴったりした名前をつける。

１つでなくてもよい（５）。それが本当にぴったりか

どうか、身体に聴いてみる（６）。この感じがどんな

風になったらいいか身体に問いかける（７）。そこか

ら出てきたものが、受け入れられない内容であっても、

受容してみる（８）。

結果（アンケートより）

１． 初期の困難さ

　筆者らが九州大学で、初めてフォーカシングを学ん

だ時に感じたような、とまどいや混乱を感じたものが

多かった。

　しかし筆者らと同じように、プリントを読んでやっ

ているうちに、次第に慣れていって、フォーカシング

が出来るようになったものも居た。

　多分、書いたものは知らないが、大抵のフォーカシ

ング経験者は、初期の困難さを語ってくれると思われ

る。

２． 一人フォーカシングができるようになる。
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　やっているうちに、一人でもフォーカシングができ

るのではないか、と感じた学生が複数名居た。その例

を書いてみよう。

　「これからは気になっていることをフォーカシング

で発見して、よりよいこころの状態を日頃から保てれ

ばいいなと思った」

　「フォーカシングを知ったことにより、普段、授業

外でも、自分の中で、行ったりするようになっていま

す。なにかすごく良いものを拾ったような感じです」

　「フォーカシングと言う新しく学んだ方法は、人と

対している時だけでなく、私１人の時にも、役に立つ

ものだと思っています」

　「自分で分析してみたのですが、心の痛みを体の痛

みに変えることで、心の痛みを軽減しているのだと

考えています。しかし自己フォーカシングをすること

で、自分の心の痛みを軽減させられることに気づきま

した。だから時々、自分でフォーカシングをして、心

を安定させることにしています」

　「フォーカシングは自分１人でもできるようになっ

て、何がどんなふうに気がかりで、そこからどうすれ

ばよいのか向き合えるようになった」

３． リスナーの困難性

　リスナーを最初にやる時は、都留氏の文言を元に、

セリフのように話すので、やりにくかったと思われる。

筆者らも最初はリスナーになるのが嫌であった。難し

かったのを覚えている。

４． 体の感じ（フェルトセンス）の感じにくさ

　フェルトセンスを感じるのが難しいと言う学生は多

かった。慣れてくれば分かってくるのだが、体の内側

への注意が、特に若い頃はあまり行われず、体の外部

だけに注意が向かっているので、感じるのが難しかっ

たと思われる。

　しかし、ここは、分かった気にならず、「難しい」「分

からない」と感じられることが、次の一歩へと進むの

で、いい傾向であると感じた。筆者の友人も学生の頃、

「フェルトセンスが分からん」と公言していた。こう

いう人は、自分の身体感覚に対してに素直なのである

と思う。このような人は、そこから先へ行けるからで

ある。

５． 間を置く作業

　「間を置いたり、自分の良いイメージを持つことに

よって、気持ちは楽になったと思う」

　「特に私自身がとてもプラスになったと感じた時も

あった。それは“自分の中にあるいくつかの事柄に少

し間を置いてみる”という時である。自分の事を考え

る時、それと同じような事実が前例としてあった場合、

他人の事ならば、前にこういうことがあったから次は

こうすべきではないと考えることができても、自分が

主体になると、なかなか客観的にとらえることができ

なかったりするものだと思う。だからフォーカシング

の途中にあった、“その事から間を置く”ということ

は、自分を客観的に見るということで、私の中ではす

ごくプラスになった。フォーカシングをする場合でも

しない場合でも、その事柄に対して距離を取って見る

こと、そうすれば、その事柄の形、イメージをつかみ

とれ、その事柄に対しての解決方法や違ったとらえ方

を見つけていけると思った」

６． 熟練者、友人とのフォーカシング

　熟練者とやることで非常にやり方が分かった学生が

多かった。多くの意見があったが、１つ挙げてみよう。

　「先生や２人の人とやることができて、すごく勉強

になったと思う。言葉のかけ方や言い返し方やいろい

ろな事を教えてもらって、やっとフォーカシングをす

る意義というか、そんなものを分かってきたように思

うし、もっとフォーカシングのいろいろな方法を学ん

でみたいなあと思いました」

７． 問題がなくて困った。

　毎回、何か困った状態に居たら、学生にとって、人

生は苦労ばかりになってしまう。だから、特に問題の

ない時が多いし、毎回、同じ問題ばかりを出すことで、

疲れてしまう学生も多い。

　筆者が学生の頃も、フォーカシングは問題がないと

出来ないのか？とか、問題が意識されないと、準備が

できていないのではないか、などと感じたこともあっ

た。
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　筆者は、問題のない学生に対しては、夢解釈フォー

カシングを扱ったこともあったが、現在では、修士論

文で使ったように、「今自分にとって一番ここち良い

イメージ」を思い出させることで、より深い問題や、

その人の根っこにつながるところへ手を届かせるよう

な方法につながるきっかけになると感じている。

　従って、問題がない人は、それを意識していないだ

けであって、当面、生活をする上では問題がないのは

いいことであるが、問題発生の予防としてでも、「心

地よいイメージ」を使ったフォーカシングは役に立つ

と感じている。これは修士論文をまとめた1985年前後

に考えていたのであるが、前述したように、最近でも

いざとなったら、これを使うことにしている。

　この利点は、

１． まず心地よく終わるので、問題が生じない

２．  心地よさと今の感覚の比較から、微妙な問題が見

えてくることがある。

　という点で、いつでも使える手法であると考えてい

る。

まとめに

　フォーカシングの教授法については、考えていな

い年はないと言ってもいいだろう。私の場合は、授業

をより良くするということから生じてきているが、学

生の満足度やフォーカシングをすることで、自己発見

や自己実現の程度が上がることを目指しているのであ

る。

　従って、終わりはないと考えている。そのために「こ

ころの天気」（土江、2009）や得丸（2000）の「文章

表現ワークブック」を使ったTAE（※７）の方法な

どを学んだりしている。

　筆者自身がフォーカシングをどうすれば簡単にたや

すく学べるようになるのかを日々の実践から考えてい

るのである。

※ １．Experiencingの翻訳には当時、大変苦労された

らしいが、村瀬孝雄先生の「体験過程」が一番その

本質を言い表しているということで、現在に至るま

で、その用語が使われている。

※ ２．TAEはThinking　At  the  Edge.から由来して

おり、内面的成長を可能にするために、Gendlinと

夫人のメアリー・ヘンドリックスが開発した（得丸、

2008）ものである。

※ ３．Felt Senseは、そのままの訳では「感じられた

意味とか感覚」になるが、名詞形で使われている部

分も多いので、そのままフェルトセンスと訳されて

いる。

※ ４．森川（2010）では、身体症状自体を扱い、フェ

ルトセンスの意味合いをより広げて行く可能性を感

じさせられた。

※ ５．当時はフォーカシングではなく、焦点づけとか

焦点づけ療法と呼ばれていた。またフォーカッシン

グとも言われており、いつの間にかフォーカシング

で統一されるようになった。1982年にジェンドリン

の初めての日本語訳「フォーカシング」を村山正治

先生が翻訳されているので、村山先生が名づけたも

のと思われる。

※ ６．直接的なレファレントは、その後、フェルトセ

ンスと呼ばれるようになった（池見、1984）。

※ ７．Thinking At the Edgeの略である。直訳すれば、

縁で考えるという意味で、フォーカシングを論理的

に一段階ずつ学べるように、ジェンドリンが考案し

た。
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問題

　1989年にWWW（World Wide Web: インターネッ

ト上で提供されるハイパーテキストシステム）が提案

され、1990年以降は閲覧ソフトNesscapeNavigator1.0

（1994）、Internet Explorer（1995）などの開発なら

びに通信速度の向上（ADSL，光ファイバー）、コン

研究ノート

視線によるウェブ・ユーザビリティ評価 

申　　紅仙　　伊田　政司　　渡邉　孝憲　　伊東　昌子
島田　茂樹　　馬場久美子　　 澤　弘行　　中村　泰之

SHIN HongSon　 Masashi IDA　 Kouken WATANABE 　Masako ITOH
Shigeki SHIMADA　　Kumiko BABA　　NISISAWA Hiro Yuki　　Yasuyuki NAKAMURA

Investigation of web usability evaluation method using eye 
movement analysis

 
　The web usability was evaluated from the eye movement analysis. Using the website of Tokiwa University
（as of 2006 and 2007） as the stimuli, and 5 university students and 4 high school students participated in 
the study. All subjects were requested to search for the target in the website, using the computer-mouse. 
The task for university students was to search for and click “Information of canceling the lecture”（target） 
in the website, and the task for high school students was to search for and click “Information of Entrance 
Exam”, which were their most frequent usage. After the experiments, all subjects were requested to answer 
the questionnaire that asked the impression of the web design. The results revealed that the pursuit eye 
movement and the saccadic movement were seen more frequently in the university students than in the high 
school students, suggesting that the university students find it more difficult and take more time to clear the 
task than the high school students. A similar tendency was obtained from the questionnaire. Therefore, these 
findings suggest that the website design of Tokiwa university may not fulfill the minimum necessary level for 
university students, even though it does for the high school students. 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊１　ユーザビリティとは、人間が何かを使用するときの「使いやすさ」である。「使いやすさ」には、構造の理解しやすさ・見
やすさ・手順の覚えやすさなどがあるが、これらの要素をクリアするためには、人間特性を考慮したデザイン（人間中心設計）
が求められる。産業心理学や環境心理学などの応用心理学と深い関わりがあるだけでなく、知覚・記憶・認知などの基礎心理
学の知見も広く活用されている。
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ピューターの処理速度向上などのハード面の整備も手

伝って、インターネットは急速に普及した。しかしこ

の急速な普及に反し、ウェブ･ユーザビリティに関し

ては、いまだ改善されるべき点が多いことが指摘され

てきた。これは当初のホームページが、文書の公表と

ファイルのやりとりが基本であったためにユーザビリ

ティを考慮する必要性が比較的少なく、ユーザーも限

定されていたことに起因する。しかし、通信技術と容

量の向上に伴って、画像や動画、検索エンジン、アイ

コンなどの複雑な要素が使用できるようになり、アミ

ューズメント要素が増大するとともにユーザーも爆発

的に増えるようになった。その結果、ユーザビリティ

について深く考慮されないまま個人ユーザーや組織が

各々でホームページを作成するようになり、改善が求

められるようになった。現在はインターネットショッ

ピングやアクセス数による広告効果などの双方の利益

に関わることもあり、ユーザビリティ向上のためのポ

イントが整理されつつある。

　ユーザビリティ向上のために考慮すべき問題とし

ては、表示速度や操作の容易性などの「物理的負荷 

“Physical accessbility”」、サイト構成の分かりやすさ

などの「認知的負荷 “Cognitive accessbility”」、ヘル

プ機能などの「機能的充足“Functionality”」等の３

要因が指摘されている （Nigel Bevan､ 1999）。また、

Web画面における情報選択行動と視線の関係について

大野健彦（2000）の行った研究によると、WWWの画

面に提示された複数の情報の中からユーザーが目的の

情報を選択するとき、被験者全体の特徴として画面右

側よりも画面左側、画面下側よりも画面上側に視線を

留めていたということがわかっている。注視時間が長

かったものはメニューやリンクあり文章、平均注視時

間は短いが例外的に注視時間が長くなるものとして、

広告なしアイコン・広告アイコン・ビットマップ図・

リンクなし文章などが指摘されている。

 　他方、大学においても先述したようにインターネ

ットの普及に伴い、各大学を紹介する媒体の主役が従

来のパンフレットやポスターから、ホームページに変

わりつつある。大学ホームページには受験生のための

情報、在校生のための情報、OB/OGや教職員のため

の情報など、提供すべき情報は多い。このため、デザ

インによっては見づらいものとなる可能性がある。こ

のような状況から、ゴメス・コンサルティング（2007～）

では、大学ホームページの評価を試みている。評価の

ためのノミネート条件には、短期大学・大学院大学を

除いた全国の国公私立大学であり、一定の基準が示さ

れていた。また、主要調査項目には、ナビゲーション

やウェブ・アクセシビリティ、情報検索機能やウェ

ブサイトの統一性、入試情報、大学に関する情報、講

義案内に関する情報、就職情報、決算・数値情報、大

学の取り組みに関する情報などが設けられており、大

学ホームページのユーザーと考えられる高校生や大学

生のための情報の公開度も確認できるようになってい

た。日経BPマーケティングでも同様の調査を行いラ

ンキング結果を公表している（日経BPマーケティン

グ2010）。残念ながら常磐大学のホームページは、両

者が行った大学ホームページ評価対象に含まれておら

ず、一定の基準すら満たしていないと判断されていた。

　視線分析による常磐大学のホームページのデザイン

については、根本（2007）の在学生を参加者としたア

イカメラを用いた調査によって報告されている。根本

（2007）によると、参加者に常磐大学ホームページの

フラッシュアイコンの位置に視線を長くとどめる傾向

があり、インターネットの使用頻度が高いほど休講情

報を見つけるまでの時間は短く、インターネットの使

用頻度が低いほど休講情報を見つけるまでの時間が長

くかかっていること、常磐大学のホームページのトッ

プページのデザインは在学生にとって必要とする情報

が見つけにくいものとなっており、高校生向けの入試

情報や大学紹介に関する情報が多いといったことが指

摘された。

　以上のことから、常磐大学のホームページが、ユー

ザーと考えられる高校生や大学生に対応したデザイン

になっているのか調べるため、高校生と大学生の視線

の動きや検索時間を調べ、常磐大学のホームページデ

ザインの特徴や問題点、改善案などを検討する必要が

あった。

目的

　視線分析により、高校生と大学生の大学ホームペー

ジ情報取得過程を調べ、その使いやすさについて比較・
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評価することを目的とした。

 

方法・手続き

　［参加者］茨城県内の高校生５名と常磐大学在学生

５名。

　［実験機材］刺激呈示用コンピューター、操作用マ

ウス、視線分析装置一式（非装着型アイカメラ（ナッ

ク社 非接触ｱｲﾏｰｸﾚｺｰﾀﾞｰEMR-AT VOXER）、解析用

コンピューター、解析ソフト）および、実験記録用ビ

デオ一式（図１参照）。

図１．実験室の様子

　［実験の流れ］参加者は、刺激呈示用コンピュータ

ーの前に座ることが求められた。つぎに、実験者が視

線位置測定のためのキャリブレーションを行った。キ

ャリブレーション終了後、実験が開始され、参加者は

常磐大学ホームページから必要なアイコンを探しクリ

ックすることが求められた。実験終了後、ウェブデザ

インに関する印象に関する質問票に記入することが求

められた。

　［刺激］高校生の実験刺激には2006年度版のデザイ

ン（旧デザイン）と2007年度版（新デザイン）常磐大

学ホームページを使用した。大学生については2007年

度版のみを刺激とした（図２，図３参照）。

図２ 　2006年版デザイン（旧ホームページ）の常磐大
学ホームページ（高校生の実験刺激）

※実験に使用した画像には矢印や点線は含まれていなかった

図３　 2007年版　常磐大学ホームページ（（新ホーム
ページ）大学生・高校生の実験刺激）

　［課題］高校生には「入試情報」を、大学生には「休

講情報」を探してクリックすることが求められた。こ

れは、高校生と大学生が大学ホームページを利用する

際に最も必要とする情報が各々「入試情報」、「休講情

報」であったためである（黒井、2006）。

　［分析対象］各参加者の「探索時間」、「視線軌跡」、

「停留回数」とした。また、「視線軌跡」及び「停留回

数」は2007年版ホームページのみを分析対象とした。

 

結果

　実験参加者のうち、高校生１名（女子）が計測不能

となり、分析対象外となったため、高校生４名および

大学生５名の実験結果を分析対象とした。 
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「探索時間」

　旧デザインと新デザインで課題探索に要した時間を

比較すると、高校生では、４名中３名の探索時間が、

旧デザインに比べ新デザインでは若干短縮された。総

じて高校生の探索時間は短い傾向が見られた（平均探

索時間：旧　7.166秒、新　5.197秒）。しかし主観評価

では新・旧ともに相対する結果となった（表１参照）。

表１　実験結果（高校生）
名前 Ｍ・O Y・S S・M R・S
性別 男性 男性 男性 男性
年齢 ２年 ２年 ２年 ２年
コンタクト・
　眼鏡の有無 無 無 無 無

所要時間
（旧HP） 3.403秒 6.406秒 9.443秒 9.412秒

所要時間
（新HP） 3.837秒 4.271秒 7.841秒 4.838秒

インターネットの
　使用頻度 週に３～４回 ほとんど利用しない 週に３～４回 ほぼ毎日利用する

利用手段 コンピューター コンピューター 携帯電話 携帯電話
１日の利用時間 １時間～２時間未満 30分～１時間未満 30分未満 １時間～２時間未満
大学の
　HP利用経験 無 無 無 無

常磐大学の
　HP利用経験 無 無 無 無

　これに反し、大学生の「休講情報」アイコン探索に

要した平均時間は87.392秒（17.06秒～５分２秒14）で

あり、探索時間にばらつきがあった。在校生の実験参

加者は全員、刺激となった常磐大学ホームページの利

用経験があり、また、日常生活におけるインターネッ

トの利用頻度も高かったにも関わらず、全体として探

索時間が長い傾向が見られた（表２）。

表２.　実験結果（大学生）
名前 N・W A・O Y・H H・H S・F
性別 女性 女性 女性 女性 女性
年齢 ４年 ４年 ４年 ４年 ４年
コンタクト・
　眼鏡の有無 有 有 無 有 無

所要時間
（旧HP） 17.06秒 58.36秒 43.10秒 16.3秒 5分2.14秒

所要時間
（新HP） 44.7秒 27.4秒 2分17.28秒 25.48秒

インターネットの
　使用頻度

ほぼ毎日
利用する

ほぼ毎日
利用する

ほぼ毎日
利用する

ほぼ毎日
利用する

ほぼ毎日
利用する

利用手段 コンピューター コンピューター 携帯電話 携帯電話 携帯電話

１日の利用時間 ２時間～
３時間未満

４時間～
５時間未満

１時間～
２時間未満 ５時間以上 ３時間～

４時間未満
大学の
　HP利用経験 有 有 有 有 有

常磐大学の
　HP利用経験

必要な
情報が得にくい

項目が
多すぎて見づらい
左メニューの
文字が小さい

一つの
画面に情報が
ありすぎて
分かりづらい

印象に
残らない

見たいが
何処にあるか
解りにくい
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「視線軌跡」

　視線の軌跡を調べた結果、視線移動において個人差

が大きいことが明らかとなった。ある実験参加者は数秒

で迷わずに課題を発見し、実験を終了できたが、別の参

加者は、課題となったアイコンを探せず迷走していた。 

しかしながら総じて高校生４名に比べ、大学生の視線移

動量が多い傾向が見られた（図４－１、４－２）。

図４－１　高校生４名の視線軌跡

図４－２　大学生５名の視線軌跡
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「停留回数」

　常磐大学ホームページ画面を５つのブロックに分

割し（図５）、各ブロックの停留回数を分析した結果、

高校生、大学生共にアイコンが集約された部分（図５

の①、②、③）に多く停留する傾向が見られた（図

６，７）。 

図５　常磐大学ホームページ（新）の区分け

図６　新常磐大学ホームページで視線の集まる場所
（高校生）

図７　常磐大学ホームページで視線が集まる場所
（大学生）

［質問票の結果］

　実験後の使いやすさを問うアンケートに記述しても

らった結果、大学ホームページのデザインについて「検

索ボックスの利用方法と位置」についてのコメントや

「トップページに情報が多すぎるためにわかりづらい」

といったコメントが多くあげられた（表３、４）。

　以上のことから、高校生が大学の入試情報を検索す

るに当たり、常磐大学ホームページは特に問題はない

ものの、在学生にとって使いやすいデザインを提供す

る上ではさらなる配慮が望まれる傾向が見られた。 

考察

　高校生4名および常磐大学大学生５名実験参加者と

し、大学ホームページの使いやすさについて視線分析

およびアンケートを行った。その結果、全体として、

高校生の探索時間が３秒～９秒以内となり、大学生（17

秒～５分）に比べて素早く探索できることが明らかと

なった。また、大学生に関してはこれまで母校ホーム

ページへのアクセス経験があるにもかかわらず探索時

間に個人差が大きく、探索時間も望外にかかる傾向が

見られた。また、各実験参加者が探索課題において常

磐大学ホームページ内にある検索ボックスをほとんど

使用していなかったことや、トップページに「情報が

多すぎるためにわかりづらい」といったコメントが多

くみられた。以上のことから、高校生が大学の入試情

報を検索するに当たり、常磐大学ホームページは特に

問題はないものの、在学生にとって使いやすいデザイ

ンを提供する上では、さらなる配慮が望まれる結果と

なった。また、常磐大学のホームページの新デサイン

のものと古いデザインのものを比較した感想には、古

いものよりも新しいものの方がすっきりして見やすく

なったとする意見が多く、条件１の参加者たちは常磐

大学のホームページのデザインを変えて使いやすくな

ったと感じているようであった。

　これらの結果から、良いデザインと悪いデザイン、

特に常磐大学ホームページの改善されるべき問題につ

いて考えてみた。実験後の感想によると、ホームペー

ジのデザインを批判する意見に「常磐大学のホームペ

ージ内の項目が多く、どこをクリックして良いのか分

からない。」、「検索ボックスなのに下にある。」、「検索
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ボックスの（検索）ボタンを押した後に表示される画

面が見にくい」といったものがあった。これは、通常、

ウェブサイトでの検索ボックスは画面の上部に位置し

ているものが多いのだが、実験刺激の検索ボックスは

画面の左下に位置している。このため、ユーザーが期

待する場所に配置されておらず、スクロールしないと

目に入らないデザインとなっているため検索ボックス

を探すのにも時間がかかってしまうような作りとなっ

ていたことが考えられた。実際に、検索ボックスを探

す際に参加者の視線がどの場所に集まっていたのかを

調べたところ、参加者全体的にみると③の部分に集中

していた。これは③の部分に検索ボックスがあるのを

期待している参加者が多いということを示しているも

のだと考えられた。また、検索ボックスで検索したと

きに開かれるページの画面は文字以外が真っ白なペー

ジで色が少ないことや、検索をかけた文字と関係ある

ページが一度に表示されるようになっていたため見づ

らいと意見した参加者もいた。

表３　実験感想（高校生）

名前 性別 年齢 使いやすい
と感じたHP 旧HP 新HP

M・O 男性 ２年 旧 明るい色が目に入りやすかった 全体的に色が統一されていたので見つ
けにくかった

Y・S 男性 ２年 旧 赤の方が見つけやすかった 同じような色が多かった

R・S 男性 ３年 新 それがどの情報か分かりづらかった 必要な情報がどこにあるか分かりやす
かった

S・M 男性 ２年 新 ボタンかどうか分からなかった 項目ごとに字や色が見つけやすかった

表４　 実験感想（大学生）

名前 性別 年齢 使いやすい
と感じた方法 感想 旧HPとの比較

N・W 女性 ４年 自分で探す どこをクリックすると情報が得られ
るのかが分かりにくかった。 情報が整理されていた。

A・O 女性 ４年 自分で探す 同左
左を集中して見れ
ばよくなったのは
いいと思う

学科別に色分けさ
れているのはいい

Y・H 女性 ４年 自分で探す
どれが休講情報
なのか分からな
かった。

検索ボックスの
「検索」ボタンを
押した後に表示さ
れる画面が見にく
かった。

色々詰め込みす
ぎて逆に解りにく
い。

色々、入試情報の
位置が変わってい
て前よりはすっき
りした。

S・F 女性 ４年 検索ボックス
項目が多すぎて
何をクリックし
ていいのか解ら
ない。

目にやさしい色
分けは良い。 色々

配色、入試情報の
位置が変わってい
て前よりはすっき
りした。

H・H 女性 ４年 自分で探す

検索ボックスな
のに下にある。
サイトマップな
のにリンクの字
が小さい。
在校生への使い
やすさは考慮し
ていない。

何処がリンクに
なっているか、リ
ンクボタンになっ
ていてわかりやす
い。
サイドに学科の直
リンクがあってい
い。
色がきれい。

リンクが見やす
かった

在校生への使いや
すさ（「就職情報」
などの案内）がな
くなってしまって
使いにくい
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　他方、常磐大学のホームページのデザインに対し、

「目に易しい色分けは良い」、「何処がリンクになって

いるのかリンクボタンになっていて分かりやすい」、

「サイドに学科の直リンクがあってよい」などの意見

もあげられていた。しかし、サイドに学科の直リンク

を置くことによって他のページに何度も移動する必要

はなくなるが、当該ページ内の項目数が増え、先に記

したホームページへの批判に繋がる要因にもなり得る

ため、注意が必要であると考えられた。

良い大学ホームページに向けて

　先にも記したが、「在校生向け情報に休講情報の場

所が分かりにくい」という意見が多く述べられていた。

これは、参加者が休講情報に直接繋がるようなリンク

がトップページにあることを期待していたためだろ

う。ゴメス・コンサルティングの行った大学ホームペ

ージ評価の2006年度ランキングで総合得点1位を獲得

した中央大学のホームページを確認したところ、トッ

プページに休講情報へのリンクはなく、トップページ

から休講情報に移動することが出来ないのは同じであ

った。しかし、中央大学のホームページは常磐大学の

ホームページと違い、検索ボックスが画面右上に配置

されており、検索ボックスで休講情報の検索を行うと

一番上に検索結果が表示されるようになっていた。こ

ういった細かい配慮が常磐大学のホームページには不

足していたと思われた。また、大学ホームページ評価

のランキング総合２位の広島経済大学のトップページ

には、「在学生の方へ」という文字の下に小さく在学

生向けWebシステム・休講情報・シラバスなどと書か

れたボタンがあり、休講情報を探そうとしたときにど

こを探せば良いのかすぐにわかるようになっていた。

常磐大学のホームページでも広島経済大学のように在

学生向けと書かれたボタンの中に、休講情報などペー

ジの中に含まれている情報を足すことで学生が探しや

すくなると考えられた。

　このように、視線分析およびアンケートによるユー

ザビリティ評価を行った結果、在学生にとって必ずし

も使いやすいデザインではないことが明らかとなった

以上、何らかの改善が求められた。2010年現在、常磐

大学ホームページは左上に設置されており、各ユーザ

ーに向けてのアイコンも見やすく改善されている。し

かし、検索ボックスの位置は、多くの他大学で置かれ

ている右上と反対の位置にあり、このデザインについ

ての評価も必要と思われる。今後、さらなる検証が求

められる。

*本論文は、常磐大学学内課題研究（共同）研究費　「視

線によるウェブ・ユーザビリティ評価の検討」（研究

期間：2006年４月～ 2009年３月）の成果報告である。

＊本研究は、卒業研究指導の一環としても行われた。
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－常磐大学ホームページを対象とした視線分析－」

（根本勇介、コミュニケーション学科）

・ 2007年度卒業論文　「常磐大学ホームページデザイ

ンは、ユーザーのニーズを満たしているのか？－高

校生と大学生を対象とした質問紙調査と視線研究に

よる検証－」（黒井未来、心理教育学科）

・ 2008年度卒業論文「ウェブデザインの要素について

ー」（鴨下祐治、心理教育学科）
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１　はじめに

　本稿は、2008年４月から常磐大学人間科学部で著者

が行っている１年生の必修科目「学びと探求の方法」

の授業（内容・授業展開・評価評点方法等）を考察対

象とする。初年次段階で、基本的な日本語力教育を施

すことの必要性は、今日広く認知されている。そうし

た教科書等が出版され、これを目的としたカリキュラ

ムが少なくない大学で実施され、これらを支援する諸

制度も整えられている。しかし、実際に学生を相手に

日本語力教育を実施する場合は、各大学の固有の多様

な要素がその時々で作用する。したがって、常磐大学

固有の状況下で、「学びと方法の探求」で何をどこま

で行なったか、その結果がどのようなものであったか

を提示することは、（他大学はともかく）常磐大学に

おける日本語力教育の議論に資するだろう。

２．経緯と背景

　大学生特に入学１・２年次学生を対象に、レポート

作成の技法やそのための日本語力を教育しようとする

試みは、1980年代までの日本の大学ではほとんどなか

った（１）。大学生を対象とした日本語教科書が作られ、

大学における日本語教育の必要性が本格的な動きとな

ったのは、1990年代になってからだった。「表現法」「技

術文章論」「日本語技法」などの科目が大学で開講され、

それらの講義に基づく書籍が現れたのは、90年代後半

であった。そして、ここ10年の間に、初年次生の学習

技術育成は、多くの大学がとりくむべき課題となった。

日本語力教育はその中でも重要な位置を占めており、

例えば、私学高等研究所（23）による2001年の調査に

よれば、一年次の教育内容として（３つまでの複数回

答）、38.3％の大学が、「レポート・論文の書き方など

の文章作法」を挙げている。

事例研究

初年次教育における日本語科目の展望
　　－人間科学部「学びと探究の方法」の場合－ 

森　　弘一
Hirokazu MORI

A Perspective on the Japanese Training Class in the First-Year 
Experience Program

－A Case of Study Skills’Class at the College of Human Science－
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　常磐大学においても2000年前後からいくつかの学部

学科で、初年次導入教育や日本語教育がおこなわれる

ようになった。著者も、1996年改組を契機に、「論理学」

を開講した。15回を通じて四千字前後の自由課題レポ

ートを完成させるものだった。そこで著者が認識した

点は、課題内容の指導と日本語として適切な文章を書

かせる指導を並行して行うことの難しさだった。学生

は、レポートの課題内容の改善におおくの労力を使い、

文法や表現上の適正さに注意が向かなくなる。教師も、

内容面を指導評価するのが大学レポートの第一の役割

と考え、文法や表現上の細かい指示を出さなくなって

くる。とするならば、内容指導を一時棚上げにし、学

生がもっぱら日本語力の演習練習に集中できるような

授業を、最初に準備するべきではないか。

　そのような時、2008年度改組の初年次生対象必修科

目「学びと探求の方法」の一部が、急遽著者にまかさ

れることになった。「学びと探究の方法」の当初の企

図は演習を含む講義授業だったが、それは無理だと著

者は判断した。そして、これから４年の間大学という

場で学ぶことになる学生に、日本語能力の必要性を認

識させる契機として、「学びと探求の方法」を活用し

ようと考えた。１クラス90名弱の講義形式授業で可能

なことは何かと考え、その点でも、日本語教育に特化

した形式であれば可能であると判断した。こうして、

健康栄養学科、心理学科、コミュニケーション学科の

３学科で、著者の担当科目「学びと探求の方法」が、

2008年度より展開されることとなった。

３　科目内容と授業の結果

　この「学びと探求の方法」の授業内容を、独自に作

成した内容単元に従い提示する。2010年度を基本とし

て説明するが、適時他年度の内容にも言及する。全体

の流れと特徴の概観を優先し、各単元内容の詳解な考

察は、必要とあれば今後公にする。

３－１　事前の考え方とそれにもとづく展開方法

　「学びと探究の方法」は、１クラス90名弱の講義形

式授業という制約があった。その中で、問題練習に積

極的に取り組ませるために、毎回その日の授業内容に

基づくテストを課し、採点結果を成績に反映させるこ

とにした。そのテストも、25－30分かかる程度の分量

にし、時には前回までの復習問題もいれて、学生の「リ

ベンジ」を可能にするようにした。また、テスト結果

をフィードバックすることは学生に刺激を与えると考

えた（塚本・大橋・東辻）。そこで、前回の採点済み

テストと、採点して必要だと判断した解説を添えた模

範解答を返却、授業冒頭の2，30分に復習講義を行った。

最終的には、授業は、前回復習・今回の単元の講義・

今回のテストの三部構成となった（２）。

　また、出欠確認、資料配布・回収・返却、テスト監

督など、頻繁な指示が必要となるので、座席を指定し

た。友人との会話などに気をとられる機会を減らし、

学習に集中できる環境を整えるためでもある。ある程

度の反発を予測していたのだが、授業評価アンケート

自由記述でこれに反対する声はなかった。授業内容や

形式と密接に関連されていたので、学生も納得してく

れたものと推測している。

　「学びと探究の方法」がカバーする内容も、かなり

限定した。大学間で初年次教育あるいは導入教育の内

容として考えられている分野は、広範囲に及んでいる

（私学高等研究所）。（Ⅰ）学習習慣の確立・社会人と

しての倫理観の育成・将来像構築さらに学問や専攻研

究への導入教育も含まれる、学生としてのスキルが最

初にある。（Ⅱ）次に学習スキルであるが、（Ⅱ①）ノ

ートの取り方に代表される情報収集整理技術や大学教

育資源（人員設備等）の活用法の教授がある。（Ⅱ②）

その上で、文章作法やレポートの書き方、これと関連

する文献講読方法や問題発見・論理的思考法や図書館

利用法やＰＣを用いた情報処理通信技術、（Ⅱ③）さ

らに応用としてプレゼン等の口頭発表、フィールド

ワーク・実験等の基本技法の教授がある。（Ⅲ）また、

学力不足がみられる数理・外国語科目の補習も初年次

教育の範疇に含まれる。理想は、大学の状況に応じて、

適切に選択された複数科目で連携性をもってこれらを

カバーすることである。しかし、現状ではそれは不可

能である。また、各学科専攻の初年次教育相応科目と

重複しないような配慮もしなければならない。その結

果、レポート作成の前段階の日本語教育と学習習慣・

受講姿勢の育成を目指す、現在の「学びと探究の方法」

に落ち着いた。
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３－2　「学びと探究の内容」内容考察と授業結果

　以下では、「学びと探究の方法」の内容と結果を、

内容単元に従いながら、最低限の具体性をもたせて提

示する。例示の課題問題を、複数回にわたり、３問か

ら10問（20問の場合も）ほど課していると理解してい

ただきたい。もちろん、この授業内容を習得すれば十

分というわけではない。内容に関しては、読者からの

質問や意見を待ちたい。問題内容・テスト結果・問題

解説も含めた詳しい内容発表は今後の機会を待つこと

にする。

３－２－１　視写　原稿用紙の使い方

　初回は、授業の意図や進め方の連絡を主とする。し

かし、連絡のみで初回を終えることは、学生に弛緩を

もたらし、学習姿勢や受講姿勢の意義を示す機会を逃

すことになる。そこで、「視写」の作業を行わせる（市

村 12－17）。400字詰め原稿用紙と800字強の手本の文

章が印刷されたプリントを配布する。手本の文章は、

白地にベタ打ち印刷で、改行場所も／で指示している

だけである。それを原稿用紙に手書きで、鉛筆以外の

インクを使った筆記用具を用いて写させる。その前に

原稿用紙の使い方の講義を行い、模範文を視写した場

合のミスしやすい点も言及してある。作業を完了して

提出した場合のみ、「基礎点」４点を与える（評価点

数については４－１参照）。

３－２－２　辞書を使う

　授業には、辞書（電子辞書も可）の持参を義務づけ

た。適時辞書等を参照利用する習慣を育成するためで

ある。２回目には、持参した辞書（電子辞書）の情報（辞

書タイトルや出版社、付録に何があるか、付随してい

る辞書類に何があるか等々）や、「たんきゅう」の意

味を配布プリントに記入させる課題を課した。さらに、

毎回のテストには、辞書を利用して解く問題（漢字テ

ストや指定したことばの意味を辞書で調べて記入させ

る問題）も入れ、辞書持参をチェックしてまわった。

辞書持参とその使用がこの科目の肝要であることを伝

えるためである。2010年度は、前年度の学生アンケー

トの提案を採用し、漢字テスト部分（全３問）が満点

だった場合１点の「加点」（評価点数については４－

１参照）を行った。

３－３－３　ひらがなを漢字まじり文に書き換える

　基本的すぎるかもしれないが（市村）、辞書使用を

慣習化させる課題として用いた。

　ひょうせつはじぶんをたかめるチャンスをみずから

ほうきするおろかなこういだ。ほこりたかくいきたい

なら、けっしておこなってはならない。

↓

　剽窃は自分を高めるチャンスを自ら放棄する愚かな

行為だ。誇り高く生きたいなら、決して行ってはなら

ない（戸田山 35）。

　学生は同音異議語や送り仮名表記を確認する。時に

は仮名書きのほうが適正であることなども学ぶ。

３－３－４　一文を完成させる

　この単元の目的は、完全な日本語の一文を完成させ

ることとした。公的な文書やレポートの文は、メモや

下書きノートの文では不適切であることを意識させる

ためである。

　トヨタ「プリウス」は、世界初の量産ハイブリッド

車。当初の燃費はリッター 28キロ。

↓

　トヨタ「プリウス」は、世界初の量産ハイブリッド

車である。当初の燃費はリッター 28キロだった。（他

にも数種の正答あり）

３－３－５　かかりと受けが適切な、意味のとおる文

を書く

　この単元は、日本語能力トレーニングを目的とした

多くの類書（３）でも説かれていることである。適切な語

順や読点に関する事例を示した講義の後、以下の問題

や同類の問題を課す。

　船長は血まみれになって逃げ出した海賊を追いかけ

た。（「血まみれ」なのは海賊）

↓

　船長は、血まみれになって逃げ出した海賊を（、）

追いかけた。

　血まみれになって逃げ出した海賊を（、）船長は追

いかけた。
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３－３－６　長文を数文からなる文章に書き換える

　前単元と同様、日本語表現法教本でよく説かれてい

る練習である。一文が150字以上の文を、複数の短文

で書き換えさせる。指示語が適切に使用された、接続

関係の明らかな文章を書く練習でもある。一例は、「イ

タリア・ルネサンスと言えば、美術の世界だけにかぎ

らず、天体の運行から地球の生成、自然、動物、植物、

人間のあらゆる存在に鋭い観察と探索の目を向け、光

学、力学、幾何学、解剖学などの研究を重ね、その成

果を膨大な手稿に残し、さらに実際に巨大な騎馬像制

作や土木工事にも携わった偉大なレオナルドを忘れる

わけにはいかない。」（高階秀爾「美の現在」『朝日新聞』

2007年４月７日）を、「イタリア・ルネサンスと言えば、

偉大なレオナルドを忘れるわけにはいかない。」で始

めて、全部で四文に分けるものである。

３－３－７　パラグラフ単位で文章を把握する

　木下の著作以来、レポート書き教本で多く指摘され

ている点である（ケリー伊藤、言語技術の会）。一つの

パラグラフ（段落）で一つの説明や意見が述べられる

こと、一つのパラグラフには中心となる文は一つであ

ることなどを講義した後、以下のような練習を課した。

　①完成されたパラグラフを、一文ごとに順不同に並

びかえる。並びかえられた文章だけを学生に示す。こ

れを、元の順に戻させる（時には無関係の文も混ぜて

おく）。

　②改行しないで数パラグラフをつなげた文章を読ん

で、改行部分を見つけさせ、中心となる文を書かせる。

　③数パラグラフからなる長文を読み、各パラグラフ

の中心文を書かせる。

３－３－８　事実を述べた文と意見を述べた文との区

別を意識する

　レポート書き教本に限らず、大学の演習・ゼミ等で

説かれている点である。

　栃木県の県庁所在地は栃木市である。

　　　　　→　事実の記述（偽の事実の記述）

　源泉掛け流しでなければ温泉ではない。

　　　　　→　意見の記述

　また、400字を越えるルポルタージュを読ませ、事

実を述べた部分か意見を述べた部分かで、区分をつけ

て下線をひかせる問題も出した。

　事実と意見の区別をつけることは厳密には難しく、

あくまでも「教育上必要な暫定的知識」として学習す

べきだとの指摘がある（香西51-58）。その意見には納

得できる部分も多いので、著者としても、その点を配

慮しつつ問題を改善していきたい（４）。

３－３－９　事象や概念を、階層構造で整理分類する

　容易な内容であるが、次の単元「簡単な論理学」練

習のために必要な課題である。以下の事例でいえば、上

半分の単語群を下半分のような階層構造に整理させる。

　　　　　ミカン、紅玉、果実、リンゴ、

　　　　　ナシ、20世紀、紀州、幸水

　階層構造をこうして確認させたうえで、「これはミ

カンである。」「幸水はナシである。」「すべてのミカン

は果物である。」「あるミカンは魚ではない」などの基

本命題と集合の図の講義を行う。そして、命題から集

合の図を、あるいは集合の図から命題を作る問題を課

す（図１⇔部分）。以下の事例を筆頭に、ほとんどの

タイプの基本命題で練習させる。

　彼の健康回復法は、毎朝会社に歩いて通勤する。

↓

　彼の健康回復法は、毎朝会社に歩いて通勤すること

だ。

　健康回復のため、彼は毎朝会社に歩いて通勤する。

　発展問題としては、「 公園の 入り口には 大きな 

イチョウの 木が あった。」の 部分がかか

っていることばを答えさせるもの、さらに600字以上

の文章を素材に、同種の問題を答えさせるものを行っ

た。
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すべてのＳはＭである。 すべてのカラスは黒い。
黒い
カラス

図１．命題と集合の図を関連させる練習問題の考え方

Ｍ
Ｓ

３－３－10　三段論法を素材に、論証を論理的に理解

する

　論理学の基本である三段論法と集合の図とを用い

て、論理的論証を理解させる。命題間の筋道の妥当性

と前提の真偽、この二つの検証をパスして初めて論証

の正しさが証明されることを講義する。そして、以下

のようなひな型を用いた問題を課す（図２）。

図２．三段論法の論証練習のひな型と模範答案事例
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　以上が「学びと探究の方法」の科目内容である。漢

字・文法・手紙の書き方なども扱う日本語表現法授業

ならば４回ほど、レポート書き方授業ならば１回でも

済んでしまう内容を、講義と練習→テスト→採点テス

トと模範解答返却・解説講義という形式で15回にわた

って行っていることは示せたことと思う。

４　結果と考察

４－１　評価方法

　成績評価は、毎回の学習の積み重ねが反映するよう

にした。出席してテストを受けた学生に、基礎点４点

を与えた（テストが白紙に近ければ０点）。15回の授

業全部で基礎点の累積は60点となり、それが評価の基

準点となる。さらに、答案内容にあわせて、５点（あ

るいは４点）まで加点した。例えば、漢字テスト全問

正解で１点、ある設問が解けていれば１点、ミスが２

個以内までなら２点、小問４問中３問以上正答なら２

点などである。満点は120点前後となり、120から60点

の間に、ほとんどの学生の累積点が落ち着く。最終的

には、この累積点に基づいて成績を評価する。

４－２－１　成績評価の公開性と学生による自己成績

確認

　こうした１点刻みの点数化自体に弊害面もあること

は承知している。ただし、３で示したような内容と形

式をもつ特別な条件下ならば、弊害がひどく深刻にな

ることはないだろう。採点ずみのテスト返却時には、

答案や評価基準の解説、採点ミスの有無も確認してお

り、学生本人には評価結果と累積得点が確実に伝わる

ようにしている（数回は、返却テストに累積点を書き

添えて確認している）。学生本人は自分の累計点数が何

点であり、その時点での基礎点合計に比して、自分が

何点上まわって（下まわって）いるかを常時確認できる。

　さらに、クラス内の累積得点の傾向がわかるグラフ

も適時配布し（図３）、クラス内での自分の位置が確

認できるようにしている（３学科250名強の全学生を

対象としたグラフも作成は可能である）。これによっ

て、高得点の学生にはその姿勢を継続するよう、そう

でない学生にはもう少し積極的に授業にとりくむよ

う、動機づけを与えることを意図している。初年次科

目においては、４年間の学習姿勢を育てるためにも、

学生が自分で学習成果を確認できるような仕組みは必

要である。
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図３．Ａ学科「学びと探究の方法」の累積得点グラフ

４－２－２　アセスメント等への活用

　「学びと探究の方法」の成績評価時には、表1にある

ような形で、学生の成績表が作られる。表１はダミー

のものであるが、実際には、クラス毎と３学科250名

強の全学生を対象にした同種の表がある。

表１．A学科成績順名簿の事例

氏名 その他のデータ（各回あるいは問題ごとの得点など）総得点
○月□日

基礎点 漢字 Ⅰ Ⅱ 合計
○○　△△ 4 1 2 2 9 106
△△　□□ 4 1 1 2 8 102
□□　◇◇ 4 1 1 1 7 100
◇◇　○○ 4 0 1 2 7 99

○○　△△ 欠 63
△△　□□ 4 1 1 0 6 57
□□　◇◇ 4 1 0 0 5 40

　ところで、昨今、初年次生に対し、入学時に国語・

数学・英語等の基本的問題を、学習アセスメント試験

として行っている大学が増えている。しかし、それら

は入学時の慌ただしい時期の、学生の学習意識も確立

されていない中での試験である。他方、この「学びと

探究の方法」のように、学習習慣等の指導と併せて、

学生の基礎力を15回全体で評価している科目は、ある
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意味で３カ月をかけてアセスメント試験を実施してい

ることになる。このような科目の成績も、アセスメン

トとして活用すべきである。こうした科目が、基本的

な内容変更を行わずに、さらに多くの学部学科を対象

に持続的に展開されることが望まれる。

　基礎力のアセスメントのためだけではない。こうし

た特定科目の成績データを、学科、入試種類、出身校

データと関連させること（表２、表３）で、常磐大学

の初年次生のもつ特質を把握し、より適切で効果的な

初年次教育の検討に貢献する可能性もある。そのため

にも、科目が個々独立して一部の基礎力教育を担うよ

りも、ある程度の基礎力を数科目で担保するカリキュ

ラムが望まれる。

表２．他のデータと連携した成績名簿の事例

氏名 入試の種類 総得点
○○　△△ 試験入試（A） 111
△△　□□ 試験入試（センター） 107
□□　◇◇ 指定校推薦入試 103
◇◇　○○ 試験入試（センター） 97

○○　△△ 一般推薦入試 67
△△　□□ 指定校推薦入試 61
□□　◇◇ 試験入試（A） 59

表３．他のデータと連携した成績名簿の事例

氏名 出身校 総得点
○○　△△ ○○高校 112
△△　□□ ○○高校 105
□□　◇◇ ○○高校 87
◇◇　○○ ○○高校 81

４－３　学生による授業評価結果の総括

　次は、本学共通で実施されている学生による授業評

価の結果から、これまでの総括と課題検討を行う。下

の表４は、2008年度から2010年度にかけての学科ごと

の授業評価の結果である。2008年度は問題の入れ替え

などで、学科の間で授業内容に若干差があるが、全体

の評価に影響を与えるものとは思われない。そして、

2009、2010年度は、３学科ほぼ同内容の授業である。

３年間を通じて、問題やプリントの改善は行ったが、

単元内容に基本的な変更はない。

表４．「学びと探究の方法」の授業評価結果

2008 2009 2010
心理 コミ 健康 心理 コミ 健康 心理 コミ 健康

シラバスは十分なものだった 4.05 3.38 3.35 3.41 3.33 3.06 3.53 3.50 3.33
講義で扱ったテーマは・内容は興味をひくものであった 3.74 3.26 3.04 3.53 3.44 3.30 3.53 3.64 3.64
授業の内容は理解できた 4.03 3.35 3.31 3.83 3.85 3.49 3.99 3.95 3.91
成績の評価が明らかにされていた 4.46 3.74 3.90 4.41 4.40 4.00 4.54 4.43 4.33
教員の話は聞き取りやすかった 4.20 3.42 3.35 4.17 4.23 3.84 4.22 4.15 4.26
教材は適切だった 4.37 3.49 3.38 4.32 4.18 3.77 4.26 4.19 4.22
学生の理解を助けるために指導方法を工夫していた 4.28 3.30 3.43 4.10 3.80 3.78 4.04 3.99 4.12
授業に対する取り組みに、熱意や情熱が感じられた 4.30 3.51 3.57 4.30 4.13 3.78 4.32 4.05 4.19
総合的に考えて、この授業を受けて満足している 4.11 3.33 3.18 4.04 3.90 3.57 4.00 4.02 3.90
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　３年間通してみられる特徴は、「興味をひく内容」

のポイントが相対的に低いことである。だがこれは、

初年次教育として教授すべき内容を優先しているの

で、ある意味当然である。

　注目したいのは、ほぼ同内容の授業であるのに、数

項目で年度や学科の間で、ポイントに差があることで

ある。2008年度は、心理学科とコミ・健康栄養学科で

0.5ポイント以上の差があった（例えば「内容理解」で、

4.03対3.35、3.31、「教材適切」で、4.37対3.49、3.38）。

この傾向は、若干差が縮まっても、2009年度にもみら

れた（「内容理解」で、心理3.83対健康栄養3.49）。著

者は、2009、2010年と、相対的にポイントが低い健康

栄養学科クラスをターゲットに、日本語力の必要性を

強調し、プリント修正や問題選択にも配慮した。2010

年度には、相対的に低かった２学科のポイントが上昇

し、学科差をなくすことができた。ただし、それが授

業の工夫の結果であるかどうかは、まだ不確実である。

　学科差がなくなったことが良いことなのか、これも

簡単に肯定できない。ほぼ同じ内容であるのに年度・

学科間で差の変動があるということは、例えば、学

科間で学生の基礎力が開いていた（接近した）、ある

学科全体の基礎力があがった（下がる可能性もある）、

という別の面を現わしているのかもしれない。その点

に注意し、年度・学科間のポイント平均化やポイント

上昇が至上命題とならないような改善を目指したい。

　また、現状の学期末の授業評価アンケートでは、単

元内容ごとの評価は不可能である。今後は、単元や課

題・テスト毎の評価こそが必要であるかもしれない。

250名強の学生を対象にして、毎回アンケートを実施

するのは現状では困難である。しかし、何らかの助力

や賛同を得てそうした評価調査を行えれば、単元内容

やプリントや出題問題の具体的な改善がすすむことは

確実である。３で示した授業プログラム（単元内容）

とここ3年間の成績データ蓄積は、それが可能となる

下地を持っている。

５　まとめ

　2008年度から開講している「学びと探究の方法」で

は、制約された条件の中、初年次教育として、レポー

ト作成の前段階という限定された範囲の日本語教育を

目的としてきた。

　その結果、①講義と練習→②テスト→③採点テスト

と模範解答返却・解説講義を核とした授業展開を構成

した。適切な一文を書く単元から、数パラグラフの文

章を理解する単元、さらに事実と意見の区別や三段論

法論証を扱う単元まで、「レポート作成の前段階」に

相当する領域をカバーする単元を構築した。採点結

果や解説等で公開性を維持し、成績状況を自己確認で

きる評価方法も採用した。最後に、成績点数化を行っ

た科目では採点経過や成績状況の公示が重要ではない

か、初年次科目の成績も学生アセスメントではないか、

現在の授業評価のポイントは実は授業とは別のことが

らに関する評価を示しているのではないか、具体的な

授業改善には現在とは違った授業評価が必要ではない

か、などを指摘した。
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注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）1981年に出版された木下是雄『理科系の作文技術』

は例外的作品だろう。

（２）履修学生数が多い中での、講義と演習を組み合わせ

たこの授業展開は、野矢（1997）が「あとがき」の中

で、実際に「論理学」の授業で行ったと述べている方

法を参考にした。2006年に出版されている新版には、

この言及はない。

（３）木下1994、戸田山、米田・蔵中・山上。その他参考

にしたほとんどのテキストに――日本語表現法関連な

ら、漢字や文法や敬語の解説とともに、レポート書き

方本なら、構成や調べ方の解説とともに――この単元

があった。特に参考にしたものの中で、3件だけ挙げた。

（４）香西は、他の著作でも、「学びと探究の方法」のよ

うな授業が陥りやすい「独りよがり」に対する注意を

喚起してくれる。日本語練習が行き過ぎて、「信仰」

になってしまわないよう、批判的な著作からもしっか

り学びたい。
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